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安政東海津波と安政樹毎道南皮

嘉永7年11月4日 （1854年12月23日）朝9時ごろ

東海道沖で、 32時間後の翌 5日 （同12月24日）16 

時ごろ紀伊半島沖で、ともにマグニチュード8.4の

巨大地震が発生した。

東海道沖地震では、房総半島から土佐湾に至る

沿岸各地を大津波が襲い、特に伊豆と志摩 ・熊野

浦沿岸に大打撃を与えた。そして、翌 5日の地震

でも、津波が房総半島沿岸から九州東岸の広範囲

を襲い、紀伊西岸および土佐湾沿岸に甚大な被害

を及ぼしたのである。

4日の地震では約600人、 5日の地震では約3,000

人が死亡。この一連の地震を契機に、幕府は年号

を嘉永から安政への改元したの

・4日、伊豆下回市中では、人家が破損し火災が

発生。人々が外ヘ逃げ出したところへ、ほどな

く津波が押し寄せた。川筋の町全域が津波に呑

み込まれ、 68町が残らず原野と化したの3,907人

のうち85人が死亡。

折りしも下回湾若の浦に碇泊中のロ シア軍艦デ

ィアナ号は、縫を切られたため大破 （27日に沈

没）したが、ロシア人は全員均台中にいて助かり、

多くの水難者を救った。また、医師 2人を筒井・

川路に見舞いとして寄こしたという。

・若 （和歌）山では、若山域内の櫓や塀など数か

所崩れた程度だったが、海士、有田、熊野、勢

州海岸付の浦村の被害は甚大で、人家の流失、

焼亡、漬家など多く、 田畑に砂が入り、床堀も

あった。

紀州、｜・勢州領浦村では、津波のため68,000石余

の田畑が冠水。流失、漬家、破損、焼失した家

屋は16,608軒に及び、 699人が溺死したの

・大阪では、津波は安治川、木津川に押し上がっ

たの近海にいた大船小船が道頓堀へ流れ込み、

高橋や樋吉橋などを押し流し、多数の船が重な

り合い押し入ったため、壊れた船も数が知れな

いほどだった。長堀や堀江、道頓堀に近い人々

は、荷台で逃げようとしたが、押し入った大船に

乗り敷かれ破船して、多くの人が溺死した。あ

る大家町人も、主従18人で l般に乗り込み、留

守は手代に任せて出船したが、残らず溺死したの

また、沖にいた樽船、菱垣船は無事だった。漬

家83、破船1,842、溺死273人。

・土佐高知では、 5日7ッ時に起こった地震と津

波の被害が甚大だったの市中は大火となり、津

波のため、町はあたかも海のようであったの圧

死や焼死する者の数およそ数十人。6日にも火

勢は衰えず、海i朝もますますあふれ、 倉皇山に

逃げる人、城中に逃げる人、あるいは橋梁が焼

けて逃げ場を失う人など狼狽騒擾の状態は、 今

や世界の終駕かと疑われるほどだったの

焼失、流失、演家17,469軒、損毛21,530石、死

者372人。

（日本地震史料より抄出）
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火照りと煙をはだで感ずるニとは重要ではないのか

今の子供は、火をどんなふうに思っているのだろうか。半年ほど

前、消防少年団の指導を担当していたころ、同僚の諸君と雑談をし

ていたときの話題である。

「熱いものだと いう感じはないんだろうな。 ガス台の近くにいたぐ

らいでは感じないから」

「l）や、熱い方はちょっとはわかるけど、けむいものだつてのはわ

からないんだろうね」

「マッチをすってガスをつけていたころは、ま だ火をつける とか、燃

やすという実感があったけど、ツマミをちょっとひねるだけだから」

「そう、テレビのチャ ンネル変えるのといっしょだよ」

「そのうち、テレビを見ながら、リモコ ンでガスをつけるようにな

るぜ」

子供には、まず、たき火をさせるのがいい、火照りと煙を感じさ

せるのが大事だ、ということで雑談は終わった。

ひと昔前までは、火は、熱いものであり、燃え広がるものであり、

危ないものだから、けむいのをこらえながら近くにいて、危なくな

らないように、しかも、消えないように注意、しながら燃やすもので

あった。

それが今では、ひねるだけ、押すだけ。そして、そばにいる必要

もなくなった。料理用のガスはまだしも、給湯や風呂のガスは人聞

から離れた所で燃えている。消防機関もマンションなどでのガス漏

れや火災による被害を軽減するために、 室外で燃焼する機器を推奨

している。

火と、これを利用している人間の距離は、ますます離れようとし

ており、出かけた先から電話回線を利用して飯をたいたり、風呂を

わかしたりすることが実用化するようである。 テレビのリモコンは、

見ているテレビのリモコンだから、せいぜい数m離れているだけだ

が、こちらの方はセンサーと電話回線でコントロールするのだから、

何回も離れている。

昔子供であった今の大人たちは、火は熱いもの、けむいものであ

ることを知っている。しかし、五感で感ずることに代えて、機械や電

線で感じたりコントロールすることに精を出している。

生活が便利になるのだから、大変結構なことではある。 しかし、

火照りと煙を感じながら火の近くで火を管理するのが、防火のそも

そもの出発点だと思う。それとも、そんな考えは古すぎて通用しな

くなるのだろう か。今の子供が大人になったら、どんなふうに考え

るのだろうか。

防災言
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運命の
もうひとつの顔
加藤尚武

明日あなたは、いつものように出勤するだ

ろう。駅前でたばこを買い、 青い電車に乗り・

降りて、ターミナル駅の奇妙な立体的動線を

まるで書き慣れた一筆描きをなぞるようにた

どり、白い電車に乗り・降りて、会社のテー

プルに着く。あなたの妻は明日の午後、会社

に呼び出される。エレベーターの事故による

あなたの死が電話で告げられるからであり、

それはドアが聞かないという平凡な事故と、

地下室のボイラーが過熱するという平凡な事

故とが「偶然」重なったためである。二人の

同僚とともにあなたは 「たまたま」そこに居

合わせた。もしも青い電車が遅れたら、白い

電車が混み過ぎていたら、あなたはこうした

「運命」には出会わない。

1714年ぺルーの「サン・ルイス・レイの橋」
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が壊れたとき死んだ 5人は、なぜそこに居合

わせたのか。19XX年カンサス州の平和な農場

に、なぜ『J令血』（T.カポーティ ）のモデル

となった犯人は居合わせたのか。それは偶然

であり、その偶然が犠牲者にとっては「運命」

となったのだ。 「運命」には 「偶然の必然」

もしくは「必然の偶然」という意味がある。

既知の文脈で偶然であるものも未知の文脈で

は必然であり、人間にとっての偶然は神にと

っては必然である。この二つの文脈を「運命」

が結び合わせる。我々にとって知られるのは

いつも運命の一方の顔なのだ。

しかし、人間の理性はそのもうひとつの顔

を覗きたがる。もしくは除きたがる。ライブ

ニッツは現実は神によって選ばれた「最善の

もの」（optimus）だという。このオプティミズ

ムを象徴的に表現するとしたらヴェルサイユ

宮殿の庭園がいい。実際、哲学者ライブニッ

ツとヴェルサイユを作ったルイー四世は同じ

時代を生きている。王様が死んだ翌年 （1916

年）に哲学者が死んでいる。ライブニッツに

よれば、心が体を「動かす」のは神様の 「予

定調和」の働きなのであるから、スプーンの

上げ下ろしにも全知全能なる神の永遠の真理

が証明されていることになる。

このオプティミズムに根こそぎの揺さぶり



をかけた事件があった。文字どおりの揺さぶ

り、 1755年のリスボン大地震である。 11月1

日、着飾った人々が教会に集まり、美しい空

に鳩が平和な一日の始まりを告げるかに見え

た朝の 9時半、近世の歴史がいまだかつて知

らなかった最強の地震が、ヨーロッパの宝石

ともいうべきこの街を襲った。11万人の人口

の内、直接の被害で 1万人が死に、その後の

飢僅と疫病による死者を合わせると 3万から

4万の被害となった。曲がりくねった細い石

畳の道が連なる中世型の都市の三分の二が崩

壊した。

リスボン地震の知らせは、ヨーロ ッパ中に

不吉な恐怖感をまき散らした。ゲーテは『詩

と真実』で少年のころの思い出を書いている。

「恐怖のデーモンがこれ程、すばやく強く全

地上に戦慌を拡げたことはかつてあるまい。

神が正しき者も不正なる者も破滅させた事に

よって、神は父らしさを現さなかった」。ヴォ

ルテールはA.ポープの命題 『すべては最善

なり』を批判する詩を書き、小説『カンディ

ード』では皮肉を用いてライブニッツをたた

きのめした。

カントも忙しかった。地震論を三編も書い

た。 「このような悲惨が神の復讐の目標であ

り、その目標めがけて怒りの器をいっぱいに

’85予防時報143
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するのだと考えるなら、神の思し召しを勝手

に解釈することになる」という。そして地震

の原因を科学的に解明する。鉄屑と硫黄と水

を地面に埋め込んで表面を固めるなら、数時

間後に地震が起こり、地面から炎が噴き出る

だろう、というのだ。カントは運命と神のも

うひとつの顔に「認識不可能」という判定を

下し、オプティミズムを守る。

カントとヴォルテールはまるで反対の態度

をとったようにみえる。だがこ人ともニュー

トンを信じ、人間の理性を説いていたことに

変わりはない。ヴォルテールは運命のもうひ

とつの顔を見たように言吾ったが、リスボンが

どのような罪をもっていたかには沈黙せざる

をえなかった。人間はこの時以来、災害に出

会っても運命のもう一つの顔、人知を超えた

神の意志を読み取ろうとはしなくなった。カ

ントの立場を守ったためだとは、いいにくい。

リスボンの地震から34年後、フランス革命が

ヨーロッパを揺るがす。自然の災害よりも、

戦争や革命という人間による災害の方がはる

かに大規模なものになったからだ。運命のも

うひとつの顔は、人間自身の理性の光に照ら

されぬ暗がりだということが、わかってき た。

人間自身が人間にとって最も恐ろしいものと

なったのである。
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さびない鉄
井垣謙三
東北大学名誉教授

さぴてボロボロになり、朽ち果てて土に帰

るのが、鉄という金属のもっている宿命であ

ると、以前は私自身も思い込んでいた。

もう少しきれいな鉄について、その本性を

調べたいと考えて、純度の高い鉄を作る研究

を進めてきて、従来にない高い純度の鉄を作

ることに成功したが、その外観はニッケルや

クロムにきわめて近く、なるほど閉じ鉄族金

属と改めて感心した。

その鉄が、いつまで放り出しておいても少

しもさぴず、高級ステンレスのようにピカピ

カのままであるのに驚かされた。時にうすく

曇ったようなさびが浮いてくることがあって

も、進行して赤さびに移行する様子は見られ

ない。ところが、同じ環境に置かれていた純

度の悪い方の鉄は赤くさびている。

純度が悪いために鉄がさびるのではないか

8 

との疑いをもち、鉄のさびについて調べ始め

た。現在、私たちが日常手にする鉄に比べて

昔の鉄の方がさびにくく、品質も優れている

のではないかということを、工芸や万剣関係

の人から聞かされるが、似たようなことは大

昔からもいわれており、アレキサンダ一大王

の遠征時に使われた鉄がさびないのに、百年

以上も後で補修した鉄の方がひどくさびてい

るといったローマ時代 （紀元 l世紀）の記録

が残されている。

ギリシャ人は、優れた鉄の産地としてトル

コ半島のカリベスの地を挙げ、鉄の万を振っ

て戦う現地人に、おそれと称賛の言葉をおく

っているが、黒海南岸のハリス河の河口に近

いアミソスの地も有名で、紀元前4世紀の書

物である異聞集には、

「カリベスとアミソスの鉄の製法は極めて

独特であるといわれている。河によって運ば

れてきた砂から作られるのであるが、……こ

の鉄は他のどの鉄よりも優れていて、・…・・そ

の外見は銀とあまり違わない。この鉄だけが

さびないが、多くは産出しないという」

とあり、この短い記述からだけでも、さびな

い鉄の珍重されている様子がうかがわれる。

鉄についてのさらに古い記録には、ヒ ッタ

イトの首都ハットウサから発掘された紀元前

13世紀の粘土板文書がある。模（くさび）形文

字でのパルジル ・ダンキは、普通「良質の鉄」



と訳されているが、パルジルが鉄であること

には異論はなく、ダンキはヒッタイト語の錫

であるから、主易のように「白い室失」、すなわ

ち「さびない鉄」と解釈するのが適切ではな

いかと思われる。この文書の内容は、

「お申し越しの白い鉄；についてですが、キ

ズワトナの私の倉庫には今その持ち合わせが

ありません。鉄をつくるには今は時期が悪い

のです。……今回は鉄の短万一本をお送りし

ます」

発信者ゃあて先の部分が欠けていて、ヒッ

タイ ト王がアッシリア王あるいはエジプト王

にあてたものと見なされていることが多いが、

キズワトナの大守がヒッタイト王にあてたも

のとの考えも否定されず、私自身はその方に

一番傾いている。

エジプト第18王朝のツタンカーメン王（紀元

前14世紀）のミイラがその右腹部の上につけ

ていた鉄の短剣や、正倉院御物の聖武天皇御
さんぎんでんかぎりのかりた民

愛用の金銀錨荘唐太万などが「白い鉄」の代

表例といえそうである。いずれにしても、さ

びない白く輝く鉄がずいぶん古い時代から存

在している。

「さびない鉄」と書いてきたが、正確には

「さびにくい鉄」とすべきであって、鉄の表

面には薄いさぴ （酸化物）の膜ができ、その

膜が健全であると、その後のさびの進行が抑

えられるのであって、アルミニウムやニッケ

’85予防時報143
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ルの場合と同様である。ただ、鉄の場合、健

全な膜が容易にはできず、さびが内部へと進

行してボロボロの塊に変わるのが普通だと考

えられてきたのである。

製作年代、製法、純度を異にする多くの種

類の鉄について、腐食実験を行い比較したと

ころ、おだやかな腐食条件の時に明瞭な違い

が認められ、酸化皮膜の健全性に大きい差の

あることが知られた。昔のさびにくい鉄の中

には少ない不純物が、現代の工業鉄にはけた

違いに多量に含まれており、それが酸化皮膜

の健全性を劣下させ、鉄をさびやすくさせて

いるものと考えられる。

鉄の需要の増大とともに高い生産効率が求

められ、木炭に代わって石炭が用いられるよ

うになったが、いおうが入って割れやすくな

り、これを防ぐためにマンガンが加えられた。

硫化マンガンの形になると容易に変形してよ

く伸びるので、加工性の優れた鉄をつくるた

めの救いの神がマンガン添加であった。その

結果、さびやすく 、しかも内部へとさびが進

行する鉄が普通になり、赤さびにならない鉄

の方が不思議がられるようになってしまった。

一番好ましくないのが内部へ侵入するさび

であり、これがなければ鉄は金属構造材とし

ての機能を長く保持し、建築物の寿命を伸ば

してくれることになるが、そのような鉄の工

業生産の日の近いことが待ち望まれる。

9 
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緑の防音壁
田畑員寿
千葉大学園芸学部助教授

もう 5年ほど前になるのだが、私は1980年

の4月下旬、アメリカ西海岸の都市の人の様

子を見ながら旅行を続けていた。

その西海岸の都市シアトルに滞在した時で

ある。1976年 7月に開園したという公園 「F

REDOM PLAZ A」の午前中の様子で

ある。この新しくできた公園のベンチに座っ

ているのは、私の他に 3人の男性であった。

街の中にある公園としてはたいへん静かさを

保っていた。時々音が聞えてくるのはこの公

園の中心的存在となっているモニュメント、

カスケードである。つまり高さ 5～ 8mの落

差をもっ滝が造られていた。この滝の水の流

れによる音であった。この滝の流れはある時

間をおいて快い音を出し公園に集まる人々に

安らぎを与えているようであった。

ところが30分ほどの時間が経過したころか

10 

ら自動車の走行音が聞えるようになり、居合

わせた人たちはいささか驚きの様子をみせて

いた。町の高台にできたこの公園から下を見

ると、何本かの高速自動車道が公園の下を通

過していて、ここを走行する自動車の音がた

いへんうるさく、騒音となって耳に入り居合

わせた人たちは、居たたまらなくなったから

であろう。

だが、この時、滝口では水が落ち、自動車

の走行音を打ち消すほどに、水によって騒音

をみごとに除去しているように思えた。

その後、この公園を設計した造国家に会う

機会があったので、このことを話したら、こ

の公園は、もともと山があったのを開削して

2系統の高速自動車道が建設され、開通とと

もに市民から交通騒音に対する苦情があり、

再度この道路にふたがけし山を築き、公固化

することで自動車走行騒音に対する解消を試

みたということである。その時の騒音除去に

対する方法として自然の音や緑などにより、

快い音に変えるような技術的解決を試みたと

のことである。それが公園であり、その中心

施設となっているのが滝であったということ

である。

このような話は、日本の都市でも類似の話

がよく聞かれる。

ところで、騒音問題は、都市化とともに交

通騒音ばかりでなく、最近では、盛り場から

出る騒音などは、居住環境を損ねる阻害要因

のト ップとなっている。それにしても自動車



走行音は、住民にとって耐えられないものにな

っている。その対策として、コ ンク リート製

品や、鉄製品などの使用による構造壁を設け

ていて、たいへん見苦しい状況となっている。

そこで、快適な街造りのために緑による騒

音対策は考えられないか、もし樹林帯による

減音効果があれば、沿道緑地の造成も速やか

に実施されるのではないだろうか。

もともと樹林帯による減音効果は、認めら

れているが、狭あいな街の中で沿道緑地を設

けることは、地価の高いことなどもあって、

なかなか実現は困難である。

そこで、私たちは身近に並木や植樹帯が置

かれていることによってどのくらいまで騒音

が低く感じられるかを調査したり実験を試み

たことがある。つまり、緑の防音壁の心理的、

物理的効果はどのくらいあるのかを具体的に

測定してみた。

東京の環状7号線のうち、①葛飾区金町、

②世田谷区若林、③練馬区豊玉中、④同豊玉

南と国道6号線の⑤柏市豊町の 5地点の歩道

で車道に直角と、左右60度ずつの三方向の風

景をビデオカメラで撮影した。いずれも目の

高さである。

そして①には緑が全く見えない （緑視率0

%）、②では画面の半分が樹木が見える（緑視

率50%）、③では 8害I] （緑視率80%）、④では

9割（緑視率90%）、⑤では画面全体が緑とな

っている（緑視率100%）を、 55人の男女学生

に①の画面を見せると同時に、自動車騒音に
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ずいひつ

近い80デシベル程度を聞かせ、次いで②から

⑤の順に画面だけ見せながら画面にふさわし

いと感じる音量に調整させた。また逆の順も

繰り返し行った。

この結果、画面の緑が多いほど騒音を小さ

く調整する傾向があり、緑視率が大きいほど、

減音効果があることがわかった。つまり、緑

視率が50%以上になると 2～ 5デシベル音が

低く感じるということである。また、 ②の世

田谷区若林と④の練馬区豊玉南地区での、住

民による沿道植栽の効果について意識調査を

実施したところ、この結果からも減音効果が

5デシベルほどの地点では、ほぼ4害I]の人が

心理効果を認めていることがわかった。

いずれにせよ、街路樹などの植栽帯の幅が

l.7mだと 2～ 5.5デシペルの減音効果がある

というような研究成果もみられるが、心理効

果は意外に大きく、物理的効果との相乗効果

が大きいのではと考えられる。特に緑がない

ところでは、視覚による刺激で実際以上に騒

音を感じているということにもなる。

私たちが安全で、快適な市民生活をするた

めには、身近な環境、 「居住環境」の改善を自

ら行わなければならない。そのーっとして緑

の壁「緑地帯」造りは、安全で’快適な環境造

りの一手法であり、緑の壁造りは騒音の減音

のみにとどまらず、微気象の調節、大気汚染

の浄化、災害防止など多くの機能をもち、私

たちの生活の安全で快適な暮らしを保障して

くれるからである。

11 
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｜シートベルト積懸の効果 ｜ 

正しい装着による効果と安全限界
松野正徳

はじめに

自動車事故は、世界で約30万人の死者と約1,500

万人の傷者を出している。便利で有用な自動車に

とっては重大なデメリットであり、関係分野の総

力を挙げて、自動車事故死をゼロに近づけなけれ

ばならない。

自動車事故による乗員の人体損傷に関する研究

は、各国で多く行われており、人体損傷軽減策と

してのシートベルト着用効果は、すでに広く認め

られている。 そのため、シートベルト着用を法で

義務づける国が増えており、我が国もこれになら

ってシートベルト着用が義務つ’けられることにな

った。

（%） 
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15 

10 

5 

。

（ドライパー）

10 20 30 40 50 60 70 

｜｜｜｜ ｜ ｜ 
57 53 50 49 48 48 

この機会に、多くの研究のなかの幾つかを紹介

しながら、シートベルト着用の効果について考え

てみたい。

死t事故はベルト着用者96km/h以上、

非着用者3(lkm/hの差

スウェーデンの自動車メーカ一、ボルボ社の行

った28,780台の同社製自動車同士の衝突事故に関

する調査研究は、世界的に高く評価されているの

で、まず紹介しよう。

同国は80ドル以下の事故損害および800～ 1,000

ドル以上全損の損害は無料交換の制度があり、そ

の際の提出カードを基に したのが本調査研究であ

（%） 
（前席乗員）
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。
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I I I I I 
63 60 57 56 55 54 

図 l シートベルト非着用時ドライパーおよび前席乗員の死亡・受傷率と衝撃速度との相関

12 

スウェーデン・ボルポ社製車同士の衝突事故による前席 （ドライパ一、助手席者）の速度別、死亡傷者別、ベルト着用、非着用別関係図（28,780 

f牛死｛括2,106人）N.!.Bohlin; A Statistical Analysis of 28，脚 AccidentCases with Emphasis on Occupant Value, SAE670925, 

P304より



る。調査対象となったのは1965年 3月28日～1966

年 3月28日の 1年問、スウェーデン圏内（左ハン

ドル、左側通行）で起こった事故である。

全乗員42,813入、ドライパー28'780人、前席同

乗者8,731人で、前席死傷者は2,106人（5.61%）、

シートベルト着用率は、ドライパー24%、前席乗

員31%だった。 なお、 ベルトは98%の車に設置さ

れており、 SA E、J4Cタイプ2の3点式である。

図 1が、調査結果であるが、下端の数字 （死亡

を除く傷害のベルト着用による軽減率）をみると

ドライパ一、前席乗員ともに50%～60%の傷害軽減

率を示している。

また、下端の速度と死亡の関係をみると、ドラ

イパーも前席乗員も60マイル／時（96km/h）以下で

は死亡を生じていないことは注目すべきこととい

えよう。逆に、ベルト非着用者では19マイル／時

＝約30km/hという低速度でも死亡が生じている。

全治30日はベルト着用者で・4okm/h、
非着用者で21km/h

事故データを基に した我が国における研究とし

て、佐藤武教授が日本交通科学協議会、 警察庁等

の協力を得て調査した結果の一部を表 1、図 2に

紹介する。

表 lは、 シートベルトを着用していたかどうか

によって、最大被害部位にどんな差が表れるかを

みたものだが、生命安全に最も重要な部位である

頭部、顔部が、いずれもベルト着用の効果の大き
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じている。

2点式より 3点式シートベルト

のほうが効果大

図 3は、米 GM社の調査であるが、 2点式シー

トベルトより 3点式シートベルトのほうが効果が

大であることを示している。

3点式では、中破以上が59%あったにもかかわ

らず、死亡 7%、うち死亡 1%の 2{牛は車外の物

体に直接当たったもので、 ベルトと関係はない。

今では常識的といえる結果だが、 2点式ベルト

が採用された時期があったことを考えると、この

ような研究が安全のために果たす役割の大きいこ

とを痛感させられる。

いことを示している。 表 l シートベル ト着用の有無による最大被害部位の差（日本） 単位人数、 （） 内%

図 2では、実効衝突速

度と全治日数との関係に

おいて、「この程度の被害

まで受ける」という意味

のUnluckyLineを画い

ているカ人こオ1によれば、

全治日数30日の傷者が、

ベルト着用者て。は40km/h

で生じているのに対し、

非着用者では2lkm/hで生

被害 シートベルト着用者

部位 運転者 前席乗貝

頭部 11 (17 .8）〔 8〕 6 (25.0）〔 3)

顔 部 11 (17.8）〔 5〕 3 (12.5）〔 0〕

顕部 15 (2ι2）〔IO〕 6 (25.0）〔 2〕

上肢 3 ( 4.8）〔 2〕 l ( 4 .2）〔 l〕

胸部 8 (12.9)( 6〕 。
腹部 3 ( 4.8) 。
腰 部 3 ( 4.8) 。
下肢 5 ( 8.1）〔 4〕 6 (25.0）〔 6〕

その他 3 ( 4.8）〔 I〕 2 ( 8.3）〔 l〕

計 62 ( 100）〔36) 24 ( 100）〔13)

（注） 〔〕内は 3.＃.式シートベルト着用者 （内数）

d十

17 (19.8）〔11)

14 (16.3）〔 5〕

21 (24 .4）〔12〕

4 ( 4.6）〔 3〕

8 ( 9.3）〔 6〕

3 ( 3.5) 

3 ( 3.5) 

11 (12.8）〔10〕

5 ( 5.8）〔 2〕

86 ( 100）〔49〕

シートベルト非着用者

逆転者 前席乗貝 1十

72 (32.4) 36 (33.0) 108 (32.6) 

41 (18.5) 37 (34.0) 78 (23.6) 

24 (10.8) 1 ( 0.9) 25 ( 7 .6) 

14 ( 6.3) 7 ( 6.4) 21 ( 6.3) 

29 (13.1) 7 ( 6.4) 36 (10.9) 

4 ( 1.8) 2 ( 1.8) 6 ( 1.8) 

9 ( 4目 l) 1 ( 0. 9) 10 ( 3.0) 

28 (12目6) 18 (16.5) 46 (13.9) 

I ( 0.4) 。 1 ( 0.3) 

86 ( 100) 109 ( 100) 331 ( 100) 

（佐藤武，！SS1979より）
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とを実験によって確かめた。

実験は、ダミーを使って図4のA、B、Cタイプ

およびD （タイプ Aで 140度に シートをリ クラ イ
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シートベルトの正しい装着によって

効果アップ

（タ イプAでラップ、ショルダーと も

に200mmのスラック＝遊びをもたせた）の 5種類

ニング）、E（財）日本自動車研究所の鈴木滋、福田亙弘両氏

は、 3点式A型 シートベルトの着用の適、不適に

よって、シートベルトの保護効果が左右されるこ の装着状態で行 った。
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。
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（注 I): 2点鎖線は Unlucky-Lineで、「この程度の被害まで受ける」という意味の線

（注2):＊印は明らかにシートベルト着用が悪かったもの（佐藤武，！SS1979より）

図 2

2）助手席同乗者

首

1旬

頭

顔・・2占式ベノレト

Eコ3点式ベルト

＝ ベノレトなし

I ) ドライパー

首

~J\ 

顔

目旬

死

亡
重言
傷に

産
（！同の3点式ベノレトの最大被害状況は不明）

危や
や
重
傷

中

（括

軽

胴

無6
死

亡

5
危

篤

ー
（生
命
に
危
険
）

4
；重

傷

3
や
や
重
傷

2
中

傷

1 
軽

0 
無

胴

篤｛帯傷
傷1場

シートベルト 2点式、 3点式、人体最大被害5.llJ状況図

米 GM社の3点ベルト着用事散160例の集計。3点式では中破以上が59%あったにもかかわらず死亡7%、うち死亡 1%の2f牛は車外の物体に

直接当たったものでベルトに関係はない。（ 日産、芹沢良夫氏，月刊交通昭48.8、1971年SA E大会 G M杜）

図 3
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その結果、現在一般に

用いられているAタイプ

が最もよく、 Bタイプは

ショルダーベルトがはず

れ、ジャックナイフ挙動

’85予防時報143

（上半身が折れ曲がる）

などを示し、 Cタイプは

典型的なサブマリン挙動

（下方にずっこける）と
タイプA着用状態（正しい着用法） タイプB着用状態（パックル位置が タイプC着用状態（パックル位置

なってショルダーベルトによる首つり現象（頚椎

骨折の危険）も生じた。

また、 Aタイプでも、シー トパックを倒しすぎ

る（ D）と、あごと胸骨部が衝突する 凶チン ・チェ

スト”およびショルダーベルトによる“首つり挙

動”を生じた。

さらに、ベルトの遊びが大きすぎる（ E）と、頭

部は710mmも前方に移動し、フロントガラス、ス

テアリングホイ ール、ダッシユボードなどにf密突

する危険のあることがわかった。

このような結果を踏まえて、 3点式ベルトの正

しい着用法として、図 5のような着用法が提唱さ

れている。

固定パリヤ衝突実験では

50km/h以上では助からない

自動車自体の安全性試験は、固定パリヤ（障壁）

に48.3km/h(30マイル／時）ー53.lkm/h(33マイル／

時）の速度で正面衝突させて行う。

このような条件下で、車室内生存空間の確保や

燃料タンクの耐圧性などが定められている（例 ：

EC E、国連欧州経済委員会安全基準等）。 この生

存空間確保は、シートベルト、エアバッグ、ヘル

メットなどの補助具を用いた上でのことで、逆に

いうと、シー トベルトを正しく用いていても、 50

km/h以上で固定パリヤに正面衝突すると、乗員は

助からないということである。

もちろん、現実の路上走行では、固定パリヤに

正面衝突するという事故はマレであるから、図 1

でみたように、シートベルト着用者は90km/hでは

不通、腹部中央に寄りすぎている） およびラップベルト位置不適当）

関4 シー トベルトの正し い装着

図 5 3点式シートベルトの標準的珊用法

ラップベル ト

パ yクJレ1則

(I）パックルが左（右）腸骨部側面後方にくるように、各ベルトの

長さを調節する（パックル本体に曲げ応力がかからない位置）。

(2）ラップベルトを左右腸骨上を通るラインに位置させる。

(3）ラップおよびショルダーベルトのスラック（遊ぴ）をできる

だけ少なくする．

(4) シートパックを倒しすぎないようにする．

（鈴木、福田、自動車研究、Vol.2,12，昭55より ）

事故死が生じていないが、条件が悪ければシート

ベルトを着用していても50km/hが安全限界で、ある

ことには変わりない。

それゆえに、私は事故死ゼロ化への方策として

50km/hの速度規制を提唱しているのであるが、そ

れはともかく、シートベルトの大きな効果と同時

に、その効果の限界をも充分認識して安全運転に

心控トけるべきである。

なお、紙数の都合で多くの調査研究を紹介でき

ず、舌足らずの感を免れないが、興味のある方は

拙著「新自動車整備技術大系第 6巻：自動車の人

間工学、 III.車の安全について」、 1981年同盟社出

版発行をご覧いただきたい。

（まつの まさのり／医学博士）
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fシ：~，ト代JI.Iト着用の効果！i''if!'i',i己主 ， t ：中！と：：＇＇！~!:i，弘 治11:,!:t,!,I 

統計からみた重要性と有用性
越谷一義

1はじめに

この 9月 1日から改正道路交通法のシートベル

トの着用に関する規定が施行された。この規定は、

運転者に対し、運転者自身がシートベルトを着用

することはもちろん、同乗者にも着用させなけれ

ばならない義務を課すことを内容とするものであ

るが、同乗者は運転者に求められるまでもなく、

積極的にこれを着用することが望ましいことは言

うまでもない。

ところで、シー トベルトが交通事故による被害

の防止 ・軽減に大きな効果を有することは、これ

11,000 
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8,000 
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4,000 
、

自転車乗車中、
、、、、

までにも各種の実験、事故事例の報告があり、ま

た、 30か国にのぼる諸外国の法制化の例などによ

り、すでに周知のこととなっているが、本稿にお

いては、交通事故統計等のなかからシートベルト

の着用効果に関連する部分をとりまとめてみたの

で、着用推進のための参考に供したい。

2シートベルトの着用推進を図る背景等

シートベルト着用の推進を図る目的は、直接的

には乗員の身体に受ける被害を防止・軽減するも

のであるが、それのみにとどまるものでなく、そ

------

3,000 
ー－－ー・・ーー－ －－ －－－－－ーーーーーーーーーー

の結果、交通事故が道路

交通に与える影響を少し

でも軽減しようとするこ

とをも 含んでいる。この

ことは、裏返して言えば

シートベルトの着用は個

人の自由であり、法律で

義務付けるのはおかしい

という議論は成り立たな

いということであり、同

時に、そのような議論を

許さない交通情勢にある

という ことである。 それ

は、図 1の状態別死者数

の推移によりうかがうこ

とカfできる。

歩行中
.... ・・・ 

2,000 ... ・・ ’ .. 

ー，．邑．ー，．ーー ー一．・....，一 ・ーー・ー・・，．．・ ··•·••···· .. 
二輪車乗車中

1,000 
自転車乗車中

。
50年 51年 52年 53年 54年 55年 56年 57＇手 58年

全死者数 10, 792 9, 734 8,945 8, 783 8,466 8, 760 8, 719 9 073 9,520 

自動車乗車中 4,013 3, 707 3,371 3,242 2, 998 3,216 3,251 3,347 3,487 

一輪車乗車中 1,696 1,514 1,467 1,502 1,538 1 693 1, 762 2,034 2,257 

自転車乗車中 1,254 1 132 1,083 l, 113 1,005 1,051 990 898 958 

歩 行中 3, 732 3,267 2,961 2,871 2,888 2, 767 2,679 2, 756 2, 792 

その他 97 114 63 55 37 33 37 38 26 

図 l 状態別死者数の推移
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59年

9,262 

3,391 

2,322 

947 

2,576 

26 

これにより明らかなよ

うに、交通事故による死

者数が昭和55年以降増勢

傾向となっている基調の
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まわり 12.6%、車外放出8.7%、天井8.4%となっ

ている。交通事故による被害は、自動車の衝突、

次いで車内物体と身体の衝突、または身体の車外

放出という順で発生し、身体の自由度と深くかか

わっていることから、 63.2%に当たるこれらは、

いずれも シート ベルトを着用していれば効果があ

内容は、自動車乗車中と二輪車乗車の増加による

ものである。 このうち、自動車乗車中によるもの

の推移をみると、例年37%前後で、近年増加の著

しく、その対策が強調されている二輪車乗車中の

25.1%（昭和59年 ）を大きく上回っている。 このこ

ったと推定されよう。

2) 損傷主部位からみた着用効果

図 3は、 シートベルト非着用の乗用自動車、貨

物自動車乗車中の死者の損傷主部位別内訳である。

一見してわかるように、頭部が圧倒的に多く57.4

自動車乗車中の死者数をいかに減少させ

るかは、交通死亡事故抑止対策上喫緊の課題のー

っとなっている。 そして、シートベルトの着用が

その施策として有効であろうことは、被害発生の

メカニズムから容易に理解できょう。

また、今日の交通社会においては、運転者に自

発的安全行動を期待する考え方が基調となってい

とから、

%を占め、以下胸部17.9%、頭部10.7%、腹部8.2

%の順となっている。頭部と胸部合わせて75.3%

であるが、先の加害部位がハンドル、フロントガ

ラス、計器盤まわり、車外放出、天井等に集中し

ていることとの対応で考えれば、当然の帰結とい

るところから、シートベルトの着用は、運転者の

自助努力として要請されるものとなっている。

えよう。

3シートベルトの着用効果

シートベルト着用の乗用自動車、一方、図 4は、加害部位からみた驚用効果

シートベルトの着用効果は、交通事故統計にお

いては、衝突時の身体に対する加害部位および身

体の損傷部位の内訳等から知ることができる。

昭和59年中の自動車乗車中の死者は3,342人

（特殊自動車乗車中を除く ）で、このうち 3,258人

(97 .5%）がシー トベルト非着用である。図 2は、シ

ートベルト非着用死者数の加害部位の内訳を示し

これによると、主な加害部位はたものであるが、

シートベルト非着用の乗用自動車・ 貨物自動車乗車中死

者の損傷主部位内訳 （昭和58年）

図 3
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ウインドガラス14.7%、計器盤ハンドル18.7%、

シートベル卜着用の乗用自動車・ 貨物自動車乗車中死者

の損傷主部位内訳 （昭和58年）
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図 4乗用自動車・ 貨物自動車乗車中のシートベルト着用、非

着用別、人身加害部位}jlj死者数 （昭和59年）

図2
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貨物自動車乗車中死者の損傷主部位別内訳である。

頭部45.9%、胸部14.8%、頚部9.8%、腹部9.8%

と、その構成順位は非着用の場合と閉じであるが、

図 3に比較すると、頭部および胸部の全体に占

める割合が約15ポイントほど少なく、頚部および

胸部はほぼ近似である。シートベル トが保護機能

を最もよく発揮すると考えられる頭部および胸部

とそうでない部位とのこの差は、シートベルトの

着用効果を知る上で、多分に示唆的であるといえ

ょう。

なお、シートベルトを着用していても、死亡あ

るいは重傷を負うケースは、同じ条件で非着用の

場合でも死亡ないし、さらに大きな被害になるも

のと考えられ、着用していたために死亡するとい

う事故は極めて例外的なことであると思われる。

そして、そのような事態は、シートベルトを正し

く着用していない場合に発生しており、その意味

からも、シートベルトの正しい着用方法に習熟し

ておく必要がある。

また、図 3（非着用）および図 4（着用）の「その

他」には、損傷部位として「顔面」「腰部」等が含ま

れているが、図 3（非着用）ではその他 198人中43

人が顔面であるのに対し、図 4（着用）ではその他

12人中顔面は l人にすぎず、ここにもシートベル

ト着用、非着用の差が表れている。

3) 低速遭転と浴用効果

シートベルトの着用は、高速運転の場合は必要

であるが、低速運転のときには必要ないのではな

いか、という考え方が一部にあるようである。 し

かし、 一般道路において、いわゆる低迷運転を行

う場合であっても、自動車が衝突したとき、とっさ

に自らの体を手で支えて車内の物体と衝突するこ

とを防いだり、衝撃を軽減させたりすることは、

物理的に極めて困難であることが知られている。

自動車乗車中の死傷者数を、事故直前速度別に

合計してその構成比をみると、

18 

時速20km以下 35.9% 

時速20km-30km

時速30km～40km

時速40km-50km

16.1% 

23.5% 

12.5% 

時速50km-60km 6.1% 

時速60km-80km 4.1% 

時速80km超 1.7% 

となっており、時速40km以下の事故直前速度にお

ける死傷者数は、全体の75.5%を占めている。

この点からみても、低速運転の場合にシートベ

ルトは不要であるという意見が誤りであることが

うかカfえよう。

4) シートベルト着用による死者数減少効果

以上は、交通事故の実態面からシートベルトの

着用効果をみたわけであるが、それでは、 マクロ

でみた場合、ベルトの着用は具体的にどのような

効果が期待できるものであろうか。

表 1は、総務庁交通安全対策室が委託研究して

行ったシートベルト着用による死者数減少効果の

長期予測である。予測では、走行台キロ数の伸び

率とシートベルト着用率ごとに算出しているが、こ

れによると、交通事故の外的内的要因がおおむね

過去と同様の推移をたどる場合に当たるケース A

で、昭和65年に着用率が90%であるときは2,034人

の死者数を減少さ せることができるとしている。

期待できる減少効果には諸要因が作用しているな

かで、着用率の高低によっても大きな差が生じる

表 l 全国総死者数及びシー トベル ト着用義務化による全国総

死者数の減少効果 （昭和65年値）

対

司用着~e,,;1 高ぶ三 ケースA ケースB ケースC
策

歩行者 2,637 2,376 2,888 

現 自転車 694 650 736 

I耳 付 1,403 1,214 1,596 

自動二輪車 1,477 1,396 1,554 

状 四輪車 4,368 3,920 4,806 

全 数 10,579 9,556 11,581 

四輪車 3,276 2,940 3,605 

ン 50 効 果 1,092 980 1,201 

ト 全 数 9,487 8,575 10,379 
ハE

四輪車 2,805 2,517 3,087 
lレ
ト 70 苦h 果 1,563 1,403 1, 719 

全 数 9,016 8, 153 9,861 

四輪車 2,334 2,095 2,569 

90 安h 巣 2,034 1,825 2,237 

全 数 8,546 7 ,730 9,343 

（注） ケースAB Cは、昭和55年に対する走行台キロの伸びを昭和60年、
65年でおのおの次のように設定したものである。

ケースA:18%、37% （交通事故の外的、内的要因がおおむね過去

と同様の推移をたどる場合） ケースB:6%、23% ケースC・
30%、51% （総務庁資料）



とされていることが注目されよう。

4道路交通に対する効果

先に述べたように、シートベルトは、それ自体

自らの身を守るためのものであるが、 それのみに

とどまらず、道路交通に対して次のような効果を

有すると考えられる。・正しい運転姿勢の確保

正確な運転操作、動体視力の向上、疲労の軽

減が図られ安全運転に資する。・交通渋滞等の軽減

軽微な事故にとどまり、 事故処理等に伴う時

間が短縮され、渋滞が軽減される。・交通事故被害の拡大防止

運転者の被害が軽減

されるため、追突等の

二次的事故を防ぐ措置、
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図5 シートベルト着用規定強化に関する国民の意織 （「交通安

全に関する世論調査J昭和59年8月実地内閣総理大臣官房広報室）

。
50年 51年 52年 53年 54年 55年 56年 57年 58年 59年

高速運転者 9.7% 10.6 14. l 15. 7 18.5 20.6 18.8 23.2 23. 7 29.3 

高速同乗者 7.1% 8.4 11.8 11. 7 16. l 17 .3 17. 7 22.3 22.1 26.0 

一般運転者 3.2・% 4. 7 7 .3 9.0 II. 5 14.8 15.l 18. 7 19.1 26. 7 

一般向車者 3.2% 3.3 5.3 6.3 7 .4 9.9 11.0 13.8 14.3 18.6 

｛住｝ 各年とも 8月築地町輔査結果による．

シートベルト着用率の推移

% 
被害者救護措置等が可

能となり、事故被害の

拡大が防止できる。・運転者の社会的責任

の軽減

被害が軽微となるた

め、運転者が負うべき

刑事責任、行政処分、

さらには民事責任が軽

減される。

これらの諸点は、道路

交通上大きな意義をもつ

ものであるといえる。

図6

5むすび

昭和59年 8月に内閣総理大臣官房広報室が行っ

た「交通安全に関する世論調査」 （図 5）によると、

シート ベル ト着用の義務化を望む者の比率は、高

速道路に関しては60.2%、一般道路に関しては50.7

%で、強化の必要なしとする者の率を大きく上回

っており、国民の関心の高さを示している。一方、
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シー トベルトの着用の実態（図 6）は、各方面の努

力により着実に向上しているものの、いまだ低率

にとどまっており、意識と実行の聞に大きなかい

離がみられる。

前述の長期予測lどおりの着用効果を期待するた

めには、まず、この意識と実行（着用）のギャップ

を埋め、かつ、着用率を高めなければならない。

そのためにも、この度の着用義務化を一つの契機

としたいものである。

（こしがい かずよし／警察庁交通局交通企画課）
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20 

1信頼性と安全性

この表題の「ヒューマンエラーと信頼性工学」

といううちで、ヒューマンエラーのほうは、その

詳細なメカニズムはともかく、だれにでもよくわ

かる言葉である。 しかし、信頼性工学の方は、必

ずしも明確なイメ ージをもつほどポピュラーでは

ない。そのため、多少その意味を説明してから、

筆を進めるのが妥当な方法と思われる。

信頼性工学 （reliability engineering）は、 一

口でいえば、対象とするシステム、製品などに故

障が起こらないようにする工学である。身近なと

ころでは、テレビ、洗濯機、クーラーというよう

な家庭用製品、あるいは、自動車の故障というよ

うなものに、我々は直接の関心をもっている。 さ

らに、家庭から外に出れば、パス、電車などの故

障、また公共的な電力、電話のトラブルなど、ま

た、宇宙に目を向けると、スペースシャトルの打

ち上げが故障で延期になったとか、人工衛星の回

収 ・修理が可能になったなど、信頼性に関係する

話題に事欠かないのである。

「f言頼性」の定義は、「ある対象を、ある条件のも

とで、意図する期間使用 した時、その対象に要求

されている機能を果たす能力」であり、数量的に

は「確率」としてとらえ、これを「信頼度」という。

一方、 「安全性」の方は、「人間の死傷、財産の損害

をなくすことをめざすもので、その防止の考え方

や方法は、 信頼性と共通の部分が多い。 また、 シ

ステム、装置などの信頼性が失われて故障すると、

それがき っかけで事故に発展することがあり、き

わめて密接な関係にある。そういう意味では、 「不

安全」も「不信頼」も、その原因は同根である場合が

多い。たとえば、遮断機の故障ですむものが人身

事故に発展したり、プレーキの異常が大事故に直



結する。 しかし、うまく未然に発見できれば、故

障にもならないし事故にもならない。

原因としてのヒューマンエラーについても同様

であり、信頼性にとっても、安全性にとっても、

これは頭の痛い問題といわなければならない。以

下には、信頼性とヒューマンエラーという立場で

議論するが、これは同時に安全性の問題でもある

というつもりで読んでいただければ幸いである。

2故障原因と人間要素

我々が対象としているシステム（たとえば装置、

プラント）を細かくみれば、それに要求されてい

る機能はさらに細分化されて、その分担に応じて

サブシステム、サブサブシステムというように分

けることができる。単純なテレビの場合も、電波

を受信する部分、信号を画像に変える処理部分、

最終的にブラウン管上に画像を出す部分、また、

電波を音声に変える部分、音声と して音を出す部

分、また、画像や音声の制御部分、電源部分、全

体の装置を収納する箆体の部分などに分かれ、さ

らに細分化がすすむと、それを構成する基本的な

部品や材料などに分割される。

信頼性からみると、全システムや装置の故障は、

これを構成する機能要素（部分）のどこかの故障に

起因することになるから、最終的には、これらの

部品や材料 （一般的にはハードウェアという ）そ

のものの信頼性を高める必要がある。 また、 一つ

の部品が故障しでも、あるいは性能が低下しても、

全体としては機能阻害を起こさないような設計（こ

れを信頼性設計という ）の仕事も重要になる。 た

とえば、重要な計算や情報処理を行うコ ンビュー

タには、予備のパックアップ用コンビュータを用

意しておき 、主計算機の機能が阻害もしくは低下

すれば、もう一方のパックアップの方に切り替え

て仕事を続けるような設計方法の採用である。 ち

ょうど、これはスペアタイヤのような発想であっ

て、この設計法を冗長（redundancy）設計と呼ん

でいる。

もともと故障 （機能喪失）は、必ずしも、部品
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や材料などのハードウェアが直接破壊されたり、

劣化 （経時的特性値の変動）したりしなくても、

発生し得る。

物理的なもののほか、必要な情報の欠落、エネ

ルギーの過不足によっても起こる。 たとえば、取

扱説明書が初めからないとか、紛失してしま って

どうやってよいかわからないようなたぐいである。

電気的製品においては、製品は完全でも肝心の電

源がなければ （電池がなければ）初めから機能し

ない。 また、 10ボルトにするべきところを、 5ボ

ルトしか与えなかったら、やはり、機能を果たす

ことはできない。

たとえば、タク シーに乗って、ある時閉までに

目的地に行くという場合に、交通事故や、ラ ッシ

ユに巻き込まれて身動きならなくなり、遂に遅刻

をしてしまうというケースを考えると、この原因

は、タク シーの車自体が故障したわけでも、ドラ

イパー自身に異常があったわけでも、また、ガソ

リン（エネルギー源）がなくなったわけでもない。

目的地までに行く途中の他の環境要因によって、

結果として機能を果たすことができなくなったわ

けで、いわば、故障でない故障なのである。 この

場合、個人レベルの問題というよりは、交通シス

テムとしてとらえると、情報伝達の問題、車の流

れの制御、バイパス、道路網の設計、道路容量の

問題など、多くの課題をかかえることになる。

上述したテレビやコ ンビュ タの場合、直接ハ

ードウェア（もの）に故障は発生しなくても、情報

（取扱説明書）が欠けていたり、コ ンビュ ータプ

ログラムに言呉りがあると、テレビやコンビュータ

は要求機能を正常に果たすことができない。 この

ような自に見えないが機能を果たすに必要なもの

をハードウェアに対比して 「ソフトウェア」と呼

ぶことがある。さらに、直接、人間の無知、忘却、

誤りなどによっても、テレビやコンビュ ータは機

能を果たすことができないのはもちろんである。

結論すれば、テレビやコンビュータに限らず、

何らかの対象の故障に直接関係するものは、（1）ハ

ードウェ ア、（2）ソフ トウェア、（3）人間要素 （ヒュ

ーマンフ ァクタ一、人によってはヒューマンウエ
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アという人もいる）の三つである。ハードウェア、

ソフトウェアがいかに完全でも、（3）の人間の行為

がシステムを直撃的に破壊し、機能喪失におとし

いれている例は、いまさら数え上げるまでもない

ことである。一方、（2）のソフトウェアの欠陥、す

なわち、情報の不完全、コンビュータプログラム

のパグ（bug欠陥）、取扱説明書や各種文書にお

けるエラーや不備などは、実は人間の直接行動に

よるものばかりでなく、それ以前のソフトウェア

システム開発、製作段階での人間活動の不適切や

人間エラーによって作り込まれ、それが気づかな

いままに、あるいは、検査不充分なままに使用す

るまで潜在していたものである。さらに、（1）のハ

ードウェアに起因する故障も、間接には人間の知

識の不充分さの反映といえなくはないのである。

このようにみてくると、直接（3）の人間エラーと

して問題にされているものは、安全性や信頼性か

らみれば氷山の一角であり、広くみれば、人間の

技術、知識の体系、そして組織的管理まで含めて、

人間と人聞がっくり出したもの （machine、ハー

ドウェア、そしてさらにソフトウェア）とのあり

方にかかわっていることがわかる。

3ものは改善されても人聞は改善されぬ

上述したように、システムの故障を、 (1）ハード

ウェア、（2）ソフトウェア、（3）人間要素という三つ

の区分でながめてみた場合に、どのような傾向が

あるだろうか。

幾つかのデータをあげてみよう。表 1は、コン

ビュータシステムにおける故障原因の分類である。

この表のうち、第 2世代的故障とは、主プログ

ラムや装置の直接故障ではなく人間要因によるも

ので、ハードウェアの故障を引き起こすエラー、

不適切なテスト、仕様の記述（ソフトウェア）にお

ける誤りなどである。また、故障でない故障とは、

不正確な赦障報告、ある故障により二次的に引き

起こされた故障、テスト装置が故障したため、そ

の結果の報告が正しくないとか、テスト中の主装

置を故障させてしまうなどの故障を意味している。
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要するに、あと二つの42%には人間要素やソフト

ウェアに関するものが多く含まれているのである。

表 2は、高信頼システムのーっとして開発され

た（べル電話研究所）電子交換機ESS lの故障

例である。

この表の冗長二重系とは、すでに述べたように、

予備を用意しておいて、主ユニ ッ トが故障すれば

すぐ切り換えて計算機能を続行するように冗長設

計を施した部分で、当然、単一装置に比べ故障は

少ない。 ちなみに、このように予備を用意した冗

長系においては、故障したユニットを直ちに診断

して修復することにより、単一ユニットに比べて

寿命は大幅に改善される。

この表のなかで特に注目に値するのは、第 3の

人間エラーの部分である。 この比率は、第 2の単

一装置（／＼ードウェア）の故障に匹敵している。第

4のソフトウエアの部分は、わずか 3.5%にすぎ

ないが、これは、ソフトウェアの初期的欠陥を充

分取り去って しまったからである。

もう一つ注目すべきところは、第 5番目の増設

というところである。過去の事故を調べてみると、

今までにない新しい設計や方式が導入された、新

しい材料を使った、新人が入ってきた、あるいは

休日あけの月曜日であった、また、保全・点検の

ため休止して作業再開の直後に起こった、などと

いうケースが多いことがわかる。 この増設も、今

までの安定操業状態が乱されて異なった状態にお

かれた時の人間の不慣れ、不注意、また装置 （ハ

ードウェアやソフトウェア）が環境になじまない

表｜ コンビュータ故障原因

の一例

表 2 電子交換機の故障

(1973) 

分類

設計

比率（%）

25 

製造 I 33 
第2世代的故障 ｜ 31 

故障でない故障｜ 11 

分類 比率（%）

冗長二重系 1.1 

単一装置 35 .4 

人間エラー 35.4 

ソフトウェア 3.5 

増設 14 .2 

不明 10.4 

計 100 

件数

3 

102 

102 

JO 

41 

30 

288 



などによるもので、人間的要因の強い部分といっ

ていいのである。

国鉄新幹線においても、東海道新幹線が走り出

して10年目に故障率が増大し、寿命がきたと騒が

れたことがあったが、これは人聞の死亡率のパタ

ーン（図 1）、いわゆるbath-tub曲線と新幹線の故

障率曲線の見掛け上の類似から判断したのであっ

て、実は、東海道から山陽 ・九州へと延びた過渡

的トラブル （納期をせまられた装置を充分テスト

しないで納入する、装置設計上のミスや設計と実

使用環境のずれなどが使い始めにあらわれる、人

聞が新しいシステムに不慣れ等々）に起因してい

たのである。

人間の死亡率のパターンは、 三つの時期からな

り、第一の幼児期においては、機械でいえば、欠

陥をもっ弱いものが先に故障すると同様に、弱い

幼児の死亡によるものである。この時期が終わっ

た第 2の青・壮年期には、交通事故、自殺、戦争

などによる原因で死亡がランダムに発生する。 い

わばもっとも働き盛りの時期である。第 3の老人

期は、人間のイ本の老化により本質的に寿命が尽き

て死亡する部分である。

この図 1のパターンと新幹線の故障率のパター

ンの見掛け上の類似に惑わされて、一部ジャーナ

リズムは新幹線車両の10年後の故障率の増大を老

化（寿命）と判断したのである。人間の体の設計は、

死
亡
率

老
人
期

7歳 40議

図 l 人間の死亡率幽線（bath-tub陶線）

表 3 人的故障（humaninitiated 

failure）の膏リ
分野 l比率（%）

電子装置｜ 50-70 

ミサイル 120～53 

航空 機 I60～70 
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ごく長期にわたる進化や変異を別にすれば、当分

不変であり、図 1はその年齢による死亡率の変化

を示したものである。一方、新幹線の車両の方は、

もしトラブルが発生すれば、その原因を設計変更

などして本質的に改善することができる。 ここが

生物としての人間と、人工物としての新幹線との

本質的な差異である。 人工物としてのハードウエ

アやソフトウェアは、故障（人間の死亡）すれば修

復、手直し、そして改造することが可能である。

一方、人間の体の設計は変えることはできない。

表 2に関する本論から少しずれてしまったが、

表 2について、特に注目すべきことは、人間エラ

ー、ソフトウェア、増設など、人間要因、もしく

はそれに直接結びっく部分の比率が高くなってい

る点である。装置などハードウェアは、過去の経

験が技術（たとえば冗長設計など）に生かされる

と、その信頼性は次第に高くなり、故障の発生は

押さえられてくる。 ところが、 一方の人間エラー

は、改善されることなく、ハードウェアが改善さ

れ、その故障比率が低くなるにつれて、ますます

その重要性がクローズアップしてきたということ

ができる。

人間のエラー対策としては、医学的、生理学的、

心理学的な側面のみならず、職場におけるOJT、

組織的な教育 ・訓練（たとえば危険予知訓練）な

どがあり、それなりに効果をあげてはいる。 しか

し、新聞にでる事故の原因には、相も変わらず「初

歩的人間のミス」という見出しが多く、いかに人

間のエラーの減少が困難かを物語っている。この

ことは、多くの事故に占める人間のエラーの比率

が高いことにも反映している（表 3）。

4ソフトウェア信頼性のクローズアップ

表 2に示した電子交換機の例では、まだソフト

ウエアの比重が低いのであるが、1970年ごろから、

大型コンビュータをはじめとするコンビュータの

普及が、集積回路技術の目覚ましい発展を背景に

急速に進み、その結果、ハードウエアばかりでな

く、ソフトウエアの信頼性が注目されるようにな
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った。コンビュータ自f本のミスオペレーションの

みならず、コンビュータに蓄積されている情報が

ハードウェアの故障や環境変動により失われると

か、故意に他人により盗み出されてしまう、悪用

される、破壊されるといった、いわゆるセキュリ

ティ（一種の安全性）の問題も同時にクローズア

ップしてきたのである。

参考のため、ハードウェアとソフトウェアの故

障発生比率をみてみよう。 NAS Aのコンビュー

タのデータ（1977）によると、全故障率のうちプロ

グラム（ソフトウェア）に原因する故障率の比率は、

0.31から0.63に及んでいる。また、航空機におけ

るトラブルの例を、表4に示した。

次に、ソフトウェアのエラーが、どの段階で発

生するかの例を、表5に示す。

また、ソフトウェアの設計、製造などの開発段

階からみて、どの段階で故障原因となる欠陥が作

り込まれたかを知る必要がある。実は、このよう

な段階で作り込まれた欠陥が、潜在していて、い

ざ使用という段階でエラーとなって出てくるのが

ソフトエラーであり、真の改善のためには、どこ

で欠陥が多く生み出されているかを知っておく必

要がある。ま た、この知識をもとに、信頼性ある

いは品質管理を組織化することが望ましいのであ

る。これをみたのが、表6である。

これらをみると、もともとの論理エラーやイン

表 4 航空機におけるトラブル

l 技術的データによる I s% 

支媛装置のトラブル I 20 
飛行ハードウエア I 31 
ソフトウェア 44 

表 5 ソフトウェアエラーの発生段階

データソース
型

2 3 4 

計算 9 24 19 4 

論理 26 38 16 66 

J/O 14 4 19 11 

データの取り級い（実行） 18 10 16 
16 

インターフェイス 16 20 16 

デ－:Yベース
10 。10 

データの定義 3 

その他 7 4 4 

5 

17 

27 

17 

20 

19 

（注） 1/0：入力／出力、 4-6はTR W社、 1977年
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6 

12 

31 

23 

20 

14 

ターフェイス（ものやデータ ・情報のつなぎ、や

りとりの部分）の不適切、また、特に設計の最初

にユーザーの要求を的確にとらえて、ソフトウェ

アの仕様に具体化する段階が重要なことがわかる。

このようなエラーを防止し、ソフトウェアの品

質保証を達成するためには、ソフトウェアを人間

の個人が名人芸的に作り出すものという考え方で

なく、ハードウェア同様、工業的生産物としての

管理の対象として、生産の段階ごとに押さえるべ

きところをきちんと押さ えて行く必要がある。 ま

た、作り出されるのを待つことなく、設計の段階、

検査の段階で、どれくらい欠陥が潜在しているか

という技術予測を行い、実使用中に大きなトラブ

ルとならないよう事前に欠陥をとってしまう仕事

が必要である（表 7）。

5人間ー機械系の信頼性

いままでみてきたように、ハードウェアの信頼

性向上に努力してきた結果、特に、 Ls I、VL 

S I （集積回路技術）など、エレクトロニクスを

はじめとする技術の目覚ましい進歩により、ハー

ドウェアの信頼性は急速に向上し、また、大型コ

ンビュ ータの利用が可能になった。反面、システ

ムの巨大化、複雑化と共に、人間要素に結びつい

たソフトウエアの倍車頃’｜全のクローズアップ、また、

表6 ソフトウェア欠陥導入の段階

要求定義の不適切／不適正 I 45% 

トソプレベル齢十の不適切／不適合 I20 

詳細設計中のエラー I io 
コーディングエラー 20 

その他

表 7 ソフトウ ェアの品質保証言十函の例

・品質計画、ソフトウェア支鑓計画 （ツール、技術、方法）をたてる

・作業のイ ンストラクショ ンをつくる

・コンフィギュレーション管理（設計と製造物との不一致をなくす

変更管理）の実地

・ソフトウェ7・ドキュメ ンテーション （文書管理）の実砲

・設計審査 （designreview）と監査 （auditl 

・試験・検査 ・修正

・下請け、協力業者の管理

・出荷と保管準備

・コンビュータライブラリの管理、記録



昔ながらの人間行動の信頼性が再認識されるよう

になった。

システムが高度に情報を取り入れ、処理能力が

向上し、その情報、制御中枢としてのソフトウェ

アの比重が急増してきたが、人聞は、原始以来、

本質的になんら変化することなく、相変わらずボ

ンヤリ、ウッカリなどのエラーやミスを繰り返し

ている。部品や材料の故障率がどんどん改善され

ていくのに、亡却エラー、行動の不適切、不充分

などの不完全エラー、また、やらなくてもよいこ

とをやるコミッションエラー、判断や主桑作のタイ

ミングのずれ等は一向に改善されない。さらに、

ますますそれらを増大させる要因、すなわち心理

的・精神的不安定、ストレスの培大、モラルの低

下などに悩まされている。

それでは、人間エラーを防止するにはどのよう

にしたらよいだろうか。これに対する答えは、ご

く常識的なものにならざるを得ない。

今さらいうまでもないことであるが、

a) 事実に基づいて手を打つということであろう。

品質管理における凶事実に則して”という原理と、

“原因、原流にさかのぼって手を打つ”という原

理にほかならない。

機械に比べれば、人聞がとてもかなわない点は、

昔からよく知られている。生理的J肉体的に機械

にはかなわないし、機械には精神的不安定などは

ない。機械ストレス （温度、応力など環境因子）

に弱いが、人聞は環境に極端に弱いばかりでなく

心理的ストレスにも弱い。たとえば、航空機の事

表 8 脳の情報処理能力とエラー

入力知覚 ｜ 判 断 ｜ 行動操作

10＇ピ yト／s I soピy卜／s I 10＇ピント ／s

認知ミス 判断ミス 操作 ミス

表 9 大脳活動度とエラーポテンシャル（橋本）

フェーズNu 脳波 状 態
エラ
ポテンシャル

。 0 無意識、失神、いねむり。疲労、いねむり、ぽけ、酔い 高

II α 受動的、正常休息 やや高

Ill β 活動的、注意力、予知 最小

N βてんかん 判断停止固着、あがる、 パ
最大

波 Y ニック

’85予防時報143

放は、心理的ストレスの大きい離陸時に多いこと

はよく知られている。要するに、人聞は、マーフ

ィ則にいう“誤るべくして言呉る”のである。

コンビュータ時代に、コンビュータなみの仕事

を人間に要求するのは無理で、人間がとり残され

るのは当然といえる（表 8）。

人間のもっとも人間らしい判断の段階において、

人間の処理能力は極端に低く、とてもコンビュー

タなどの機械と太万打ちできるものではないし、

マッチングすることは不可能である。プラントの

パネル面上に 100以上のアラームが同時に表示さ

れたスリーマイル島の事故などは、もっとも人間

にとって不得意な状況であって、起こるべくして

発生したものである。

この点に関して、元日大、故橋本先生の興味あ

る指摘がある（表 9）。

要するに、スリーマイル島の事故は、フェーズ

IとフェーズWの人間の最弱点時に発生していた

のである。

b) 人間へのパックアップ

人聞がもっとも得意とするフェーズIII状態にお

き、人間の不得意とするところを補うのは機械系

の役割である。そのため自動化も重要であるし、

コンビュータが自在に使えるようになり、非ノイ

マン型コンビュータなどの開発が進み、いわゆる

知識工学の利用にも期待される。たとえば、シス

テムの動作状態のモニタリングと診断などに応用

されるようになると、人間への過大な圧力は消失

し、より人間らしい総合判断が可能になるのでは

ないだろうか。少なくともその方向に沿っての努

力が日々重ねられていることに期待しよう。

6むすび

いささかしりきれとんぼの幕切れとなってしま

ったが、最近のシステムからみて、ソフトエラー

を含めて人間エラーがのっぴきならないところに

きている一端と、その解決のための課題を理解し

ていただけたら幸いである。

（しおみ ひろし／中央大学工学部教授）

25 



’85予防時報143

地震の前兆現象

茂木清夫

1はじめに

地震が何の前触れもなく突然起こるものである

としたら、地震を予知することは不可能である。

一般に地震を予知するということは、来るべき地

震の発生場所、大きさ、および発生時期を予測す

ることである。 そのなかで、とりわけ難しいのが

発生時期の予測であるが、ほとんど唯一の方法は

前兆現象をとらえることである （地震にはしばし

ば周期的に起こる傾向があるので、周期性に着目

して時期を予測することもあるが、ごくまれな場

合を除いてごく概略の予測である）。 そこで、 一体

地震には前兆現象があるのか、あるとすればどう

いう前兆現象があるのか、それはどういう機構で

起こるのかが問題であるが、小論では、これらの

問題について解説する。

2前兆現象はどうして起ニるか

地震は、地殻の応力が次第に増大して限界に達

し、ついに地殻の一部が急激に破壊することによ

って起こるものと考えられる。破壊は地殻内の比

較的弱い所を選んで起こるが、我々が地表の観察

からどこが弱くて壊れやすい所であるかを判別す

るのは容易でない。過去に大きい地震が繰り返し

起こった庇痕である活断層はその最も有力な候補

26 

であるが、我々の目には見えない弱い所もある。

活断層の存在が知られていない所で大きい地震が

起こる場合が少なくないのはそのためである。

さて、物が壊れる前には必ず前触れがあるのだ

ろうか。 まず、短冊状のガラス板を一定の速度で

増加していく力で曲げて破断させる場合を考えて

みる。ガラスキ反に歪ゲージをはりつけたり、高感

度のマイクロフォンを取り付けていろいろの測定

を行っても、破断の前に何の前触れも観測するこ

とができない。つまり 、ガラス板の場合は、何の

（巨視的）前兆も認められず突然破断が起こり、し

たがって、破断がいつ起こるかを予測することは

できない。

一方、花闘岩の角柱を同じように曲げていくと、

一見破断が突然起こるようにみえるが、歪ゲー ジ

をはりつけて変形を測定してみると、破断の起こ

るかなり前から変形の進行が速くなり、破断の直

前には加速的に進行することがわかる。 また、小

さいマイクロフォンを取り付けて高感度で測定し

てみると、破断が近つeくにつれて微小破壊振動が

次第に増加し、破断の直前には爆発的に増大する。

つまり、この場合は明瞭な前触れが測定され、そ

れによって破断の発生時期をかなりの精度で、予測

することができる。

ガラスと花閥岩は硬くてもろい材料の代表のよ

うなものであるが、破壊の前兆現象の現れ方には



ここで述べたような決定的な違いがあるが、この

違いは、次に述べるように力学的な構造の不均ー

さの速いに帰せられる。 ガラス板は透き通って物

がよく見えることでもわかるように、非常に均質

な材料である。 こういう均質な脆性材料では、い

ったん破壊が起こり始めると、それが爆発的に進

展して瞬時にして全面的な破断に至る。 したがっ

て、この場合、破断は何の前触れもなく突然発生

する。一方、花筒岩は水品や雲母という強度の違

う結晶が混在している不均質な材料で、カを次第

に増加させていくと、雲母のような弱い結晶や結

晶境界で微小破壊が起こり始める。 しかし、いっ

たん発生した微小破壊は、水晶のような強度の高

い部分にその進行を妨げられて停止する。 このよ

うな微小破壊の発生頻度は、応力レベルの上昇と

ともに次第に増加し、主破壊の直前にはこれらの

小破壊群の連結が進行し、最終的な破断に至る。

したがって、破断に先行して歪の加速的な進行や

微小破壊振動の増加が観il!IJされる。

地震が地殻の破壊現象であるとすると、それに

前兆現象が現れるか否かは、地殻がガラスのよう

に均ーか、それとも花岡岩のように不均質である

かによるはずである。地殻は複雑な地層や岩休の

集合であり、それが無数の断層によ って断ち切ら

れていることからわかるように、その構造はかな

り不均ーである。 したがって、基本的には花開岩

に見られるような前兆現象の発生が期待できると

思われる。ただし、自然地震の場合は、既存の断

層など地殻内の弱い所が破壊するので、上に述べ

たような無抗の花岡岩試料の場合に比較して低い

応力で破壊が起こ ってしまうので、前兆現象の起

こる手呈度は｛丘いであろう。

地殻は不均質であると述べたが、不均質度は場

所によ って異なるから前兆現象の起こる度合いも

場所によって違うはずである。米国の中部カリフ

オルニアでは時々マグニチュード （M) 4～ 6干呈度

の中規模の地震が起こるが、ほとんど前震を伴う

ことはないし、前兆的地殻変動も観測されない。

ところが、我が国の伊豆半島およびその周辺で起

こるM5-7程度の地震では、ほとんどの場合顕
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著な前震を伴っている。 この違いは、岡地域の精

造の不均ーさの違いとして解釈することができる。

中部カリフォルニアの地震は、その中央を縦断す

るサンアンドレアス断層というほとんど直線的で

単調な大断層に沿って発生するのに対して、伊豆

地域は火山地帯であるとともに大小の断層が網目

のごとく分布している、いわば破砕地帯である。

伊豆地方のような所で前震が起こりやすいのは、

この構造の複雑さによると解釈される。

このように、前兆現象が起こりやすい所もあれ

ば、起こりにくい所もあり、その違いは発生場所

の構造に強く依存することがわかった。つまり、

地震には予知のしやすいものと、しにくいものと

があるということである。 したがって、 一つの地

震の予知に成功したからといってあまりに楽観的

になるのは間違いであり、また、ある地域でめぼ

しい前兆現象がほとんど観測されないからといっ

て、地震予知一般について絶望的になるのは適切

ではない。

1975年中国遼寧省の海域地震の予知が見事に成

功して、響報がなかったら失われたであろう多大

の人命が救われた。 これは、世界初の成功例とし

て中国をはじめ世界の人々に地震予知はもうでき

るという印象を与えた。 しかし、この場合を検討

してみると、この地震は大変予知のしやすい地震

であったことがわかる。 なぜならば、予知の最終

的な決め手となったのは、きわめて著しい直前の

前震の発生であった。前震を伴う地震は全体の地

震の一部でしかないし、この地域は長年めったに

小地震も起こらない所である。 そこで有感地震が

頻発すれば、その異常に気づくのは容易である。

もっとも、海域地震の場合はそのほかにも明瞭な

前兆現象があったようである。

伊豆地域でも前震がよく起こるのにいまだに予

知に成功していないのは、この地域では群発地震

も頻繁に起こり、これを前震と区別することがな

かなか難しいからである。 しかし、この地域の地

震が予知しやすい地震であるととは間違いない。

こういう地震による違いを無視した地震予知に対

する極端な悲観論や楽観論は正しくない。きめの
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細かい観測によって、たとえ全部の地震ではなく

とも、できるだけ多くの地震を予知して災害 を軽

減したいというのが我々の希望である。

これまでは、前震や地殻の異常変動などの前兆

現象が地殻の力学的不均ーさによ って発生するこ

とを説明した。 しかし、実は地殻は渇いたもので

はなく、地下水に浸されている。地下水を含んだ

地殻に変動が起こると地下水の移動が起こり、非

常に多様な変化をもたらすのである。 このことは、

地震予知にと って大変好都合なことである。実際、

大地震の前に井戸の水位が変化したり、井戸水が

濁ったりしたという報告はおびただしい数にのぼ

っている。 また、地震の前に大地の電気抵抗が変

わったり、地電位が変化したりするのも、地下水

の変動によるものである。地下水の存在によって、

多種多様な前兆現象が発生し、それが地震予知の

重要な手がかりとなっていることは間違いない。

地震予知が金属材料や建造物の破壊の予知よりも

有利な点があるとすれば、それは地下水の存在に

よるものである。

3長期的前兆現象

大きい地震のかなり前から、震源域やその周辺

で異常変化が起こり始めることが少なくない。 と

くに、大地震が起こった後でデータをさかのぼっ

て検討してみると、多くの場合、地震のかなり前

から各種の異常変化が起こっていたという例が多

い。 このかなり前からの変化は、恐らく応力レベ

ルが次第に上昇しである値に達したために地殻に

変質が起こったことによると考えられる。 したが

って、この異常は、応力が高ま ったことによるそ

の地域全般の変化の現れで、 一般に広い範囲に出

現する。 これを長期的前兆現象とよぷ。 これに対

して、大地震に直接先駆する異常変化は、発生場

所も震源近傍に限定されることが多く、短期的前

兆現象とよばれている。

長期的前兆現象としては、地殻変動、地震活動、

電磁気現象などがあるが、これまでよく観測され、

また信頼性の高いものとして （第2種 ）地震空白

域の出現がある了 1923年の関東地震や1973年の根
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図 l 1983年 5月26日の日本海中部地震の5年前から現れた地震空白波
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室半島沖地震などの場合はきわめて明瞭な空白域

が出現し、それを埋めるように大地震が起こった。

ここでは最近の例として、 1983年 5月26日正午

ごろに秋田県北部の沖合い約 100kmで‘発生した日

本海中部地震の場合を説明しよう。 この地震はま

ったく我々が予期しなかった所に突然発生し、多

大の災害をもたらしたのであるが、実は、 地震後

各種のデータを検討してみると、幾つかの長期的

前兆現象があったことがわかった了図 1は、気象

庁による地震カタログから作成したものであるが、

(1）にみられるように、 1968年から1978年中ごろま

での10年間は、この地震の震源域および周辺の地

震活動はかなり活発であった。ところが、（2）にみ

られるように、 1978年中ごろから地震前の1983年

5月までの 5年間にはM4以上の地震はほとんど

発生せず、地震空白域を形成し、 （3）に示したよう

に、この空白域を埋めるようにM 7.7の大地震が

起こったのである。さらに、 1978年前後から周辺

の群発地震の活動が活発化した り、 地殻変動の異

常が認められる等、ほかの長期的前兆現象とみら

l年 N
26 日 44 •

42・ 

日本海中部地誕

主謀
40• 

38. 

140' 142' E 
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れるものも認められたが、これらを図 2にまとめ

て示す。

日本海中部地震の場合には約 5年前から地震空

白域が出現したが、この異常継続期間の長さは地

震の発生時期を予測する一つの手掛かりを与える
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図 3 第 2種地震空白域が出現してから地震が起こるまでの期

間（ T)と地震のMとの関係
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ものとして注目される。大竹3）によると、地震空

白域が出現してから大地震発生までの時間（T）と

地震のMとの聞には関係があるようである。図 3

は、縦軸に logTをとり横軸にMをとってプロッ

トしたものであるが、かなりのバラツキがあるけ

れども、 logTがMとともに増加していることが

認められる。地震空白域だけでなく、各種の長期

的前兆現象について、このような logTとMとの

関係が何人かの研究者によって報告されてきた。

そのなかには、データの信頼性に問題のあるもの

も少なくないが、大局的に図 3と閉じ傾向がみら

れる。 多数の報告をもとに力武引が求めた式は、

次のものである。

log T=0.60M-l.Ol・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(1) 

このような関係を説明するものとしてはScholz 

ら引のダイラタン シー水拡散モデルによるものが

あるが、このモデル自体検討の必要があるようで

ある。

地震空白域に基づいてある程度の精度で予知に

成功した例としては、メキシコのオアハカ地震（M

7.7）などがある。 ただし、日本海中部地震の場合

でもそうであったが、ある変化を地震の前に長期

的前兆現象であると認定することは、 一般に簡単

なことではない。

4短期的前兆現象

第 2節でも述べたように、地殻の破壊はガラス

のようにまったく突発的に起こるのではなく、部

分的な破壊やすべりがある程度徐々に進行し、そ

れが加速的に進展して主破壊となると考えられる。

したがって、主破壊に直接先行する前駆過程をと

らえることが地震予知の決め手になる。 この直前

の過程で各種の変化が発生するが、それが短期的

前兆現象である。 たとえば、 1978年の伊豆大島近

海地震の 1日ほど前から、伊豆大島の西岸沖で小

地震が起こり始め、約 3時間前からは震度4を含

む多数の有感地震が発生したが、 1時間ほど前か

ら急に静穏になり本震発生となった。これは、活

発な前震の起こり方の一つの典型的な場合である。

30 

このような前震の発生が予知の有力な手掛かりと

なることはもちろんであるが、種々の問題もある

ことはすでに述べたとおりである。

伊豆大島近海地震の場合には、前震のほかに、

本震の 3日ほど前に体積歪計に、 5日ほど前にラ

ドン濃度の連続記録計に、半月ほど前に井戸の水

位記録計に、それぞれ異常な変化が記録された。

地震前に地盤が変動するという報告もかなりある

が、図4に、 1944年の東南海地震の例を示すYこ

れは、たまたま東南海地震の前に静岡県掛川市の

郊外で実施していた水準測量の結果から推定され

た地盤の傾動の時間的変化曲線であるが、大地震

の 2- 3目前から傾動が増大して大地震発生に至

ったことがわかる。 このような直前の前兆現象は

地震の数日前から数分前の間に起こるようである。

短期的前兆現象が出現してからいつ地震が起こ

るかを予測することは難しいが、前兆現象の現れ

方に地域性があるとともに、ある程度の再現性が

あることに注目して、過去の実例を参考にするこ

とは有効であろう。 その意味でも、それぞれの地

域で前兆現象の観測の実例を増やし、その特徴を

把握することが重要である。 いずれにせよ、ある

変化がノイズではなく、短期的な前兆現象である

と判定するためには、多くの観測点での多種類の

変化をとらえ、総合的に判断しなければならない。

近年、地震の短期的前兆現象の信頼できる実例が

急速に増えつつあり、さらに、高密度、高精度の

mm 
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図4 水準測量の結果から求められた東南海地震前後の地盤の

f頃動幽線 （鈴川市近郊｝

縦軸は水平距離800m当たりの南南東！日I)の隆起量



観測が充実されるならば、地震予知の成功例も次

第に増えてくるものと思われる。

5東海地域の最近の活動

東海地域で大地震発生の可能性があることが最

初に指摘されたのは1969年であるが、その大地震

が駿河湾奥まで達して大災害を与える可能性が強

調されて社会的に大きな問題となったのは1976年

であり、それからでも 9年が過ぎようとしている。

1978年には大地震対策特別措置法が制定され、こ

の地域の地殻活動を常時監視して、もし直前の異

常と恩われるものが発見された場合は判定会を招

集し、その判定に基づいて警戒宣言を発令するこ

とになっている。

1976年当時 「明日起こっても不思議ではない」

とされた大地震が、 9年も過ぎたのに起こらない

ではないか、もう地震はこないのではないか、と

いう声が出るのも、当時の社会的な反響を思い起

こせば無理からぬことかもしれない。 ただし、当

時いうことができたのは 「東海地域は南関東や南

海 ・東南海地域と違って未破壊のまま残されてい

る地域であるので大地震の起こる可能性が高い所

1954-1968 (15年間）

1969ー19849(16年間）

図 5 東海地域およびその周辺の近年の地震活動

北東 南西の帯状地域で大きい地震が多い。
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である」ということであって、発生の時期につい

て予測する根拠はほとんどなかった。ごく近い将

来大地獲が起こる可能性が非常に高い、という印

象を与えたとすれば、それは適切ではなかった。

10年近く過ぎても起こらないのであるから、も

う地震の危険性は去ったのかというと、決してそ

うではない。1976年でさえ、最初に東海地震の可

能性が指摘されてから 7年も過ぎていたのである。

東海地域には過去長期にわたって歪が蓄積され続

けており、これが何らかの形で解放されない限り、

大地震の危険性は徐々に増していると考えなけれ

ばならない。 たとえば、この地域の歪が地震によ

ってではなく、ゆっくりした断層のすべり運動に

よって解放されるということも考えとしてはあり

得る。 もし、そういう形で地殻の歪の大部分が解

放されて大地震が起こらなかったとすれば、これ

は大変幸運な場合であるというべきである。 しか

し、測地測量などによると現在も歪エネルギーは

着実に蓄積されつつあり、楽観はできない。

近年、伊豆半鳥周辺や長野県西部などで大きい

地震が起こっている。東海地域およびその周辺、

特にそれを含む北西一南東の帯状地域の長期的な

地震活動の推移をみると、 1969年の岐阜県中部地

震のころから最近15年間に M 6.5以上の大きい地

震の増加が目立っている6)（図 5）。 1923年の関東

大地震の前にも、その震源域を含む北西一南東の

帯状の地域で地震活動が活発化したということも

あるので、最近の活発化が「東海地震」の長期的

前兆現象である可能性も考えられる。 したがって、

「東海地震」に対する監視は今後とも注意深く続

けていくことが必要である。ただし、 100年一200

年に l回起こるであろうという大地震に対しては、

長期的な取り組みが必要であることを強調してお

きたい。 （もぎ きよお／東京大学J也製研究所教授1
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「建築空間の安全性」
出席者

金子亘秀氏 三菱地所側管理部調査役

鳴津英司氏

湯浅佳保氏

吉田克之氏

安倍北夫氏

能美防災工業側営業本部システム営業課長

（社1東京火災報知設備保守協会公益事業部技術課長

側竹中工務店東京本店設計部課長

早稲田大学教授／本誌編集委員

司 会 暑いところお集まりいただいてありがとう

ございます。

今日のテーマは、 「建築空間の安全性」 という

ことで、非常に大きなテーマですが、 「予防時報」

の座談会ですから、建築基準法ですとか、消防法

であるとか、そういう方面からの安全というもの

を建物について考えるということです。 テーマに

あまりこだわらずにお話いただければと思ってお

ります。

建築物というとまず設計、 ということで吉国さ

んに伺いたいんですが、このよう な法令を踏まえ

て設計で一番問題になっているのはどういう点で

しょうカ」

吉田 私は、「安全」というのはあくまでも一つの

状況を指している言葉だと思うんです。

一 口に安全といっても、そのレベルは、実際に

32 

は相当危ないけれども、幸運にも事故が起きず、

結果的に安全となっているという段階から、まっ

たく安全な段階まで、相当の聞きがあります。

また、たとえば、 45度の階段が安全かどうかと

いう点について考えてみましても、その角度その

もので安全を論ずることはできないのではないか。

階段を利用する人の体力、イ本格、慣れの程度その

他いろいろな要素を一緒に考えなければならない

のではないかと思います。ハードとソフトに分け

ていいますと、安全という状況を作る要因として

は、ソフトの占める比率のほうが高いのではない

かと考えられます。

このように、安全な状況を作る要因は多様でし

かも流動的であると考えざるを得ないわけで、こ

のことが設計のターゲットを決めにくくしている

という面もあります。具体的な話は後でいろいろ

出てくると思いますが、設計だけで安全な状況を

作ることは困難だと感じているわけです。

司会 そうすると、建築基準法や消防法というの

は、そういう安全の状況を最大公約数で規定して

いるだけだということですか。

吉田 法令としましては、用途別の規定もありま

すし、趣旨としては、それほど半且いものではない

と思いますが、安全な状況というのは、建物の使

い手、住み手側の動き一つでがらっと変わってし
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は、私どももよくわかります。 このことは、建築

主に防災に関する知識が不充分なためという場合

もありますが、 一方、設計者自身もなぜこういう

ものがいるのか説明しきれないことが法律のなか

にあるんですね。

たとえば、 屋内消火栓はなぜ25m以内でなけれ

ばならないのか、 27mではなぜ悪いんだとか。 こ

のように、その理由が、設計者とお客さんとの聞

のやりとりでおEに理解しきれないまま進むとい

う状況が時々あります。

司会 今の法規が、ユーザーばかりじゃなくて、

設計者の似1Jも本当の意味では納得しかねるという

のは大変重要な問題だと思いますね。

吉田 今の建築基準法の前に戦前から市街地建築

物法というのがあったのですが、これには法文の

趣旨が詳しく解説されていたそうです。

今の法規はどちらかというと、理由を述べずに

規定だけが述べられておりまして、私どもとしま

しても、瑳解しきれない部分が残る原因になつて

いるように

また、これとは別に建築教育の場で、防災の講

座といいますか、エンジニアリング的に防災を教

えるような教育の機会が少ないのではないかと恩

まうのではないかということです。

たとえば、いろいろな防災設備が付いていたと

しても、メンテナンスが悪ければ故障してしまい

ますし、あるいは、自動火災報知設備のベルを停

止してしまうとか、使い手側に起因する問題がた

くさん出てくるわけです。

司会 建築設計では施主の意志が大前提になるで

しょうから、それも安全な状況を作る大きな要因

だと思うんですが、施主は安全というのをどの程

度組み込んだ要求をしてくるんでしょうか。

吉田 私の経験では、施主からの安全に対する要

求というのは、特に火災に関しましては直接的に

はあまりありませんね。

そういうことは、オーナーにとってみれば当然

のことであり、改めていわないということではな

いかと考えています。

司会 うちはこうこうこういう形で使いたいので、

特にこういう点について安全を配慮して設計して

くれという、特別な要求はないですか。

吉間 たとえば、セキュリティ絡みで、電算機室

に侵入防止対策をしっかりやるようにとか、防犯

上から非常口に鍵を付けるようにというような要

求はあります。

2 

ー、、くのすも令塔

J 心象協のかじソι

句必どの』けい~ 

被危

います。

司会 でも、設計というのは、基本的に建築基準

法や消防法とかを踏まえて、計画しなければなら

んのでしょう。そうしないと許可もおりませんね。

吉田 当然そうです。設計図は規定にはきちんと

合わせますけれども、やはり趣旨的なものをどこ

まで理解しているかというと、 100%理解してや
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司会 ホテルニュージャパンとか、川治とか蔵王

温泉とか、大きな火災事故があるとオーナーの防

災意識が必ず問題になりますが、設計段階ではそ

ういう点はどうですか。

吉田 一般に心配されるほど建築主が安全問題を

おろそかにしているとは、私は思いませんね。

ただ、こういうことはあります。法的にこうい

う防災設備が必要だといっても、その理由がなか

なかご理解いただけない場面があります。効果が

理解できないものは設置したくないという気持ち



’85予防時報143

っている設計者というのはあまりいないのではな

いかと思います。

たとえば、先ほどの屋内消火栓の例でいいます

と、その使い方を知らない設計者が多いんです。

どこをどうすれば水が出るのか、水を止めるには

どうするかわからない。また、法規で定められて

いるから25mごとに設置することになりますが、

ホースの筒先からどの程度の距離まで水が届くの

かについては私もよくわからないのです。

設備関係の設計者はご存知だと思いますが、デ

ザイン関係の人はなかなかそこまで手が回らない

というのが実態ではないでしょうか。

3 
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司会 今の設備というのは、デザインにプラスす

る形なんですか。

鳴灘 そうですね。

司会 そうすると、スプリンクラーや屋内消火栓、

あるいは感知器などを設置する場合、両方で相談

なさってやるわけですか。

鳴海 建築のキープランができまして、建築物の

設計が実際にでき上がるまでには、いろいろな段

階があるわけです。基本設計から実施設計、さら

に施工の段階までの、どの時点で防災設備を検討

しなければいけないか、その設計と設備のドッキ

ングの時点が、若干遅れるんじゃないかと感じま

す。時期的に設備のほうが遅れるという意味です。

現状では、構造なりデザインなり、ある程度で

き上がってから防災設備をどうやって付けようか

という形が普通だと思うんですが、それ以前にも

う少し早い時点で、構造なりデザインの時に、防

災設備はどうあるべきかというふうに、両者が協

議していければすばらしいと思うんですが。

司会 電話の配線とか、ガスや水の配管ですとか

そういうのはどの時点で入ってくるんですか。
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吉田 たとえば、オフィスビルを設計する場合に

は、基準階のコアプランがポイントになるんです

が、まずラフスケッチの段階で、エレベーターの

台数だとか、階段の数とか、空調方式とかを設定

します。これを踏まえた上で、ダクトスペースです

とか電気のシャフトとか、そういうものがどの程

度、どこの部分に必要かというのを設備の方と打

ち合わせをいたします。 そこで概略寸法をもらっ

て、デザイナーが納まりをつけるわけです。

司会 設備というなかには消防の設備も入るわけ

ですか。

吉田 入りますけれども、どちらかといいますと、

消防用設備というものは、プランにフィードパッ

クする要素が少ないですね。

司会 アクセサリー的な形ですね。

鳴海 現実にはそうですね。 それで遅れる。 しか

し、こういう例があるんです。

ホテルで、客室に感知器を付ける時、その位置

が難しいんです。空調の吹き出しとか、パスルー

ムからの湯気の問題とか、また、空調が動いてい

る時と止まっている時とか、そういう条件をよく

検討して設置位置を決めないと、センサーの機能

が最大限に生かされないわけです。

それなのに、法律的に 150dに 1個とか、壁面

より 0.6m以上離せばいいとか、簡単に考えてい

るケースがかなりあるんです。

こういうのは、設計の段階で検討する必要があ

るんじゃないかという気がします。

司会 時期的にもう少し早く、同時に設計の方が

そういうことをもう少し理解して、基本的な段階

で組み込めればということですね。

鳴 海 これは感知器だけじゃなくて、防災設備全

般にわたって、見直す時期に来ているのではない

かという気がします。

吉田 先ほど設計者の防災知識の少なさを申しま

したが、今、鳴i撃さんのおっしゃったことは、や

はりデザイナーのほうから歩みよらない限り、な

かなかコミュニケーションがうまくいかないと思

います。

ダクトの引き方から、感知器の付け方、スプリ

ンクラーなど全部考えて、結局トータルにまとめ

るのはデザイナーの役割なんですが、デザイナー
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は防災にはなかなか興味を持たないような傾向が

ありまして、鳴還さんのおっしゃるような話をす

る機会は少ないですね。
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鳴i畢 設計の段階の若干の問題点はそれとして、

建築空間の安全性ということでは、防災設備が働

いた時に、管理者は何をすべきかということをも

う少し常日ごろの維持点検のなかに盛り込まなけ

ればいけないんじゃないかと思います。

司会 維持点検のなかにソフトを組み込むという

のはどういうことですか。

鳴海 具体的にいうと、防災設備 ・機器の取扱説

明書は機器の機能の説明であって、実際の災害の

時の使用説明は何もない。

たとえば、火災報知器は火災になるとぺルが鳴

りますとは書いてありますが、鳴ったら管理者は

何をしなければならないかは書いてない。 ハロン

消火設備なら、このボタンを押せば消火剤が出ま

すと説明されています。しかし、どのくらいの火

災の規模になったらそれを押しなさいと、 初期的

なものは消火器で結構ですよ 、消火器を 2本なら

2本使って消えなかったらそのボタンを押しなさ
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いとか、災害の時の具体的な使い方の説明が抜け

ていると感じます。

司会 その辺は防火管理制度で、消防法の規定に

よって防火管理者の講習を受けなければならない

とか、自衛消防隊の訓練とか、そういうほうに現

在はゆだねられているわけですね。

鳴濠 それだけでは完全じゃないんじゃないかと

思うんです。

吉田 しかし、具体的に取扱説明書に書くとなる

と、書けるかどうか非常に難しい部分があると思

いますね。趣旨はよくわかりますし、設備機器な

どの取扱説明は、もっと積極的に伝える必要があ

ると思いますし、さらに火災時の人聞がどのよう

に対処すべきかといった段階まで、なんらかの指

導の必要が本来的にはあると思うのですが、果た

して本当に責任を持てる行動指針みたいなものが

書けるかというと、民間としてはちょっと書きき

れない面も残ります。

たとえば、有楽町のマリオンは、私も設計にタ

ッチしているんですが、あの建物は 2棟構成にな

っていて各々はデパートの上に映画館が一方に 3

つ、もう一方に 2つの映画館と lつのホールがあ

ります。 どちらの棟が火災になっても、 一方は逃

げなくてもいいように設計してあるんです。

しかし、本当に火事が起こった時、出火しない

側の棟は、避難させるなとは、私どもとしまして

もいいきれないですね。

司会 おそらく、それは一番難しいポイントだと

思います。 ハードのほうはハード、ソフトの方は

ソフトという形で今やっていて、そのはざまのソ

フト ・ハードというのか、そこのところはそれぞ

れにゆだねられているわけですね。

湯浅さん、その辺はどうですか。

湯浅 私ども保守協会はメンテナンスが主でござ

います。 また、防火管理者の講習要請を受けて行

くこともあります。

そこで実際の機器を持ち込んで、ベルが鳴っ た

らどうしますかと、実際にべルを鳴らしてみます

と、まずべルの止め方もわからないんです。現場

確認まではなかなかできないのが実情ではないか

と

そこで、もう l度最初からやるからよく見てい

35 
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てください。 そして、どこかのべルを鳴らします。

火災表示盤の窓が点灯します。窓、の場所を確認し

たらべルは止めてもいいですよと。次は必ず現場

を確認してください。非火災報なら幸いなことで、

もし火災だったら消火器で消火、また、携帯電話

で受信機の人に連絡をする。 そういったことを講

習でやっています。防火管理者といってもその程

度の人が非常に多いようです。金子さんのところ

のように大きなビルや、自衛消防隊の組織されて

いるところはこんなことはないと，患いますカヘ

司会 保守協会としての責任の範囲は機器のメン

テナンスですね。実際に煙を出してみて鳴るかど

うかとか。 あるいはシャッターが閉まるかどうか

ということなんですね。

湯浅 はい。機器が正常に働くかどうかというこ

とですね。

司会 しかし、それだけでは済まされない。だか

らR鳥らしてみて、さあどうしますかというところ

までやらなければならない。

湯浅 実際に話をしているわけです。 それで、鳴

海さんのいわれた取扱説明書ですが、これはどこ

でも置いておかなければいけないことになってい

ますから、あることはありますが、あまり見てな

いと思いますね。

金子 、ノフトの問題になると、これはもう訓練あ

るのみですね。 アナウンスの訓練から、音響のテ

ストとか、屋上でオイルパンに火をつけて実際に

女子に至るまで消火訓練をするとか。初期消火に

しても、避難にしても体験が非常に大事だと思い

ます。 そういう意味では訓練あるのみですね。

5 

金子 先ほど話に出たマリオン、あそこは確か空

調を使って排煙するようになっていますね。 あれ

は常時使っている設備を排煙に使うわけですから
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信頼性が高いという点で非常にいいと思いますね。

問題は取り扱いが複雑になりましょうから、よ

ほど訓練しておかないとまごつくんじゃないかと

いうようなことがあろうかと思いますが。日常使

っている設備を防災に役立てるわけですから、省

資源という点からもいいと思いますね。

吉田 あれはかなりの数のダンパーを切り替える

仕組みになっております。空調機といいましでも、

電車のような大きさで、あち こちにダンパーがあ

るわけです。そこで、私どもは空調機をストップ

すると、自動的にダンパーが排煙モードに戻るよ

うにいたしました。ですから、夜間や休店時でフ

ァンが止まっている時には排煙設備そのものの形

態をとっているわけで、火災時にはボタンを押す

だけでただちに排煙ができます。

朝、空調機をオンする時には、ダンパーが自動

的にさを調モードに切り替わってから空調が入るよ

うになっています。ということは、排煙設備が故

障害している時には空調も使えないという、逃げの

ない安全システムをとっています。このようなシ

ステムになっているためオンの時とオフの時と、

毎日 2回ダンパーの点検をしていることになりま

すので、そういう点でも信頼性の高いシステムに

なっています。

鳴海 非常にすばらしいと思いますが、建築基準

法の38条は建物全体の特認と申しましょうか、こ

れがあるからいろいろなアイディアも実現しやす

いんですが、消防法の32条は条文に対して適用さ

れるだけですからやりにくい。私は消防法も建築

基準法と対等の形にして、ある基準を作って、建

物全体で安全だというシステムであれば、これは

今の法規から若干ずれでもいいという形にすべき

じゃないかと思、うんです。

建築基準法のほうは建物全体でとらえているの

に、消防法は条文でとらえる。これは吉田さんが

一番ご苦労なさってると思いますが。

吉田 おっしゃるとおりなんですが、この様なシ

ステムを持ち込まれた行政サイドの方々も、法律

の規定を守らせなければならないという立場もあ

って、大変苦労されたと思いますし、その点では

充分なご理解をいただきまして、実現できたわけ

です。
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金子 それと閉じにたとえば、消火栓ポンプでも、

普段の用水なり排水なり 、そういうポンプを切り

替えると、すぐ消火栓になるという方法もアイデ

ィアとしてはあるんです。 ただビル管法のクロス

コネクションの問題であるとか、浄水と雑用水を

混ぜるのはいかんとか、別の法規が絡んできます。

あるいは建築基準法の非常灯と、消防法の誘導標

識の電源、を一系統にしちゃいけないという問題も

あります。同じ非常電源なのになぜ一緒にしちゃ

いけないのか、矛盾してると思いますね。

吉田 空調機を利用した排煙というようなものも

含めまして、何かオリジナルなアイディアを出せ

ば経済効率も上がるというようなチャンスがあり

ませんと、設計の立場からしましても、後雑な手

続きを考えますと、法律どおりの設計のほうがい

いということになってしまいます。

6 

司会 消防用設備の問題では非火災報対策という

のが、 一 つの大きな問題だと思うんですが、調査

してみると昔に比べれば少なくなったようですが、

依然として原因不明というのが多いですね。昔は

半分ぐらいが不明でしたが、最近は 3割ぐらいに
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なりましたか。

金子 うちではデータをとってますが、たと えば

事務所で内緒でサンマを焼いたとか、お欄をつけ

たとか、いらない書類を燃したとか、そういうの

で結構原因ははっきりしていますね。

司会 金子さんのところでは管理しているところ

全部について、非火災報を全部チェックしていら

っしゃる？

金子 しています、何年間も。原因は何かも分類

していますね。

司会 湯浅さんのほうはどうですか。非火災報の

データはとっていらっしゃるんですか。

湯浅 働いたという電話がユーザーのほうからあ

ってから調べに行きますので、もうその時点では

既にもどってしま ってるというのがほとんどです。

結局は不明です。状況を聞いても、なかなか真相

はわからないですね。

金子 隠しているのもありますね。

湯浅 だから一番身近なところにいる人がすぐ飛

んで行って調べればなんとかわかると思いますが、

やはり管理の問題と絡んでくるんじゃないかと思

います。

司会 本来であれば、防火管理者が飛んで行って

原因調査できる程度の知識 ・技能を持っていれば

一番いいわけですね。

金子 それは普通の守衛さんでもいいんですね。

火災報知量産を見れば、どこで感知器が働いたのか

わかりますから。エレベーターなり階段なりで走

って行けば、状況はすぐっかめますから。感知器

の知識がなくてもわかります。

司会 湯浅さん、電話がかかってきて出かける、原

因が不明だと、その場合にはどうなさるんですか。

湯浅 感知器の機能を調べます。

吉田 取り替えないでもとの位置に再び取り付け

るのですか。

湯浅 ええ、機能を確認して正常であれば感知器

はそのままですが、室の状況によっては、温度、

湿度、濃度の調査もいたします。

金子 燈感知器は、ほこりがわっと通過しただけ

で働くことがありますね。

湯浅 ご存知のように煙感知器には非蓄積型と蓄

積型という感知器がありまして、非蓄積の場合は

37 
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そういう一過性の原因がほとんどじゃないかと思

います。

蓄積型に替えれば、非火災報は相当数なくなる

と思います。

司 会 感知器をダブルにするんですか。

湯 浅 いやダブルじゃなくて、火災信号に時間差

を持たせるということですね。 そうすれば一過性

のものは、そこで排除できます。

現に、非蓄積型を蓄積型に交換しただけで、そ

この場所は非火災報が出ないという現場はありま

す。非火災報の出るところを全部蓄積型に交換し

てもらえるかというと、お金の問題が絡んできま

すので、おいそれとはできませんが。

司 会 非火災報が多い非蓄積型がなぜそんなに付

けられているんですか。値段が安いんですか。

湯 浅 値段的には同じですが、なぜ付けるかとい

われると、私は設備のほうじゃございませんので。

鳴海 当社の設置基準では、廊下、階段は光電式

非蓄積型で統ー しています。部屋の中は蓄積型が

原則ですが。

ただ、場所によっていろいろ条件が異なります

ので、建物の構造とか使用状況によって、それに

対応すべき処置をしております。

これは私の経験ですが、たとえば、あるピルで

は設置してから 1年間の間四季を通して、状況を

見て、それに対応する感知器と取り替えるなり、

イ立置をずらすなりということをしました。 それに

よって、非火災報の80%～90%は直すことができ

たというデータがあります。

たとえば、事務所ではコピーのガスでセンサー

が働いたとか、歯医者さんで金歯を王水で溶かす

時にジュ ジユツというので働いたとか、いろんな

原因で非火災報が出ますから、使用してみて初め

てわかるということがあります。 また、四季を通

して、暖房、冷房によっても違いますから、 1年

を通してみないとわからないことがあるわけです。

司 会 一定の基準にしたがって設置して 1年間経

過をみるというのは、いまでは常識なんですか。

湯 浅 それは鳴海さんのところの独自のサービス

じゃないですか。全部のメーカーさんがやってい

るわけではないと思いますが。

鳴 海 全部とはなかなかいえないと思います。 当
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社でも、年間約 1万数千件の施工を担当していま

すので、全部についてやれるわけではありません。

司会 湯浅さんのほうでも、同じようなアドバイ

ス、つまりお宅はこうだから替えたほうがいいで

すよというようなことはなさるんでしょう。

湯浅 ええ、納得してもらった上で交換をしても

らっています。 そうすると、やはり効果というの

はてきめんです。

金子 煙感知器は 1台何万円ですから。

湯浅 2万2,000円ですか。

司会 既に付けちゃったものは、効果があるとわ

かってもなかなか替えられないですね。 そこで面

倒くさいから切っちゃうということが出てくるわ

けですね。

金子 べルのスイ ッチを切る切らないの話ですが、

私は個人的に考えるのは、ホテルのような飲酒し

て酔っぱらってる人が熟睡する、そういうところ

は当然違動にしておくべきだと思うんです。

ところが、盆間みんなまじめに事務をとってる、

そういうところで何も連動にすることはないと思

うんです。

q・i撃 今では再鳴動といって、ぺルを止めておい

ても、次に感知器が働いたときはべルが鳴るよう

なハードの対応もあります。

いずれにしても管理者による現場の確認が絶対

条件です。

金子 うちでは、夜間は連動にしてますが、昼間

は切っております。

湯浅 地区音響を止めておくんですね。

金子 その代わりいつでも人がいて、発報したら



必ず確認してから必要な対応をするようにはして

いますけどね。

司会 金子さんのとこ ろの話を聞くと模範的で問

題はないんですが、実際には湯浅さんが見ていら

っしゃると、なかなかそうはいかないでしょうね。

湯浅 そういうところは少ないですね。
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金子 厨房のダクト火災というのがかなりありま

すね。天ぷらなべに火をつけまして着替えに行く

わけですね。この留守中に油が過熱して発火する

んです。 それがフードからダクトの中にイ云わる。

湯浅 ダクトに火が入ると、とんでもない方向に

火が出るんですね、ダクト火災は。

金子 延焼するのが早いんですね。 ダクトは空気

を引いていますからね。すぐ防火ダンパーが閉ま

るようになっていますが、手入れが悪いと油が固

まって動かないんですね。

司会 防火ダンパーの保守点検なんてのも保守協

会の仕事ですか。

湯浅え え。行っています。

金子 園るのは細いダクトですね。 人が入るわけ

にいかない、そして点検口がないんです。ですか

ら掃除ができないんです。 それでやむなく横穴を

付けて手を入れ中の油煙すすやグリース状のもの

を削りとる、そういう作業をやってます。

これは最初の設計でちゃんとしておいてくれれ

ばいいと思いますね。 うちの場合は設計陣がおり

ますから、これからはダクトには点検口を細めに

つけろといっているんです。

湯浅我々の仕事でも ダクト ・ダンパーの点検と

いうのは一番厄介ですね。点検ロがあっても、開

けてみるとパイプだらけで全然上がれないという

のが結構あります。最初はそうじゃなかったんだ

ろうけれども、あとからパイプ引いたりしたんだ
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ろうと思いますが。最近はモーターダンパーが普

及して、ある程度楽になりましたが、古い設備が

まだ大分ありますから。

司会 最近はダクト火災はあまり聞きませんが、

少し収ま ったんですかね。

吉田 あまり聞かないですね。 ニュースにならな

いだけかもしれませんが。

ダクトの問題というのは、設計サイドから見て

もややこしい問題を持っていまして、設備と建築

が一番協力すべきところはダクトの問題のような

気がしています。 といいますのは、配管 ・配線 で

すと穴は小さいですから防火区画の壁を貫通して

も、影響は少ないんですが、ダクトはこれまでの

火災事例をみても問題が少なくないと思います。

ダクトの引き回しは、最初から考えていれば、防

火区画の貫通を最小限におさえられると思うので

すが、設計が進んでしまってからでは無理なルー

トにせざるを得ないこともあります。 その辺は設

計の単い段階できちんと考えたいですね。

特に厨房の排気ダクトとかいうのは、竣工直前

に取り付ける要求が出てきたりして難しくなる場

合がよくあるんです。

司会 増改築で床や壁に穴をあけるということも

ありますね。 旧日劇であったダクト火災は、やっ

ぱりあとからイ寸けたわけですね。

吉田 あの建物は約50年も使用していましたから、

かなり手が加えられていたのではないでしょうか。

金子 湯浅さんの話に関連していうと、シャフト

ですね。パイプシャフトとか、ああいうものはな

るべく最初に大きく、た くさん作っておかれたほ

うがいいですね。 シャフトがないから、結局パイ

プなどがぎっしり詰まって人が入れなくなっちゃ

う。 そういう例はたくさんあります。

司会 だけどシャフトをたくさん作ると、竪穴区

画が問題で、防災上あまり好ましくないんじゃな

いですか。

吉田 当初から計画して、きちんと取ってあった

ほうがいいんです。時代のニーズとして、これか

ら特にインテリジエント化とかOA化とか、どん

どんそういうものが増えてるわけですから。あと

から穴をあけるから問題になるのではないでしょ

うか。
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金 子 埋め戻ししなかったりとか。

吉田 いま身近に感じてますのは、弱電関係の配

線 ・配管のフレキ シビリティに対するニーズが高

まっているということです。貸ピルにいたしまし

でも、そのあたりをセールスポイ ン トにするよう

な傾向が出ていますね。
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司会 警報の連動の話は出ましたが、排煙設備や

防火戸、防火シャッターなどの連動の問題がある

と思うんですが、これはどうですか。

吉田 連動とはちょっと違う話ですが、大規模小

売店舗などの防火シャッターがよくやり玉に上が

りますね。 シャ ッターの下に商品を置いてしまっ

たりという下降障害ですが、そういう問題を設計

段階でどう防ぐかというと、シャ ッターに併設し

て、ガラスのスクリーンや手すりをイすけるわけで

す。 たとえば、エスカレーターをシャ ッターで区

画する場合に、エスカレーターの両サイドにガラ

ススクリー ンを設置いたしまして、 シャッターは

ガラスとエスカレーターの聞に降りるようにしま

す。 こうすると、下降障害になる物を置かれる心

配はなくなります。

このように、設計上で対応できる部分も確かに

あります。 しかし、たとえば防火戸が壁にしまい

込まれていて、煙感連動で閉まるという構造の場

合に、その前に重量のある灰皿などを置かれると

もう閉まらない。 その灰皿が置けないような設計

というのは、ちょっとできないわけですね。

ですから、冒頭申し上げたように、使う側にそ

の辺の関心というか意識がないと、安全な状況を

確保しがたいという面があります。

金 子 通常のビルですと館内細則というのを作り

まして、その中に廊下に物を置いてはいけないと

か、いろんな決めがあって、最悪の場合 、それを
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守らないでどうしても頑張るという場合は裁判沙

汰で賃貸契約を解約するなど、うちの場合はそこ

までやりますから、テナントさんはよ く守ってく

れます。

湯浅 共同住宅なんかでみると、自転車やバイク

が置いてあったりして、防火戸の閉鎖障害になっ

ているのは、しょっちゅう見ますね。物が置かれ

るというのは、なかなか防げないですね。

司会 煙感連動の場合、非火災報で防火戸やシャ

ツターが作動するのが怖いというので連動を解除

しちゃってる例が多いですね。

金子 うちのあるビルで、地下鉄の通路から階段

を上がって入ってくるところに、行政指導で煙感

連動の防火シャツターを付けたんです。ある日、

煙感が地下道のほこりで作動して、 シャツターが降

りてきたんですが、そこへ地下鉄通路から駆け上

がってきた人が頭をぶつけて大けがをしたんです。

そんな例がありますから、やはり場所を考えま

せんと、非常に怖いなと思いました。

湯 浅 怖いんですね。 デパートなんかでも同じだ

と思います。

金子 ええ。 そこはもう、それこそは連動停止に

しました。

吉田 金子さんのお話で思い出したんですが、先

ほどから私は、安全な状況を確保する上で設計で

できる範囲は少な くて、使う側の責任だという意

味合いの話を強調いたしましたが、設計する側とか、

そういう機器を作る側も含めまして、 反省する点

もキ目当あるとは思、うんです。

たとえば、防火区画や避難施設の配置をはじめ、



先ほどの連動機構の性能の確保、信頼性の向上な

ど、まだまだ設計上での工夫の余地は少なくない

いと思、います。

鳴海同感ですね。
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司 会 警備委託が最近増えておりますね。 あの問

題はいかがですか。

鳴濃特に夜間無人化という形が多いんじゃない

かなと思います。夜間無人で火災になると非常に

怖いですね。延焼すると全然関係のない隣接の第

三者が迷惑を被るわけですから。

倉庫 ・工場など5000m＇前後の建物の約 65%が無

人だといわれていますが、これからもっと増える

んじゃないですか。

金子 無人警備の場合、火災感知器が作動すると

警備会社へ通報され、ガードマンが出動するわけ

ですが、到着するまでの時間が問題でしょうね。

吉田 昼間でも箸備会社に任せっぱなしという委

託もありますが、あれも問題があるでしょうね。

たとえば、いざという時に非常放送をだれがす

るかというと 、責任上の問題が発生すると思いま

す。警備会社の人はどちらかというと若い人が多

いですし、責任を持った指示をすべき場所にいな

がら、その任に耐えられるかどうかといった問題

ですね。

司 会 ビルの防災センターにある総合操作盤、あ

れなんか、メーカーによっていろいろなタイプが

あるでしょう。

私が警備員だったとして、今日はこのピル、明

日はあの会社に行くというようなことになると、

戸惑うことはないでしょうかね。

鳴海 おっしゃるとおりで、昨年度ある委員会で

調べましたら、ディスプレーの表示のキャラクター

の絵が、調べました11社のものが全部違うんです。

’85予防略報143

それで今、 火災報知機工業会では、表示の方法

とか、色とか、スイ ッチとか、できる範囲で徐々

に統ー していこうと作業を進めています。

湯浅 点検に行くと、よくユーザーからいわれる

んですね。 これだけのスイッチがあって、いざと

いうときにどれに触っていいのかわからないと。

だから、最低限必要なものだけを表に出して、あ

とは、メンテナンスに必要なものは、内部に入れ

てしまう。

司会 今日の問題になるかどうかわかりませんが、

防火管理者のことですね。機器のいろいろ新しい

ものが出てくる、システム化が進む、その結果、

勉強しなければならない、訓練もしなければなら

ない、ということもあって、防火管理者の責任は

ますますきつくなる。その割には防火管理者に対

して反対給付がない。 責任ばっかり大きくて。防

火管理者になったから20%給料を増しますなんて

ことないでしょう。反対給付があれば、もうちょ

っと一生懸命やるんじゃないかと思いますね。

金子 多少のさじ加減はやりますけどね。

司会 時々講演に招かれていろんな話をするんで

すが、そのあとで話聞くと、先生あれみんなやら

なきゃいけないんじゃボクは管理者返上ですな、

なんて笑い話がでるんです。

人間の問題というと、案外そういうところにキ

ーポイントがあるような気がしでしょうがないん

ですけどね。

鳴海 給料の問題だけでなく、責任だけで権限が

ないんですね。 ですから、先ほどのシャッターの

下降障害の問題にしても、防火管理者が行って片

付けろといっても売場の責任者がいうことを聞か

ないんですね。

司会 ある企業を考えてみると、防火管理者がト

ップマネ ジメン卜だと、割合にうまくいくんです

ね。 それが、消防の OBを頼んできても、それな

りの肩書がないと、いくら知識があってもなかな

かうまくいかない。 さらに進んでいうと、オーナ

ーが防災についての陣頭指揮をするようなところ

は大体うまくいきますよね。

建物の安全について、必ずしも体系的な伺い方

ではなかったんですが、いろいろ興味深いお話を

いただき、どうもありがとうございました。
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秋田一雄

1 まえカずき

爆発という言葉は、新聞にテレビに、さらには

日常の会話に、またかと恩われるぐらいよく出て

くる。地下街が済んだら炭抗であり、タンカーが

終わったらアパートという具合いである。 どこか

で事故がある度に当たり前という顔をして現れる

この言葉、頻繁に使われる割にはその正体が今一

つはっきりしない。 ちなみに 「爆発とは何か」と

改めて問うてみたとき、これに明確な答えのでき

る人はそう多いとは思えない。手元の国語辞典を

ひいてみたら、「急激な化学反応によって、物質の

体積が瞬間的に著しく増大し、多大の熱、光、 音、

強圧を生ずる現象」 と記されていた。 いい線をい

ってはいるが、科学的には物質の体積というのは

不明確、また強圧は高圧の方がよかろう。

しかし、この表現、果たして一般の爆発という

概念と一致しているのだろうか。 たとえば、容器

に空気を詰めていたら、突然、大音響とともに容

器が破壊したとする。これには化学反応はまった

く含まれないから、上の定義にはあてはまらない

が、普通には、この現象も爆発と名付けることが

多そうである。 また、火山の噴火も化学反応はほ

とんど重要な働きはしていないのに、火山が爆発

したという。逆に打ち上げ花火は化学反応により

詰められた薬品が上空で爆発しているのに、花火

が爆発して夏の夜空を彩ったとはいわない。例を

挙げれば際限がないほどたくさんあって、下手を

すると頭の方が爆発してしまいそうである。

では、科学的には爆発はどのように定義されて

いるのだろう。実はこれがないから困る。 という

のは、爆発という言葉は、いわゆる俗語というか、

一般用語であって、これに対応する現象は厳密な

意味では存在しないからである。物質の蒸発とか

燃焼とかならば、科学的にはっきり定義できるが、

爆発はそうはいかない。似たような現象を指す科

学上の用語にデトネー ション（爆轟）というものが

あるが、後でわかるように、爆発と爆轟は同ーの

現象ではない。

ではどうすればいいのだろう。 いろいろのこと

が考えられるが、ここでは一応、爆発とはなんら

かの原因により急激な圧力の上昇が生じ、容器の

破壊や音、光などを伴って、その圧力が開放され

る現象ぐらいに考えておくことにしよう。そして、

・・・・・・・E隠腿瞳・・...........・際副・・・・・..............・a・
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本稿の目的は、このような爆発の迷路を整理して、

そこに含まれる現象を明らかにすることにある。

2爆発の形式分類

今述べたように、爆発と呼ばれる現象には多く

の形式、種類があるようにみえるが、これは大別

すると次の二つに分かれる。一つは爆発の生ずる

圧力発生源が物理的な過程の場合であり、 他は爆

発が化学的な反応に基づいて起こる場合である。

前者は物理的爆発などと呼ばれ、これには気体

や液体の膨脹や圧縮、相変化などの過程が主役を

演ずる。前記の火山の爆発、ガスの過充てんなど

はこの例であり、さらにボイラーの爆発、火災時

における衝閉容器の爆発などもこれに属す。また、

破裂というのは、この形式の一部であろう。

一方、後者は化学的爆発と呼ばれ、これには物

質の分解や燃焼が主要な働きをする。プロパンの

爆発とか、火薬のような液体や固体物質の爆発、

また、石炭や小麦粉のような有機物の粉じんが空

気中に浮遊した状態で起こる粉じん爆発などがそ

の例である。

これらの現象は、いずれもそれが発生すると空

間圧力が上昇するので、条件によっては容器など

の破壊が生じ、この時、ガスの膨脹音を伴う。 た

だし、化学的な爆発のように燃焼に基づくもので

ないと光は出ないこと毛，ある。 また、上の例から

もわかるように、爆発に関与する物質の種類は多

岐にわたり、物質の状態も、気体、液体、国体、

から粉体、煙霧質にまで及ぶ。

ところで、このような爆発は、空間における圧

力の急激な上昇が一つの要件とすると、これは空

聞が閉じているか否かによっても話が変わってく

る。たとえば、いまなんらかの理由により多量の

熱が発生したとする。この場合、空間が密閉され

ていれば圧力が上がるので爆発になるが、開放状態

ならば爆発にはならない。雷という雲と地上聞の

放電を考えても、それは大きな発熱を生じ、雷鳴

や電光を伴うが、放電経路の全体にわたって高い

圧力は生じないから、普通、爆発とはいわない。

だが、これが密閉された空間で起こっていれば間

違いなく大変な爆発であろう。

こう考えてくると、爆発という現象には、前記

のような圧力の発生源による分類のほかに、現象

の起こる環境条件による区分も重要なことがわか

る。 そしてこれには、密関空間内の爆発、開口の

ある空間内の爆発、および開放空間内の爆発の三

つに分けておくのが便利である。 自動車の気筒内

におけるガソリン蒸気の爆発は第ーのもの、アパ

ートなどの建物内の爆発では、窓、や出入り口のよ

うな開口部があるので、これは第二の形式に属しJ

工場や船舶からガスや蒸気が大気中に漏れた時に

起こる現象は最後の種類である。

このうち、第二の場合には、開口部が初めから

存在する時と爆発の初期に弱い部分が壊れて後に

開口部ができる時と両方あるが、両者の聞に本質

的な差はない。安全弁のような圧力開放装置のつ

いた密問答器もこの範ちゅうに入る。 また、第三

の形式では、蒸気が雲のように大気中に広がった

状態で起こるので、これを蒸気雲爆発ということ

もある。

3ガスや蒸気の爆発

このように、一口に爆発といっても多くの種類

があるが、このなかで、工業的に、また事故と関

連して重要なのは、爆発の圧力源が燃焼のような

化学反応に起因するものであろう。一般の人々が

爆発という時にもこれを指すことが多く、先の国

語辞典の表現もまた同じである。

’E・・・..........・・m信組・...・・..・・・・・・・・・・・・・..・..関脇
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当然、この場合にも爆発に関与する物質が気体

であるか、液体や国体であるかによって話は変わ

るが、ニこでは、水索、メタンのような可燃性の

ガスや、ガソリンのような可燃性の蒸気が空気と

混ざって火がついた時に起こる爆発を中心に、そ

の仕組みを考えてみる。想定の第ーは空間が密閉

されている場合である。

いま、可燃性ガスを空気と可燃範囲内の組成に

混合して容器に詰め、その一部で点火したとする。

この時生じた火炎は点火位置を中心に周りに広が

っていくが、火炎は2000℃に近い高温であるから、

燃焼ガスは膨脹し、その圧力が容器の壁にかかる。

しかも、空間内の圧力は炎が進むほど高くなるか

ら、それが容器の耐圧限度を越えると容器の破壊

が起こる。 これが密閉容器内のガス爆発の筋書き

であって、もし、容器の耐圧が充分高ければ破壊

には至らず、外見上は何事も起こらない。

なぜ、火炎が自身で伝矯するかには、 2、3の考

え方があるが、普通は、火炎がその前方の未燃焼

の混合ガスを熱伝導で予熱し、 J品度を上げて、順

次化学反応、を起こさせるからと考えることが多い。

火
i京

火炎而 ｜羽白書E,, 

｜＠－：：－‘：： 

降済C峨炎
の噴且l 

図 l 開口のある空間内の火炎伝播の模式図

また、このような過程では容器の壁にかかる圧力

は均等であって方向性はもたない。これは圧力の

伝達が火炎の移動する速度よりずっと速いからで

ある。なお、この時の可能な最大圧力は炎の温度

が支配するので、初めの圧力の 6～ 7倍になる。

さて、いまの話は空間が密閉されている場合で

あったが、住宅の部屋のように開口部があると、

筋書きは多少変わってくる。窓や入り口は最初は

閉まっていたとしよう。 この時も初めは前と同様

に炎は広がるが、炎が進んで空間圧力が窓のよう

な弱い部分の破壊圧力に達すると、窓、は破れて開

口を生ずる。 それ以後は、窓から未燃焼の混合ガ

スが流れ出し、炎はその流れに乗って進む。 この

間の事情は、図 1に模式図で示した。開口により

炎・の移動は速度を増し、最後は開口から炎を噴き

出して終わる。 これが開口のある場合の爆発の経

過であり、開口部からの未燃ガスの流出がこの現

象の特徴である。 もとより、初めから関口があれ

ば、未燃ガスは最初からそこを通って出る。

このように、開口が生ずると未燃ガスの流れと

乱れにより炎は加速されるが、反面、その圧力は

密閉容器の場合よりも低くなる。 この様子は、図

2に与えた。例示のように空間圧力は開口の生じ

た時期のやや後で最大値をとって低下する。最大

圧力の数値やそれの生ずる時期は、開口に必要な

圧力、開口面積、 容器のイ本積等に支配されるが、

ついでに図 3には、開口が初めから存在する場合

の圧力上昇が、イ本積を用いて無次元化した開口面

積によりどう変わるかを示した。これと後記の窓

ガラスや建物の破壊圧力とを較べると、開口のあ

る場合の破壊の程度がわかる。

他方、ま ったく囲みのない開放大気中に作られ

た可燃性の混合ガスに火がつくと、火炎は同様に

その中を伝播していく。 しかし、この場合には温

度の高いガスを閉じ込める仕掛けがないので、高

．．麗，.......・m・.......・S・S・思鵬・..........犠豊富.沼，.......
44 



’85予防時報143

’.................・・・・・・2・・a・m・...........・防災基礎講座
では、さて、気体の爆発の話が長くなったが、い庄力の発生はみられず、この条件の下では、多

くの現象は爆発とはならない。地表より少し高い 火薬のような液体や団体の爆発や、粉じんの爆発

はどうなのだろう。結巣からいえば、粉じん爆発

の場合は、ガスのそれと内容は変わらない。これ

は微細な粉体粒子が空気中に浮遊、分散した状態

の中を火炎がガスと同様に伝播するからである。

位置で可燃性のガスや蒸気が燃えるファイアーボ

ールなどもその一例で、これも一般には爆発とは

呼ばない。ただし、開放大気中でも、次節のデト

ネーションが起こると、これは間違いなく爆発であ

これが液体や団体の爆発になると様子は

まったく変わって、前のような説明はできない。

ここでは、どうしてもデトネーションという耳見象

を考えなくてはならないからである。では、

ネーションとはどんな毛見象なのだろう。

デト

しカ＝し、り、前に触れた蒸気雲爆発はこの範ちゅうに入る。

かくて、このように考えてくると、本節に記し

たガス爆発の現象は、すべて可燃性の混合気中の

火炎伝播であって、そのなかには特別なことは何

4デトネーションとは何か

も含まれない。爆発は燃焼の一形態に過ぎないと

いわれるゆえんであり、また、この事実は最も普

通に現れるガスの爆発に対応するには、火炎伝播

を基礎に考えればいいことを示唆する。

わかりやすくするため、再び気体を例にとると、

前のとおり、火炎は、可燃性の混合気の中を自 己

伝播していく。 この火炎の移動は、容器の端まで

進むとそこで終わるが、移動距離が長かったり、

混合気が乱れているなどの理由によって炎が強く

加速されると、状況いかんでは質的にまったく異

なった激しい火炎の伝矯に変わることがある。 こ

またの名が爆雌である。聞れがデトネーション、

関口圧力

開口rflill'i（大）

き慣れない言葉と忠われる方もいるかも知れない

その発生の経過はざっとこんなことである。カt、

まず、混合ガスの中で火炎が加速される状況を

考えると、炎の先端では、ちょうど管の中にピス

トンを入れて押した時と同様に、前方の未燃焼の

混合ガスを圧縮するので波を生ずる。 この圧縮波

は加速が続いている限り次から次に発生してくる

時間

図 2

(A＝関口耐償）

関口のある容器内の爆発の圧力波形

2 

が、時間的に後から出た波は、前のそれによ り圧

縮された状態を進むため、前の波より速度が早い。

よって、順次発生する波は次第に前の波に追いつ

’A
 

（

（

』

Z）
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4
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いてしまい、これらは一つの波となって火炎の前

この波は衝撃波と呼ばれ、波面では温方を進む。
0.1 0. 2 

無次元関口而械 （A/V骨）

。。
度、圧力、街度が不i皇統な特性 をもち、超音速で
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進む。衝撃波の性質はジェット機が急降下した時

などに出て、付近の建物に振動を与えるよく知ら

れた現象のそれと変わらないが、この事実は、こ

のような火炎の加速でも、条件いかんでは衝撃波

が発生することを示す。かく て、混合ガスの中を

伝播していく火炎は、その前方に衝撃波が進む二

重構造をもって移動することになる。 しかし、こ

の二重構造は長続きはしない。何となれば、今の

場合、衝撃波と火炎の聞に挟まれた領域は、圧縮

されて温度や圧力が高いにかかわらず、いまだ燃

焼の起こっていない状態にあるからである。 よっ

て、この領域はやがて自然に燃え出すことになり、

こうなると火炎は衝撃波に追いついて、両者は合

体してしまう。 その後は衝撃波は火炎と一緒にな

って一定の速度で進む。デトネーションとはこの

ような状態につけられた名称、で、これが起こると

火炎の移動の様相は前と一変する。

では、どこが違って、また、デトネーションは

どんな特性をもつのだろうということになるが、

その前に、今まで言葉で記してきたことを図で示

したのが、図4である。 この図は細い管に混合ガ

スを詰め、図の左手の遠くで点火した時、火炎の

加速とともに圧縮波が次々に発生し、デトネーシ

ヨンヘ転移していく様子を、縦軸に距離、横軸に時

電量
出

犠撃i在

燃焼波

（火炎伝情）

時1111

図 4 燃焼からデ トネーションへの転移

希薄披

聞をとって示したものである。 t皮の速度は線の傾

斜がきついほど大きい。

さて、話を元に戻すと、このようなデトネーシ

ョンは火炎の伝播現象であることには変わりない

が、すでにわかったように衝撃波を伴っているた

め多くの点で相異がある。その第ーは、前の通常

の火炎伝播が連続現象であったのに対し、こちら

は不連続現象である。このことは、火炎の前面で

多くの状態量が不連続的に上昇することを意味し、

これが破壊作用に重要な役割を果たす。第二の特

徴は、衝撃波を伴う以上、その移動速度は音速を

超えていることである。 デトネーションは秒速が

2,000mにも及ぶ高速で動くから、その圧力伝達に

は前の火炎伝播とは違って方向性を持つ。 そのほ

かにも相異点は多いが、それはやめにして、次に

は上記の点を踏まえてデトネーションを定義して

おくと、この現象は衝撃波を伴った可燃性の混合

ガス中の火炎伝播となる。また、逆に衝撃波を中

心に考えれば、燃焼という化学反応によりエネル

ギーの供給を受けた衝撃波の伝播ともいえる。 し

たがって、デトネーションは一般の衝撃波よりも

減衰せず、高速が維持される。 ただし、混合気の

存在しない領域に出ればデトネーションもエネル

ギーの補給がなくなるので、単なる衝撃波にかわ

り、距離とともに減衰して最後は音波になる。爆

風というのはこのあたりの現象である。

こんなところが気体における通常の火炎伝播か

らデトネーションへの転移であるが、この仕組み

は、対象が液体や団体の爆発物になると同じとは

いかない。 この場合には、分子聞の距離が気体と

違って著しく近く、物質の特性も変わるため、着

火からデトネーションへの転移は容易で、そこで

は最初からデトネーションが起こっているとみな

しても変わらないからである。

その点、火薬というのは、国体の酸化剤と可燃

..聞・・・.....・・・・a聞副・・掴隠・.............・a・－・・・・測・・・
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物を混合したり、分子内に酸素を多量に含む化合

物を選び出すなどして、デトネーションを起こり

やすくし、それによる破壊効果を利用したものと

みることができる。よって、閉じ爆発と称しても

ガスの爆発と火薬の爆発とは閉じものではなく、

爆発というとすぐに火薬のそれを頭に描くのは、

必ずしも妥当な発想とはいえない。

5爆発による破壊

今までのところから明らかなように、一口で爆

発が起こるといっても、これには物理的な爆発、

ガスや粉じんの爆発、火薬の爆発と種々の形式が

あり、それぞれ特性が違う。このため、それが起

こった時の作用 ・効果もまた異なってくる。 しか

し、ここではこれらのすべてを記すゆとりはないの

で、前と同じにガスの爆発を中心に話を進めよう。

まず、空間の中を火炎が伝播するだけでどのよ

うなことが起こるかを考えてみると、前にも触れ

たように、空間が密閉されていれば、容器等の耐

圧に応じてそれが壊れるかどうかは決まる。 しか

し、爆発の圧力に充分に耐えられる入れ物は小型

容器以外には少ないから、実際に関心のもたれる

のは、窓のある建物や安全弁などの圧力開放装置

のついた大型設備などの場合となる。つまり、開

口の存在する条件下でガスの爆発が起こったとき、

どのように壊れるかの方が重要になる。

ところで、我々が住んでいる建物や鉄鋼製の大

表 l 爆発による建物等の破損の目安

対象物 破壊に至る圧力（kg/cm')

窓ガラス 0.035～0.070 

波板鉄板、アルミニウム板 0.07～0.14 

木造建物 0.07～0.14 

（コ20ン－ク27リ師、ト鉄望筋なし） 0.14～0.21 

鉄（15筋－コ18ン四ク）リ ト堕 0.39～0.46 

大形鋼製貯槽 0.40～0.50 

きな容器やタンカーの油槽などは、どのぐらいの

圧力まで耐えるようにできているのだろう。我々

はコンクリートや鋼板のような材料からなる壁は

極めて頑丈にできているように思いやすいが、果

たしてそうなのだろうか。 またi逆に、窓ガラスな

どはどの程度弱いのだろう。表 1には、そのおお

よその目安を示した。

これによると、窓ガラスなどはほんのわずかの

圧力上昇で壊れ、また、大型構造物といえども 1

気圧の半分ぐらいの静的圧力で壊れてしまう。 な

んとも頼りない気がするが、構造物は大きくなる

と弱いもので、このことは、 0.5気圧という圧力上

昇は 1m＇の面積にかかる荷重に直すと 5トンにな

ることを考えれば多少は納得がいくかもしれない。

かくて、建物などのガス爆発では、ごく初期に

窓ガラスが割れて開口が生じ、それとほぼ時を同

じくして家具などの収容物や障子、ふすま等の間

仕切が壊れて、内部はひどい状況になる。 しばし

ば、事故などに際して壊れ方がひどいので、もっ

と激しい現象が起こっているのではないかと考え

る人もいるが、そんな必要はない。爆発のような

内部からの圧力に対して、建物はそれに耐えるよ

うにはできていないから、簡単に壊れて当たり前

の話で、さらに、機能上強さが必要でない部分は

著しく弱くできている。 この端的な表れが床と天

井の強さの差である。天井は人や物が載るように

設計されてはいないから、内部からの力に対して

床より大部弱い。

一方、デトネーションが起こると、この場合は

空間が閉じていようと聞いていようと、波の進ん

だ方向における衝撃作用は著しく大きく、その波

面先端で生ずる圧力も前とは違って30倍にも40倍

にもなる。したがって、空間内部でデトネーショ

ンが起こった時の破壊状況などは考えても仕方が

なく、むしろ、この場合に大事なことは、デトネ

関闘...測a・・・...陽園棚.......・・..・・・a欄・............・a
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ーションにより発生した衝撃波が周囲のどの辺に

まで悪い影響を及ぼすかである。一般にこの種の

デトネーションのエネルギー補給源である火炎が

なくなって後の衝撃波の伝播は、前に触れたよう

に爆風と呼ばれるから、これは爆風圧の距離効果

の問題といってもいい。 そして、従来この問題に

ついては、同じ爆風圧を与える距離は爆発に関与

した物質量の立方根に比例する、との法則を用い

て多くの検討が成されている。 しかし、正直な話、

デトネーションが起こってしまっては、被害の大

小を論じても後の祭りである。

では一体、普通の爆発の場合、それへの転移は

どれほど起こりやすいのであろうか。次には、こ

れを手短かに考えてみよう。

すでに述べたように、デトネーションが起こる

には、なんらかの原因で可能性の混合ガスに着火

が起こって火炎が伝播し、次いでこれが加速され

る過程が必要である。 よって、ここには着火から

デトネーションヘ転移するための誘導時間、ない

し誘導距離と呼ばれる一種の助走区聞が存在する。

そして、その大小によってデトネーションが起こ

りやすいか否かの目安がつく。つまり、これが小

さいと容易にデトネーションへ転移するが、これ

が大きいと現実の空間規模との兼ね合いで、現象

はデトネーションヘ転移する前に終わってしまう

可能性が高いというわけである。かくて問題は、

一般の空気中での三次元のガス爆発の条件で誘導

距離はどれほどの規模かということになる。 もと

よりこれにはガスの種類や組成、環境、着火の強

さなどがかかわるので、何ともいえないが、大ま

かなことをいえば、その大きさは一般建物の部屋

ほどにはづ、さくなさそうである。 したがって、こ

こで対象と考えている建物や施設程度の規模では、

都合のいいことに転移の可能性はあまり大きいと

は思えない。

6あとカずき

爆発という現象を広い視野に立って系統的にわ

かりやすく記すことは難しい。本稿もその例に漏

れず、後にいくほど書くべきことを割愛せざるを

得なかった。 その意味では、本稿は不充分のそし

りを免れない。

しかし、ここに述べてきたことを振り返ると、

爆発ほど、その対策を考えるに当たって未然防止

が重要なものはない。爆発は発生してしまえば、

デトネーションが起ころうと起こるまいとこれを

途中で止める手段に乏しく、といって、仮に爆発

が起こっても、被害が出ないようにするのもまた

困難である。早い話が、建物や容器を爆発に耐え

るようにすることは、できないというより無意味

であろう。 ここでは爆発が起こらないようにする

他はない。 いくら未然防止に力を注いでも完全は

期せないという問題もあるが、現状では、過去の

知識を踏まえて充分な予防対策を立てることは可

能であろう。爆発の威力や被害の大きさを論ずる

よりも、予防を指向する方向の検討がより望まれ

るのではないかと思われる。被害予測を行った結

果が小さいといって、それを切り捨てることはで

きないし、さらに加えれば、予防に対する知恵と

費用と時間の投資は、防護と違って爆発の潜在危

険を有する分野の発展に必ずやプラスになるから

である。

化学的な爆発は、本来、燃焼の一つの形態であ

るにかかわらず、ややもすると何か特殊な現象で

あるように恩われがちである。今の世の中、わけ

のわからない現象が突然現れるはずもない。 この

解説がそのような点を少しでも明らかにする上で

お役に立てば幸いである。

（あきた かずお／災当問題評論家1

・・..・・2・a・m・....・・...・・・....聞・・・B・・・m・....醸飯店．．．
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1はじめに

日常生活に不可欠な電気というエネルギーを供

給する事業を営んでいる東京電力は、東京都、関

東 6県、山梨、静岡、新潟、福島などの各県に、

発電所、変電所、送電線、配電線など、膨大な設

備と事業所を有し、かつ、広範な地域に散在する

という特徴をも っている。 しかも、電気の安定供

給という重大な使命を担っており、これらの建設、

保守、運用に当たっては、人身、設備の安全確保

を図ることは重要な課題といえる。

このため、当社としては、かねてより人間尊重、

社会的経営の理念のもとに、安全管理をあらゆる

経営管理の基本として、各面にわたる安全対策を

強力に推進しているところである。

とくに、現場への“足”としての車両関係の運用

に当たっては、その安全に万全を期すべく日夜努

力している。

当社における交通安全管理体制を図 1に示した

が、業務上車両運転者の職場管理方策として、も

っとも中核となっている、人の面の対策、安全個

別指導を中心に述べてみよう。

2交通安全対策の推進

交通安全を確保するため、当社では、とくに交

通安全意識の高揚、交通安全知識、および安全運

安全運転指導員

｜運転者、自転車利用者、歩行者、オーナードライパー ｜

図 l 交通安全管理体制図
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転技能を高めることに主眼をおいており、この三

要素をいかに高めていくかが当社における交通安

全対策のかなめとなっている。

これら三要素を一層高めるには、

0交通安全行事

0運転者の管理（安全個別指導、運行管理、お

よび業務上車両運転認定制度）

o交通安全研修

を計画的かつ効果的に推進すべきと考えている。

1 ) 交通安全行事

当社において全社的に実施する交通安全行事と

しては、春・秋の全国交通安全運動の期間中に総

務庁からの実施要綱を踏まえて、当社独自の重点

実施事項を策定し、「交通安全運動」を年 2回展開

している。

本運動は、先に述べた交通安全意識の高持、交

通安全知識、および安全運転技能を高めることを

ねらいとしており、各種講演会、講習会、安全運

転実技訓練、事故例検討会などを強力に推進する

こととしているが、加えて、運動の主旨の徹底を

図るため、ポスター、パンフレット等を作成し、

運転者のみならず、自転車利用者、歩行者、さら

にはオーナードライパーや家族を含めた幅広い運

動を行っている。

なお、この他、各店所では、地元の警察署や交

通安全協会などが実施する交通安全運動について

も、積極的に参加している。

2) 運転者の管理

交通災害の分析結果によると、そのほとんどは

運転者の過失によるものであり、その原因を究明

すると、

i ）運転管理の不適正

ii ）運転者自身の欠陥

とに大別できるといわれているので、運転管理の

充実を図るための具体的施策を述べよう。

( I ) 安全個別指導

従来、人に対して進められてきた安全管理は、

職 場ぐるみ、あるいは職場グループに焦点を合わ

せ総括的に行われてきたが、これだけでは不充分

であり、個々の運転者の意識、知識、技能、性格

50 

などの諸特性を把握し、これに応じた運転ルート・

同乗者の選定、出発前のアドバイスや安全運転の

ポイント指示など、きめの細かい指導が重要であ

る。すなわち、これが安全個別指導であり、これ

に集団管理を加えることにより、交通安全管理上

効果的な役割を果たしている。

安全個別指導を進めるために、個人の特性を把

握する事項について述べよう。

(a）個人の諸特性の把握

】）身体的 ・生理的特性の把握

車両運転にもっとも肝要な視覚機能および反応

機能は、静的な条件下での特性だけでなく、動的

な条件下、あるいは実際的な条件を設定して、そ

の条件下での特性を把握し、それに基づいて運転

条件を決定したり 、指導 ・指示のポイントを決め

ることが必要である。

ii ）精神的 ・心理的特性の把握

人の行動にもっとも大きな影響を与えると恩わ

れる特性で、精神的疾患の有無、性格、情緒、知

能の程度なども把握されねばならない。

精神的疾患、を有する者はもちろんのこと、性格、

情緒面でも、その特性から災害を引き起こすおそ

れが強いものか、あるいは、どのような行動をと

るタイプであるか、その特性によって災害と結び

つかないよう指導されるべきである。

iii）運転技能度の把握

自動車を運転する者の運転技能の程度も無視で

きない。運転経験が長いだけで必ずしも運転がう

まいとはいえないし、自己流の運転の仕方になっ

てはいないか、どの程度の技能を有しているのか、

助言 ・指導、あるいは運転経路を決定する面で重

要なポイントとなろう。

iv）交通安全知識度の把握

ひとたび運転免許を取得すれば、交通法規、安

全に関する知識は検査されることはなしh したが

って、これらの知識が忘却されている事項も少な

くない。しかも、法規の変更もしばしばあって充

分会得されてない場合もある。 どの程度の運転上

の法規 ・知識が保持されているか、講習会などを

通じて経時的に習得させている。



以上が、安全個別指導を進めるための把握事項

であるが、このうち、とくに人の特性を客観的に、

かつ公正に把握するためには、日常の行動観察手

法のみに頼らず、種々の科学的手法の導入が必要

である。 したがって、当社は、以前からこの点に

着 目し、次の諸検査を実施している。

(b） 科学的検査の実施

i ）心理適性検査の実施

昭和39年から、主に性格、情緒障害の有無を把

握するために実施されているが、次の検査で構成

されている。

0 クレペリン連続加算検査

無作為に並べられたーけたの数字を一分間ごと

に連続的に加算させ、その作業量、作業曲線から

作業意志の状態、異常緊張の有無、習熟度 01!!れ

の具合い）などの精神作業機能特性を検出する。

0 プルドン抹消検査

類似している図形の中から、単一、あるいは複

数の指定された図形を抹消する検査で、注意力、

注意の配分の程度をみる。

0 健康調査表（文章完成法検査）

未完成の文を完成させ、その内容を分析し、性

格 ・知能の程度、情緒障害の有無を把握する。

以上の 3検査のそれぞれの判定結果に基づいて

「検査結果の特性」として、専門家によって総合

判定される（「安全個別指導力一ド I」参照）。

（け速度見越反応検査
(3）処置判断検査

(2）軍複作業反応検査
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Ii ）車両運転機能検査

次いで、昭和43年以降、運転者の反応機能をと

らえるものとして実施している検査で、運転者の

「生日党ー判断ー操作」の一連の反応特性を把握す

る。検査種目は、次のとおりである。

0 速度見越反応検査

速度感覚をみるもので、スピードに対する判断

が適正であるか、早すぎるのか、あるいは遅すぎ

るのか、また、判断のバラツキの干呈度をとらえる。

0 重複作業反応検査

複雑な条件下、たとえば交差点のような場所で

の反応が適切になされるか、対象を誤りなく知覚

し、的確な判断と機敏な処置がとれるかどうかの

機能をとらえる。

0 処置判断検査

視知党上の注意力、注意力の配分、注意力の持

続性の程度を把握する。

0 手腕安定度検査

手腕の安定性をみるもので、とくに感情の変化

に伴う手腕の動揺の程度を検査する。

0 精神反応速度検査

運転すると複雑で、多くの情報が目に入ってく

る。 これらのなかから自分に必要なもので、誤り

なく、機敏にとらえられるかどうかをみる。

以上の検査は、いずれも運転技能をみているも

のでなく、その人の素質に基づく反応機能をとら

(5）欄神反応速度検査

(4）手腕安定度検査
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えるものである。交通事故は瞬間的に発生するも

のであり、この際の人の反応は繁質に基づく反応
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が出る。 これらの検査で問題と判定されれば、危

険に近づく運転の仕方をしないよう指導されるこ

とになる（「安全個別指導力一ド II（表）」参照）。

iii）視覚系検査

さらに、昭和46年から、車両運転で最も重要な

要素である視覚機能を、実際運転する条件を設定

してその条件下での視力特性を把握している。検

査種目は次のとおり。

0 動体視力

動いているものを見た場合の視力で、次第に接

近してくる指標をどこで確認できるかを測定する。

0 薄暮（夜間視力）検査

「暗~）（夜間）」「比較的明るい」「明るい」の三段

階の条件下での視力を測定する。

0 暗順応検査

暗さに慣れるまでの順応時間を測定する。

0 目立惑回復時間検査

まぶしさに腔惑されると一瞬見えなくなるが、

それが回復するまでの時間を測定する（「安全個別

指導力一ド II（裏）」参照）。

以上、科学的検査について述べたが、車両運転

安全個別指導カード II什Z立系倹査問附

信犯専門包 s 

~Jlijg 

盤埋n

i ・8 与• ' I 
I所 属l
1111抑制問M 川

K'l良ヒI司ι． l. ·~：－どのコ，tロー.in..員宜3
「.＇.＼！.？／.こ E・
~.lb両首宣伝~f；~ 吉区’口議

会 Lx;.1.-... n.二矧f育I量11.20.J:.. 5'.~I< 
L1；、主・uニ.~~.‘Aご.tl .~ ！ψ司可ら

II 1.t!..b .•. 

日
常
行
酎
眠
術
研
円
特
色

位

，直



機能検査、視覚系検査については、その結果が検

査後直ちに受検者に知らされ、車両運転時におけ

る留意事項や適切なアドバイスが与えられる。

(c）安全個別指導の具体的展開

i ）特性の把握および総合対策

班長、あるいは主任である第一線現場管理者 （以

下実施者という）は、上司の助言を受け、各作業

員の特性を検査結果と日常行動の特性から把握す

るが、この場合、両者の調整が必要となる。

検査結果と日常行動からの特性が一致すればい

いが、 一致していない場合は、日常行動の特性を

主にし検査結果を従とする。この場合、検査結果

からの特性は単独作業とか、あるいは厳督者のい

ない場合に出るおそれがあると考えることとする。

人の特性は多面的であるので、両者に差が出た

としても特異なものではなく、環境によって特性

の表れ方が異なるというように考えるべきである。ー

しかし、差がある時は、その差に注目し、より広

く情報を収集し、その当否の確認も必要である。

また、検査結果からの特性は、あくまで検査を通

しての間接的なものであり、科学的だからといっ

て盲信してはならない。

このようにして、性格特性が把握された後に、

それぞれの総合対策を上司と共に検討する。

車両運転機能検査、視覚系検査の結果について

も同様検討される。

I j ）特性の伝達（安全カウンセリング）

作業員の特性および指導事項は本人に伝達され

るが、この場合、直接に伝達するのではなく、本

人が自覚できるようカウンセ リング方式で面接する。

動体視力検査器
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実施者は、一方的にきめつけるのではなく、 相

手の態度をみつめながら柔軟な態度で接し、効果

的に本人の性格、および各検査に基づく諸特性と

安全上の留意点など共に検討することとなる。い

わゆる安全カウンセリングを実施している。

iii）長所および指導事項の記録

日常現場で良かった点、あるいは指導した事項

について、その都度、安全個別指導力一ドIII （行

動記録メモ）に記録し、本人の諸特性を一層の理

解、把援する。 この場合、簡略的に安全メモを利

用することも可としている。 それぞれ記録された

事項について、 一期 （6か月 ）一度は実施者の反省

も含めてまとめておく。

このような集積が本人の特性を一層よく知るこ

ととなり、安全上きめの細かい的確な指導が可能

となろう。

iv）特性の活用場面

以上述べてきたように、各検査の結果は安全個

別指導カード I、IIに記入され、また日常の行動

からの特性を加えて、指導事項 （総合対策）が検

討され、管理者用の資料として日常の交通安全指

導の際に活用される。

各作業員の特性については、まず本人自身自覚

し、いかに行動するかが安全上もっとも重要であ

るが、実施者のjQljからも適切なアドバイスがなさ

れるわけである。

とくに車両運転者を決める場合は、慎重を期す

べきで、単に年齢JI頂、順番制といった方式は避け、

道路の状況、交通量、逆転経路、運転時間、さら

に作業員の特性を考慮して運転者を決定すべきで
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ある。

作業員の特性に基づく安全上の活用は、 ーの車

両運転にとどまらず、 一般作業上で作業配分、 K

Y（危険予知）、作業中の監視、作業終了時の監視

などのポイン卜設定に大いに活用されている。 ま

た、対人関係、作業グループ編成、グループ内の

調整などにも、有効的に活用できょう。

( 2 ) 運行管理

次に、日常どのように車両運行管理をしている

か、具体的な面から主なものを挙げてみよう。

(a） 車両運行指示の徹底

車両を使用する場合は、運転者が運転日誌によ

り車両運行責任者からの承認を受けて使用するこ

とになっている。 その際、車両運行責任者は、先

に述べたように、安全個別指導の資料を基にして、

健康状態、天候、経路などについてアドバイスを

与えることとしている。

(b）交通安全経路の設定

交通事故を道路の侭ljから見直してみると、見通

しが悪い、とび出しが多い、幅貝が狭いなど、交

通事故を誘発する多くの要因があるが、事実、ど

安全個別指導力ードIii（行動記拍メモ｝

｜氏名｜千~＼包 一 郎｜

時 1e "' rn 

(1匹.f:i：ルν，）可均 ~｛ft 家主主努Lnλ）

民同時 J;よぴ 指iJ;lf.tlt

年同日
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この地域にも交通事故多発地点は存在している。

したがって、各事業所では、このような危険箇

所を避け、安全な道路をピックアップし、これを

結ひ・合わせて安全経路を設定している。

具体的には、大きな受け持ち区域の上に安全経

路、および危険箇所を明記した交通安全マップな

どを作成し、周知徹底を図っている。

(c）車両使用の効率化

当社業務を円滑に運営するためには、車両の機

動力をフルに活用しなければならないが、 一方、

事故防止、あるいは環境面からは、車両の使用を

もっとも効率的に運用しなければならない。

したがって、不要不急の車両使用や、同一方面

への同時複数出動などを控え、計画的な業務の実

施を図るだけでなく、単なる業務連絡や会議出席

などの通常外出には、極力公共の交通機関を利用

することとしている。

( 3) 業務上車両運転認定制度

当社では、昭和40年から 「運転免許取得者に対

して、直ちに業務上において車両の運転を認める

ことなく、 一定の経験を有し、 一定の技能に到達

し、しかも適性豊かな者のみに業務上の車両運転

を認め、それ以外の者については車両運転を認め

ない」という業務上車両運転認定制度を採用して

いる。

この認定基準は、各店所の交通環境が異なるた

安室メモ ~
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め、各店所の実情に応じて定められているが、 一

般には、社内の安全運転指導員によって繰り返し

同乗指導、法令、安全運転知識、事故例などの教

育が実施されている。そして、 一定の教育が終了

した時点において、四輪車安全運転指導員リーダ

一、もしくは、社外の自動車教習所において技能、

知識のチェックを受け、さらに、先に述べた安全

個別指導資料などを参考として、最終的には、店

所長、もしくは安全運転管理者から、業務上車両

運転認定者としての資格が与えられる仕組みとな

っている。

3) 交通安全研修

交通安全を確保するためには、なによりもまず

各級管理者をはじめ、運転者、自転車利用者、歩

行者の交通安全に関する正しい認識を確立 し、さ

らには、正しい知識および技能をしっかりと身に

つけさせることが肝要である。 このための具体的

施策としては、なんといっても計画的かつ効果的

に交通安全研修を実施することに尽きると考える。

当社における交通安全研修を対象者別に分ける

とおおむね下図のとおりである。

ところで、当社の交通安全研修は、本店が実施

するものと、各店所において実施するものとに分

けられるが、以下、本店安全部において実施する

研修について述べることとする。

( I ) 安全個別推進指導員研修

先に述べた安全個別指導を円滑かつ効果的に推

進させるために、昭和41年から各店所の主任 ・係

長クラスの管理者のなかから適任と恵、われる者を

交通安全研修

交通安全研修体系図

「一（副）安全運転管理者

管理者研修一一一十一車両運行責任者

」ー各級 管理 者

安全個別l指導推進指導員研修

安全運転指導員リーダー研修

安全運転指導員研修

緊急自動車専任運転者研修

「一認定前研修

運転者研修一一一＋ー認 定

自転車研修

歩行者研修

」－i阜 指 導
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選定し、本店安全部において、専門家によって、

心理学 に関する知識、とくに性格特性、およびそ

れに対する対策、役割演技による安全カウンセリ

ング手法の習得など、安全個別指導に必要な知識

を 1泊 2日の日程で研修している。

( 2 ) 四輪車安全運転指導員リーダー研修

社内指導員の統括・指導、安全運転管理者、お

よび車両運行責任者の連絡 ・調整などを行う指導

員リーダーは、社内指導体制の中核となる重要な

役割を果たしているため、特に昭和51年から鈴鹿

サーキット交通教育セ ンターなど、社外の専門機

関に委託して行っている。

( 3 ）二輪車安全運転研修

二輪車は、いったん事故が発生すると重大な災

害に結びつきやすく、しかも、四輪車以上に運転

技能を必要とするため、昭和43年から、鈴木自動

車安全運転指導セ ンターなど社外の専門機関に委

託して、とくに乗車頻度の高い二輪車運転者を対

象として実施している。

3おわりに

以上、当社の業務上車両運転者の職場管理方策

について、安全個別指導を中心に主な施策を説明

したが、当社にかかわる交通事故は、人身災害で

ここ 5～ 6年間十数件であり、と くにこの 2年聞

はーけた台にとどまっている。

ちなみに、当社の車両の保有台数は、 59年度末

で 7,782台、うち四輪車 7,174台、 二輪車608台

で、業務上車両運転認定者は約20,790人となって

いる。 また、 一 日の延走行km数は約16万回に達し、

これは地球の赤道上をほぼ4周した距離となる。

このように、交通災害の防止には、人間尊重の

理念に基づき、 一 人一 人に対しきめの細かい管理

が総合的 ・機能的になされてこそ、その実をあげ

ることができると確信 している。

今後とも、当社は、交通安全確保のため、日々

間断のない努力を、車両運転者ともども心掛け、

交通災害「零」に向かつてi直進する所存である。

（はやかわ ゆきお／東京電力側安全部 1
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蔵前国技館は昭和29年に建設され
80,000 

I 61.000 
「一一一－40,soo－一一I

弔 切 曹三市R

て以来30年間大相撲を通じて広〈国

民に親しまれてきたが、両国に新国

見
学
者
等
位
室

技館が建設されることに伴い、取り

これを機に壊されることとなった。

東京消防庁では昭和59年10月19日～

報
道
関
係
者
控
室

21日の 3日問、当該建築物において

予防部、消防科学研究所、第 6消防

方面本部ならびに浅草消防署等によ

り実験組織を編成して、火災実験を

実施した。
（仮設間仕切）

本館平面図 （I階）図 l

東西立断面図図 2
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表 l 各実験の目的とスケジュール表

日時 目 的 熱 源
開口条件

f輔 考
出入口開口 天井 関口

空調運転等室内の通常換気状 発煙筒10本

両~－予備実験 10/1幽
態時における煙流動等火災初

9.以）
期の状態をモデル実験により × x 

把縫する。 （閉鎖） （閉 鎖）

モデル火災により関口条件の アルコールパン4枚

戸トT
予備実験 10/1岨 差による煙層形成状況を把鐙 ( 1 m'X 4枚＝4 m') 

2 13:00 し、理論式との相関性を検討 発煙筒30本を 2図継 x × 

する。 続 （閉 鎖） （閉 鎖）

x 

~ 予備実験 10/1咲剣

3 JI :oo 。 。
（開放）

（点火後3分

に機械排煙）

× 

予備実験 10／民地魁 ~《ぶヲコ忌迂。
4 14 :oo 。

（開放）
（.~火後 3 分

／’  ⑧ 司晶、、

に自然排煙）

x 
室内加圧時 （2伽vnAq）に火災

{). 

予備実験 10/1幽
により発生した煙が避難開始

穫層が天井高

戸 争寸千斗ミ当時の出入口開放による煙流動 x 
5 16:00 

の変化を把催する。
の概ね~

｛｝ 。
高所に設置した閉鎖型スプリ 22kg/m’の割合で横

10/2α土）
ンクラーヘッドの作動状況を みあげた杉クリプと

’「、ト
1 I 把握する。 し、 !Om'の火瀕面積

......-－－）柄L、-9 :oo 

百m
へyド高さ 17m とする．

ヘッド数 5倒

高所に設置したスプリ ンクラ
（原則として） －実験1-1.2に伴せて光lit式分離!I:/感知器

実験 10/20(土）
ーヘッドによる火災抑制効果

× 。 および炎検知器の感知特性を把燈する．
1-2 を把握する。

l 10:00 （閉 鎖） （開放） －実験1-2の散水開始は点火後10分とす
へyド高さ 17m 

る．
ヘッド数 51凶

高所に設置したスプリンクラ

10/20(士）
ーへyドによる散水特性を把

・31.6crn角の保水ます69倒を放射状に配置
I 3 titする。

11 :oo して採水する。
ヘソド高さ 17m 

ヘッド数 I 倒

高天井 ・大空間を有する大規 衣AAを30kg／『げの可 （閉 鎖） （閉 鎖）

模建築物における物品販売を 燃物量にして、 20m' x × 

lト↑戸ト「想定した実大火災実験により、 の火源面積とする． II II 

煙層形成状況および自火報等 （衣類計600kg) 煙層が天井高 同左

10/211日）
各種消防用設備の感知特性等 のおおむね~ ｛｝ 

実験2 について定量的に把復する。 まで降下した 。
℃~ 

7以）
り （自然排煙た。 だし外気風。 の条f牛によ

（開放） り機械排煙）
光ケーブル、誘導灯、自火報、炎検知器等

の機能硲認等含む。
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1実験のねらい

最近、屋内スポーツ観覧場が展示会、物品販売、

コンサート等に使用されるなど、大空間を有する

建築物の使用目的が多様化し、利用者層も幅広く

なってきている。 これに伴って、この種の建築物

の災害対策について新たな問題点が提起されてお

り、また、この種の建築物が今後数多く 出現する

f頃向にある。

流動等の火災性状や、消防用設備等の作動特性を

把握し、今後の消防対策に資するため、次の 6項

目をねらいとして実験を行った。

(1）高天井・大空間の建築物における物品販売を

想定して、プリュームのプロポーション等、火災

性状特性の把握について

(2）高天井に設置されたスプリンクラー設備の散

水特性と火災の抑制効果の把握について

(3）光電式分離型感知器等（炎検知器）、新しく開

発された機器の感知特性の把握についてこのことから、当該建築物での火災発生時の煙

表 2 予備実験における結果総括表

＼ 
結 呆 の 概 要

煙 ！面 の 状 1兄

浮力を持たない初期の煙の流動は空間中央上 I 通常の笠宮周運転で館内は外気圧より 0.2～

予備実験 部の排気系に支配されて拡散するものの3分 0.3mmAq程度高かった。

∞秒以降は、空調による循環と客席部床排気

系にも支配されて館内全域に拡散した。

予備実験
煙は天井商から静かに蓄積し、 6分∞秒で約 I 館内外に著しい圧力差は生じなかった。

Smの煙層厚になった。 2 上昇気流の形状は柱状を呈していた。
2 

3 上昇気流の速度は概ね3m/sであった。

予備実験
煙は若干の乱れを皇しながら天井面から蓄積 4 煙発生量（天井面からの蓄煙速度）を

し6分∞秒で約7.5mの煙層厚になった。 ト－7ス（英国火災研究所）の理論式により
3 

予測することができた。

予備実験
煙は若干の乱れを呈しながら天井面から蓄積 5 越屋栂関口部 （30mつを活用した自然排煙

し6分∞秒で約7mの煙層厚になった。 設備が有効に機能した。
4 

煙は実験開始直後から乱れており、 3分骨O秒 I 館内圧力2<>nmAqを目指したが、リーク量

予備実験
でほぼ館内全域に拡散した。 が多く、最高14mmAqまでしか上昇しなかっ

た。
5 

2 館内外の差圧 llmmAqで関口部面積に対し

て0.4%（約20m'）の隙間量が確認された。

3 館内気圧が外気より llmmAq高くても約6

m'の関口部開放により l分30秒後には内外差

圧はなくなった。

4 上昇気流の形状が著しく乱れた。

表 3 実験 lにおける結果総括表

ト＼ 結 呆 イ騎 考

公称作動温度n・cのスプリンクラーヘソドは I flJi設天井面の温度は12分30秒後に79・cま

実験
当該実験条件下では感知しなかった。 で上昇しているものの瞬間的なものであり、

感知・作動するにはいたらなかった。

] -I 
2 越屋線開口部を開放しており、雰囲気温

度は火点から約3m離れた位置で床面で22

・c、仮設天井面の高さでss・cであった。

実 験 点火後10分で散水を開始したところ約l分で 仮設天井での最高温度は60"Cであった。
I -2 

完全に消火され、消火効果が確認できた固

スプリンクラーへy ドの散水特性は高さによ 1 同一ヘッドにより、取り付け高さの違い

実験 る影響は少ない（規格省令における基準値を による散水特性差を、今後継続して把援し

I 3 十分満足する）ことが確認された。 ていく必要がある。

2 館内に著しい気流特性が生じていた場合

での散水特性を、今後継続して把催してい

く必要がある。

58 

(4) 高天井の大空間を有

する建築物における自然

および機械式排煙設備を

活用した場合の煙制御効

果の機能上の問題点、な

らびに加圧空間内におけ

る煙挙動の把握について

(5) 火災の進展にあわせ

て誘導灯の視認効果に関

する特性把握について

(6）高温環境下における

光ケープルの情報伝達特

性の把握、ならびに有効

性を得るための施工法の

検討について

2実験建物の概要

敷地面積17,759m•の中

に、建築面積 5,976m＇、

延面積10,757m•の鉄骨造

（一部鉄筋コンクリート

造）地 下 1階地上4階の

本館があり、その収容人

員は約11,000人であり、

敷地内に博物館、茶屋等

がある。 なお、実験を実

施した本館の平面図と断

面図を図 1、図2に示す。



3実験の概要

実験は第 1日目に発煙筒をたき、アルコールの

定常燃焼により加熱したモデル実験を予備実験と

称し、開口条件等を変え 5回実施した。第 2日目

は、高さ 17mの位置にフラットな仮設天井を設置

してスプリンクラー設備関係の実験を 3回実施し、

第 3日目に、衣類 600kgを燃焼させ、 実大規模の

実験を実施したものであり 、各実験ごとの目的、

熱源、開口条件等は、表 1に示すとおりである。

4実験結果の概要

I ) 予備実験

5回にわたる予備実験

の煙層の状況、および館

内気圧等実験結果の総括

は、表2に示すとおりで

ある。

2) 実験 1

高天井の場合における

スプリンクラー設備の感

知 ・散水等の特性を、表

3のとおり集約した。

3) 実験2

火災時における建物内

煙流動特性、および各種

防災設備等の作動性等を

定量的に求めたり、また、

過去の火災事例などから

用途別に火災の進展特性

を把握することは、現行

法令規制等で定められて

いる防火避難対策の有為

性を探る意味で重要であ

る。

とくに、近年建設の増

加することが予想される

大空間を有する建築物に

おける避難対策等を考え

実 験 l

表 4 実験2における結果総括表

火 源 占 開 ロ 条件火

火源面積20m'にして 30kgIm' I 点火棒の先舗に lOOccのメチ ｜煙層が天井高の約~（煙層厚約llm ）程度で

の可燃物量計 600kgの衣類を ｜ ルアルコールをしみ込ませた I~屋根関口部（30耐）を自然俳優口として、併

ハンガーに吊した。 ｜布を火点中央に置き点火した．｜せて 1階出入口軍事（30m'）を同時に開放した．

o
r占
．火

結
〕

行

要
進

概

験

の

実

来

15 ... 20 

仏企主

項 目 総 呆

煙層の状況
天井面からの煙蓄積状況に関するデータが保取され、かつ、相関性を有する理由歯式が

確認された。

煙 i轟度 最高値はS分∞秒経過時、天井面でCsキ2.0が計測された．

建物内外差圧
関口部開放によって館内負庄 （6Pキ0.5nunAq）になることが確認された。

（床レベル）

上昇気流速度
概ね4～ 6m/sであったことが確認された。

（火点中央）

酸素機度
2階1帯3m上部の位置では、実験終了時まで酸素濃度（21%）は全く変化しないことが

確認された。

炎 の 高 さ 最高高さ12mが観測され、かつ、相関性を有する理論式が確認された。

燃焼速度
燃料支配型の燃焼性状を呈し、燃焼速度は著しく速く約10分で5切 kgが燃焼した．ま

た、相関性を有する理論式が確飽された．

上昇気流の性状 予備実験と同僚に柱状であることが、温度データからも確偲できた．

光電式分線~
火点周辺に設置したものにあっては、その有効性について確認した．

感知器

炎検知器 赤外線等館内ノイズに著しい影響を受けることを確認した。

光ファイパー
一部焼きしたケーブルを含めて、伝送繍失は全くなく、耐熱性を有することを確認した。

ケープル

避雛口誘導灯
I血煙降下がなかったものの薄煙の中で、大型誘導灯および点滅型誘導灯は視U'.性を有

することが確認された．
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実験2 スター ト時

同 4時間経過後の状況

同 7時間経過後の状況

同 10時間経過後の状況

60 

た場合、過去において提案された理論式により煙

層降下速度を予想したり、消防用設備等の作動感

知時間を予想したりする考え方に対する相関性の

有無を検討することが、今後の対策を推進するう

えで重要である。

このことから、実験2においては、昭和49年 1

月26～27日に当庁が三菱銀行金杉橋支店で行った

実験条件に沿って、大スパン高天井を有する建築

物での煙流動特性の把握、および各種消防用設備

等の作動信頼性を採る実験を実施し、過去に提案

されている理論式等との相関性を検討することと

した。

その結果の概要は、表4に示すとおりである。

5実験結果のまとめ

1) 煙流動等火災性状関係

(1）大空間を有する建築物の空調設備計画は、復

数系で給排気を行うなどして館内気流は多極的で

ある。 このため、火災の初期に発生した煙は館内

気流の影響を受けることがわかった。

このことから、避難行動するエリアへの煙の拡

散を防止するために、火災時には空調設備を迅速

に停止するなどの措置が必要である。

(2）大空間を有する建築物で火災が発生した場合

に、煙の蓄積状況を予測するトーマス・辻本によ

る理論式との相関性が、当該実験データから確認

された。

ここで、床面積および天井高さを変えて計算し

た結果を、図 3に示す。 なお、計算上、天井面は

フラットとした。 このことにより、大空間を有す

る建築物での火災性状、とくに煙層降下に関する

予測が一応可能になり、防災計画等の作成のため

の食重なパックデータになり得ると思われる。

図 3の活用に当たっては、あくまでも当該実験

結果から得られたものであり、燃焼物の違いによ

る煙粒子重量の差からくる煙流動の差異などにつ

いて研究 ・分析を重ねていく必要がある。

(3）越屋根開口部を利用した自然排煙の効果が認

められたことから、今後、同種建築物における煙制



御計画の策定に当たっては、重力換気方式を活用

した自然排煙設備の活用が有効であると思われる。

また、前（2）と相まって、床レベルにおいては比

較的長い時間クリアゾーンが維持されることから、

自衛消防活動を含む消防活動には、 充分な煙制御

措置と退避経路を確保するなどの対策を講じたな

らば、点火直近までの屋内進入が可能であると思

われる。

(4）衣類を燃焼させた実験 2において、燃焼は換

気に支配されず、充分に存在する空間内の酸素が

供給されて、既応の実験結果より著しく早い燃焼

速度を示した。

このことから、この種建築物で物品販売等の行

為を行うに当たっては、持ち込み可燃物量を極力

抑制し、かつ、可燃物相互の距離を大きくして陳

列するなどの措置が必要である。

(m) 

60 

45 

ト
:i: 
830 
w 
:i: 

15 

5 

H＝天井高 （m)
S＝空間水平投影面積 （耐）

10 15 20 25 30 

TIME (min.) 

図 3 トーマス ・辻本の理論式を用いた空間規模別煙降下時間

u分・1,000岬

1.4 

1.2 

1.0 

保 0.8
水
量 0.6L 、

「＂－.... h 17M, P=2. 5kg／岬

測定値

0.4ト規俗省令における基準6 c 

0.2 

50 100 150 200 250 300 
軸，L、からの距離 （cm)

図4 規格省令における基準値との比較 （散水分布曲線）
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2) 消防周股備関係

(1）高さ 17mの仮設天井に設置されたスプリンク

ラーヘッドの散水特性は、高低差による影響が少

なく、規格省令による基準を満足している。基準

値と実験値とを比較したものを、図4に示す。

また、実験結身さから高天井に設置するスプリン

クラーヘッドは、火災を自動火災報知設備等で早

期に発見し、かつ、迅速な初期対応が可能ならば

開放型ヘッドが有効であると恩われる。

(2) 自動火災報知設備としての光電式分離型感知

器の有効性が確認された。

このことから、感知特性は在来の設備と著しい

差異はないものと思われるが、非火災報対策、お

よび高天井を考慮したメンテナンス方法を検討し

た場合には、大空間を有する建築物への設置を今

後推進すべきである。

(3）光ファイパーケープルの耐火・耐熱性は、本

実験条件の範囲においては、 一部焼損した例は見

られるが、伝送損失はまったくないことが確認さ

れた。

今後、光ファイパーケープルの耐火 ・耐熱性に

関する実験 ・研究を重ね、充分な効果が確認でき

たのち、消防用設備等の防災関係施設・設備への

導入を検討していく必要がある。

おわりに

本実験の計画・推進に当たっては、東京大学摩

谷孝一教授をはじめとする諸先生にご指導いただ

き、さらに、 （財 ）日本相撲協会、 （株）大林組をは

じめとする関係諸団体にご協力をいただいて実施

したものである。

（ながやま まさみ／東京消防庁予防部予防課長）
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河川災害の現状と将来への標題

1社会、生活形態の変化と水害

水害は洪水と区別される。洪水は自然現象であ

るが、水害は社会現象である。施設を含めて、土

地利用が水害を規定する。そのため、社会形態や

生活形態の変化一一土地利用の在り方の変化ーー

が水害の変質をもたらす。

昭和42年の羽越水害では、山形県の最上川に従

来にない特異な現象が現れた。最上川中流部は、

62 

宮村忠

盆地群が速なり、盆地の出口は常習氾濫地となっ

ていた。常習氾濫地であるため、氾濫に強い桑畑

が広く分布していた。 ところが、最上川の氾濫を

受けた桑畑は被害を受けてしまった。氾濫に強い

桑が、容易に被害を受けた例は、それまでの常習

的氾濫地帯で、はみられなかった。

この要因は、水害を受けた桑畑に入ってみると

すぐに理解できた。桑の種類が、常習的氾濫地特

有の高桑ではなかった。氾濫に強いという意味は、



桑そのものにあるのではなく、高桑、あるいは中

桑を利用し、氾濫水に桑の葉が浸らないことにあ

る。 そこで、常習的氾澄地では、桑の種類を選択

してきた。

昭和30年代後半からの経済成長は、農村地帯に

もさまざまな影響をもたらした。労働力の都市流

出もその一つである。労働市場の好況は、農業経

営における 出稼ぎ労働の有利性を強く表した。

さらに、農業労働を省力化し、農家における農業

専従者の減少を図る方向が顕著になった。 そのた

め、常習氾濫地帯の高桑も、労働省力化の観点か

ら低い桑に切りかえられた。当然、氾濫に対して

一般の畑作物と同様の被害を受けることとなった。

しかも、昭和42年最上川洪水では、モータリゼ

ーションがすでに進んでいた米沢盆地の氾濫など

を経て流下してきたため、油性の付着により、す

ぐに刈り取っても使いものにならない状況を呈し

ていた。

常習氾濫地の低い桑や、洪水に油性物質が伴う

ことなどは、社会形態、生活形態の変化によ って

もたらされた水害の変質といっていいだろう。

同様な事例を挙げることは、困難でない。 たと

えば、昭和45年の千葉県水害では、夷隈川、小樋

川、養老川などの上総丘陵河川群に共通して現れ

た現象がある。

夷隈川、小樋川 、養老川は、いずれも上総丘陵

山地を激しく蛇行しながら流れ、蛇行部の内側に

狭い谷平野を分布している。 この谷平野は、古く

から上総地方の有力な水団地帯を形成してきた。

平地部の河川沿いには笹竹が連続し、この笹竹を

中心に水害防備林が成立していた。洪水が発生す

ると、水害防備林によって減殺された穏やかな氾

濫水が堤内地に導入され、洪水位の低下とともに

堤外ヘ戻っていた。道路や住居は、氾濫水の及ば

ない高位段丘面上に設けられ、洪水が水害に直結

しない方式が採用されてきた。

笹竹は、晩秋に刈り取られ、冬季の燃料とされ

た。メIJり取りにより、春季に笹竹は新たな成長を

する。つまり、刈り取りが、冬季の燃料確保とと

もに、竹の整備育成の役を有していた。 ところが
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近年の燃料源の変革は、薪炭、薪材をほとんど不

用とした。 そのため、古くから水害防備林の墜備

と一体となっていた笹竹の刈り取りが、日常生活

から離れ、手入れが行われなくなっていた。昭和

45年洪水時には、笹竹が枯れて水害防備林の役を有

さなくなったところで、激しく耕地を流失させた。

この水害時に目立ったのは、笹竹の水害防備林

を維持していた鉄道である。鉄道は、たとえ氾濫

を受けても、路床の流失を防止できれば被害が軽

微である。 そのため、もっとも費用が少なく、効

果的な方法として、水害防備林を多用していた。

沿岸の人々の生活変化が水害防備林の減退に連な

ったことに反し、保全と経営が一致していた鉄道

の水害防備林維持の相違がよく現れていた。

生活形態の変化は、従来経験しなかった新たな

事態を氾濫時に発生させることもある。都市ガス

の区域外で度々見かけることであるが、プロパン

のガスボンベが、ガスを吹き出しながら流れてく

る。 ボンベは倒れないように網や板などの枠が作

られているが、氾i監を受けると浮力で持ち上がり、

容易に流れ出してしまう。 しかも、当然元栓を閉

めてない場合が多い。 そのため、ガスを吹き出し

ながら、危険な事態を生みだす。

また、下水道が普及した都市部て手は、河川の急

激な増水時に度々発生するもののーっとして、マ

ンホールからの逆流や、空気の圧縮によりマンホ

ールの蓋が爆発したように高く飛び出すことがあ

る。飛び出した鉄製の蓋により、自動車が襲われ

たり、人が襲われたケースもある。地下鉄や地下

道、地下街、あるいは高層ビルの地下階が、内水

の流入を受けることも度々発生する。

日本全体の課題が地域の変ぼうを促し、水害に

直結した例もある。

昭和56年、北海道が大水害 に見舞われた。 この

年、北海道は台風の当たり年で、 3回の深刻な水

害を受けた。 なかでも 8月上旬の台風12号は、寒

冷前線を刺激して記録的な豪雨を伴い、石狩川水

系を中心に大洪水が起こり、各地に甚大な水害が

発生した。石狩川本川では、江別市で深夜右岸が

決壊し、支川の幌向川、奈井江川、産化美唄川で
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も破堤した。市内の1/3が浸水した江別市や札幌

市北区の浸水、国道12号線や国鉄画館本線の不通

など主要交通が寸断し、札幌市など12市町村に災

害救助法が適用された。死者8人、全壊 ・流失60

戸、床上浸水6,115戸、農地の流失 ・埋没は水田373

ha、畑1,OOOha、冠水は水田40,000ha、畑135,000

haに及び、被害 総 額2,700億円に達した。

北海道では、昭和37年、昭和50年にも、石狩川

水系を中心とした大水害があった。前回、前々回

の大水害と比較して、昭和56年水害には大きな特

徴があった。その一つは、畑地の被害面積の大き

なことである。北海道は、全固有数の畑作地帯で

ある。とともに、全国有数の米作地帯でもある。

近世までの北海道では、南端の函館付近に稲作

栽培が限定されていた。慶応 2年（1866年）、函館

付近で栽培されていた「しろひげ」から、突然穂

の赤い稲が生まれた。この品種は、 3年後の明治

2年大凶作のなかでも実を結んだ。「赤毛」と呼ば

れたこの稲が、明治 6年から札幌郊外で篤農家中

山久蔵により移入され、やがて石狩平野に広く普

及した。さらに赤毛は、凶作の旭川で毛のない品

種「坊主」を出現させた。 1週間早い坊主の出穂は

寒さの訪れの早い地域に有利な作物であった。時

代の限界をこえながら進んだ稲の北上は、絶えず

J令書を内に秘めながら品種の選定を継続させ、や

がて安定した品種を得た地域では、収量を高め、

水害に強い品種を選定するようになった。石狩川

流域を中心に安定した水田は、昭和37年以降、用

排水の整備が急速に進み、日本有数の水田地帯と

なった。

ところが、昭和45年から始まった減反政策を経

て水回地帯に変化がもたらされた。大消費地札幌

表 l 米産出額変化

1972年 1980年

順位 府県 産出額 順位 産出額 減 率

新潟 788.9千t 1 752.3千t 4.7% 

2 北海道 770.9 3 594.2 23.0 

3 宮城 579.8 6 418.3 27.9 

4 秋田 578.0 2 625.3 (8.1) 

5 山形 521.9 4 511.6 2.0 

(1972年版および1980年版作物統計より ）
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を有し、小麦、じゃがいも、大豆、小豆、いんげん

豆、玉ねぎなどの主産地を形成していた石狩川流

域では、水田の焔作転換が比較的容易に行われた。

石狩川沿岸平野の畑作転換は、泥炭地特有の排水

整備を実施した高度な水田地帯に展開されたため、

安定した内容を示していた。 しかし、水田の場合

と畑作の場合とでは、内水排除の上限に相違があ

る。つまり水田の場合には、内水排除の計画に、

滋水を許容する時聞が組み込まれている。水田で

は、一定時間の湛水を許容するが、畑では湛水の

許容が著しく低い。この相違は、昭和50年水害に

明瞭に現れてしまった。畑作転換が実施されたも

のの、内水排除の施設はすべて水田を基準として

いたため、従来の洪水氾滋では耐えられた農作物

が壊滅的な被害となり、畑作被害の莫大な数字を

示すこととなった。日本の水害史上で、特筆すべ

き異常な畑作被害を発生させた。

2災害ポテンシャルの増大

社会形態の変化による水害の特徴の代表例とし

て、都市水害がある。都市の拡大により豪雨の河

川流出時間が短縮され、洪水ピーク流量が極端に

増大した。また、農地の宅地化により、水害許容

度が顕著に低下し、 10年確率程度の降雨でも容易

に浸水家屋が出現するようになった。 このような

都市水害は、すでに多くの指摘を受け、その対策

に莫大な投資が行われている。

都市の拡大に伴う水害の変ぼうとして、忘れる

ことのできない事項が二つある。 その一つは、災

害ポテンシャルの極端な増大であり、他の一つは

自然現象に対する経験の欠如である。この 2点は

相互に関係をもっている。

日本の産業別人口をみると、昭和25年には第 l

次産業が約50%であったが、昭和57年には約10%

表2 日本の産業別人口割合

1年度｜第 l次産業｜第2次産業｜第3次産業

19so I 48.3% I 21.9% I 29.8% 

19821 9.7 34.2 56. l 

（総理府統計局資料より ）



に減少している。昭和25年当時の第 2次、第 3次

産業人口の過半は、農山漁村の出身者であったが、

昭和57年ではすでに都市出身者が過半を占めてい

る。昭和55年の人口統計による10万人以上の都市

と人口をみれば、 10%の国土に約60%の都市人口

が集中している。強く言い換えれば、昭和20年代

までの日本人は、大部分が農山漁村に故郷をもっ

ていたが、現代の日本人の大部分は都市を故郷と

するようになった。土地に生産基盤をもたない都

市人口の増大は、自然現象の理解や経験則の把握

に弱い人口の増大である。

水害に弱い人口の急増と比例して、水害ポテン

シャルも急増してしまった。つまり、水害に弱い

土地利用と人が、急激な都市化の中で生まれてし

まった。 しかも、日常性に富んで、非常時には容

易にパニック状態を現してしまう。 こうした都市

人口の増大に対し、水害の頻度は別として、発生

被害は直接被害はもとより、間接被害のポテンシ

ャルが極端に増大している。

3河川開発の進展と異常気象

生活・社会形態の変化が、水害の変化をもたら

した時期は、他方で重要な課題を潜在させた時期

でもある。

昭和35年に新たに決定された、治水10か年計画

（第 1次 5か年計画、第 2次 5か年計画）、昭和43

年、昭和47年からの第 3次 5か年計画、第4次 5

か年計画を経て、治水事業は精力的に進められて

きた。その結果、ほとんどの河川で計画対象の洪

水流量が増大改訂され、治水事業は国土総合開発

の一環として大きく前進した。この時代の国土総

合開発は、拠点開発方式を採用した。拠点は鉄道

と道路の近代化によって連絡され、拠点への水資

源供給は広域利水を主体とした。太平洋ベルト地

帯を中心に、港湾整備が臨海工業地帯形成の核と

して位置付けられた。全国総合開発計画および新

全国総合開発計画により、近世の享保年聞をはる

かにしのぐ、日本の歴史上もっとも活発に国土開

発が進展した。
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この時代と、気象関係者が度々発言する異常気

象とを、関連させてみる可能性があるかもしれな

い。つまり、水害史の上では、昭和30年代、 40年

代は、全国的規模でみればきわめて安定していた

時代といえる。異常気象という言葉を水害史の面

から言い換えれば、 30年代、 40年代は安定してい

たという意味で異常気象であった。近年の異常気

象は、むしろ通常の気象に戻ったと理解すること

ができょう。

この安定していた異常気象の時代は、国土全般

で経済活動が活発に行われ、史上もっとも莫大な

治水投資が実行された時代である。そして、都市

化の方向、土地利用の方向は、水害に弱い方向で

進んだ時代でもある。土木施設は、自然と密接に

かかわっている。 そのため、土木施設の設計方針

や安全率の考え方、施工方法などでは、自然条件

を強く念頭においている。 しかし、従来の土木施

設計画では、建造された後に自然のテストを受け、

そのテストの結果を踏まえて技術の前進、改良を

図ってきた。

ところが、もっとも安定した自然の時代に、テ

ストを受けることなしに有史以来もっとも国土に

人為が加えられたことになる。とすれば、近々頻

発する水害を含めて、国土開発、河川開発は、こ

れからテストを受けることになろう。テストは、

有史以来の水害ポテンシャルの増大の中で行われ

ることになっている。

4河川災害の変ぽうと防災施設の安全性

河川を取り巻く環境の変化は、大なり小なり水

害と結びつき、時代ごとに新たな水害形態を生み

出す。急激に増大した水害ポテンシャルの増大は、

新たな時代の深刻な水害形態を予想させる。その

ため、水害防止の主役を負っている防災施設への

期待は大きい。期待というよりも、絶対的なもの

になっている。

防災施設は、他の施設と異なる性格をもってい

る。一般の施設 ・機械は、利用頻度に応じた故障、

減力が確率としてとらえられる。日常的に繰り返
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し利用 ・活用されているなかで、どの程度の故障

となるかを考えればいい。 しかし、防災施設の安

全率は、 一般の安全率概念とは異なっている。水

害防止の計画が、安全度を高めれば高めるほど、

防災施設の利用頻度は少なくなる。

現在では、 50年、 100年、 200年に l度程度の洪

水に対応する防災施設が数多く設置されている。

数10年に 1回、100年、 200年に 1回の非常時に、施

設が計画どおり稼動するかどうかという安全性の

概念をもっ防災施設は、他の施設、機械の安全性

の概念とは区別して考えておかなければならない。

しかも、日常的には、その効果が判明しにくい。

日常的には考えられない事柄が発生するのが非常

時である。非常時の予測をし、なおかっその時に

施設が計画どおり稼動するような維持・管理は、

大変な困難を伴う。 そうした困難な焔設が、絶対

的な信頼を強制されながら多用されている。

そこで、防災施設の建設、維持・管理を実施す

るとともに、強制された信頼の排除を積極的に考

えておかなければならないだろう。 また、効準的

なテストの受け方や、テストを受ける心構えも必

要となってきた。

現実に、巨大な排水機場が、冷却水の不足から

稼動できなかった例。排水機場が浸水してしまっ

た例。排水機場を運転したため、連絡水路網の水

流方向が予測と異なってしまい、計画を越えた流

水で排水機場周辺に氾濫してしまった例。 あるい

は、横断堰の転倒部 （洪水時に堪上げ部が転倒し

て洪水を流下させる部分）に流木が挟まって稼動

しなかった例。石喋がつま ってゲート開聞が不能

になった排水施設の例。通常の満潮時試験運転で、

は、自動操作が計画どおり行われたが、異常高潮

時には手動に切りかえて操作する方法で造られた

高潮防止水門の操作伝達が不良であったため、高

潮が浸入して思わぬ水害を起こした例もある。避

難地が浸水した例も多い。

ましてや連続した長い堤防が、大洪水時にどこ

にも支障がないと考えることの方に無理があろう。

中国では堤防から 5km内で補獲したも ぐらに懸賞

金を出している。防災施設を計画に近い形で効果
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あらしめようと努力する必要性と、防災施設への

絶対的な信頼とは区別しておかなければならない

だろう。

5おわりに

農村の近代化という場合に、しばしば都市の文

化が移入される。都市の文化をスプーンですくっ

て、農村にもっていって欽ませている構図にみえ

る。農村にとって有益な部分もあると同時に、農

村特有の文化は消失し、統一された基準や評価が

定着するようになる。 山村や農村を流れる清涼な

河川沿いに、新たな小学校や中学校のプールが造

られ、子供たちに競泳用の水泳を教えるのも、そ

の代表例だろう。

河川の氾濫や水利に敏感な地域で、農民が身近

な範囲で実地している気象予報に出くわすことが

よくある。地域性に富んだ気象の確率概念といっ

ていいだろう。土地に生産基盤をおく人たちは、

自然の経験・観測を生産活動として実施している。

そのため、河川の洪水形態特性を考える際にも、

彼らの土地利用から推測可能な部分が多い。

山形県赤川は、改修工事の進展により最上川と

分離された。 その後、赤川の堤外地農地は、焔か

ら水田に変換された。最上川下流部で合流してい

た赤川が、独立河川になると、赤川だけの洪水体

験から土地利用を考えればいいことになった。最

上川と合流していた時代の洪水現象の分析から、

赤川独自の洪水は台風性によるものが卓越してい

ると判断し、台風を考慮した早期栽培を導入して

水団を分布させた。つまり、台風が襲来する時期

までに刈り入れを終わらせる品種を採用し、水田

作物を可能にした。

こうした土地利用の形成は、土地に生産基盤を

もっ農村特有の知恵であり、都市文化の移入を必

要としていない。 しかし、農村独得の経験を、近

代技術・科学が迷信、あるいは非科学的なものと

して無干見しているケースも多々あろう。たとえば、

雑草の観察から梅雨期の悶を予想し、作物品種を

選択していることに度々出会う。土地に生産基盤



をもっ人たちの行動だけに、長期の予測や短期の

予測に使っていた経験手法が気にかかる。気象予

報の困難なことは伝え聞いているが、それだけに

彼らのもっている超過確率の概念や母集団のとり

方により注目してみることも必要なのではないだ

ろうか。

河川の分野では、近代技術があまりにも地域性

に富んだ経験を無視してきた反省が、強くあらわ

れてきている。 それは、基本的な水害観、河川と

の付き合い方にまで昇華しつつある。 中国で盛ん

に行われている水文考古学や、水利建設（治水・

利水を含めた河川開発全般）における水利史の役

割に、中国水利学の特徴を感じている。

経験則を強調する理由は、日本の水害を考える

場合の基本的要素のためである。 日本の経済を支

える地域は沖積平野である。沖積平野は、構造平

野と区別される。構造平野は、古い地質年代に形

成され、河川は侵食型である。 ところが、沖積平

野の形成は、洪水氾濫と密接に関連している。平

野の形成が洪水現象と深くかかわりながら、現在

なお建設途上にある。

弥生時代に稲作文化が導入され、古代に定着期

を迎えた日本の国土は、洪水現象と密接に関連し

た沖積平野に生産舞台、生活舞台を構築してきた。

したがって、洪水現象と社会現象は、当初から水

害問題をかかえて進化・発展してきた。洪水現象、
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沖積作用が繰り返し現象であることから、容易に

経験則、経験技術が獲得されてきた。 それらを基

に、個人や地域が、洪水現象に対してどう在りた

いか、どのような安全性を確保したいかという発

想のもとに、地先防災が行われてきた。そして、

それらの地先防災を基に、河川流域全体として被

害 をできるだけ少なくする方法が為政者により実

施されてきた。前者を水防、後者は治水であり、

両者はEいに不可欠の関係である。

近代治水の最大の弱点は、基本的に不可欠の水

防が消失、あるいは極端に減退していることであ

る。水防の強い作用は、時として対岸の堤防を破

壊してまでも安全を確保しようとする地域エゴを

みせてきた。 そうした地域エゴを答認するわけに

はいかないとしても、新たな水防をどのように構

築するかが、水害問題の重要な関心事である。

さらに、近代治水が模索を必要とされる事項に、

河川災害の変ぼうを基に、どのようなヒューズを

設定するかがある。 ヒューズには、当然犠牲が伴

う。全体としての被害を最小にすることが治水の

役割であり、いざというときに、どこの堤防を切

るかという判断も課せられた河川技術である。無

謀な表現であることを承知のうえで、ヒューズの

模索への必要性を強調したい。

（みやむら ただし／関東学院大学工学部助教授）

寄贈図書のご紹介
次の各図書の寄贈を受けましたのでご紹介させ

ていただきます。

『地震と人』ーその破壊の実態と対策

村上慮直（防災都市計画研究所長） ・伊藤和明

(NH K解説委員）著

同文書院発行、 86判 232ページ、 1500円

r安全への視点』

丸山康目lj （横浜国立大学経営学部教授） ・小林

賓（科学警察研究所車両運転研究室長）著

東京法令出版側発行、 86判 192ページ、

800円

『プロパン』－LPガスの安全、 A5判 173ペー

ジ 980円

『やさしい火の科学』A5判 92ページ、680円

『火事と爆発事故』A5判 178ページ、 1000円

『事故と安全』A5判 185ページ、 1000円

以上4冊、崎川範行（東京工業大学名誉教授）

著、全国力日除法令出版側発行

r災害予知ニとわざ辞典』

大後美保（成候大学名誉教授）箸

骨粉衷京堂出版発行、 86判 220ページ、 2300円
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協会だより
日本損害保険協会の防災活動や損害保険業界の動きをお知ら
せするページです。協会の活動について、ご意見やご質問ガ
ございましだら、お気軽に編集部＝協会・防災事業室あてに
お寄せく芝さい。

自動車保険の保険料と商品内容の改定

9月 1日から、自動車保険の保険料および商品

内容が次のとおり改定されました。

① 保険料の改定

自賠責保険 （自動車損害賠償責任保険）の限

度額が引き上げられたことに伴う対人賠償保険

料の見直し等により、基本保険料が次のとおり

改定されました。

－対人賠償保険

．対物賠償保険

－車両保険

5.0%引下げ

8.1%引上げ

4.8%引下げ

－搭乗者傷害保険 6.4%引下げ

。平均 1.1%引下げ

併せて、契約者間の保険料負担の公平化を一

層進めるため、損害実態に基づき年齢別料率お

よび一部の車種別料率区分等が改定されました。

※上記の改定率は全契約平均のものであり、契

約車両の用途 ・車種区分 ・年齢条件等の違いに

より個々の契約でみると、前年度より保険料が

下がる場合と上がる場合があります。

※沖縄県では改定率が上記と異なります。

．総合契約割引（ 5 %）が廃止されました。

・ ドライパ一保険（自動車運転者損害賠償責任

保険）の基本保険料は上記改定率と異なり、平

均12.6%引上げとなりました。

② 商品内容の改定

道路交通法の改正によって、 9月 1日から一

般道路においてもシートベルトの着用が義務づ

けられるようになったことに応えて、座席ベル

ト着用率の向上の一助とするため、搭乗者傷害

保険の座席ベルト装着者特別保険金の支払対象・

支払額を、次のように拡充しました。

改定前

支｜高速自動車国道 -
詩｜自動車専用道路 に

象

特

製
監
の
tli 

海詳しくは、お近くの倒沓保険会社または代理店にお問い合わせくださいの
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第五回・損害保険大会を開催

去る 9月4日（水）、東京 ・大手町の経団連会館

経団連ホールにおいて、第 5回・損害保険大会が

開催されました。

この催しは、国民各層から親しまれ、信頼され

る損害保険となるよう損害保険事業の現状と課題

を広く 一般に理解いただくことを目的に実施され

ているもので、本年度は、中曽根総理大臣、山口

大蔵事務次官（竹下大蔵大臣の代理）、澄回日本銀

行総裁、花村経団連副会長（稲山会長の代理）を来

賓に迎え盛況裡に終了しました。

防災プラザを開催します

当協会では、火災、交通事故をはじめ、地震な

どの自然災害や、家庭内での事故などから身を守

るための基本的な知識と技術を習得していただく

場を提供するために、毎年防災プラザを開催して

います。

本年度は地元の自治体、県警察本部、消防局、

新聞社、放送局などのご後援のもと、北海道札幌

市、広島県広島市の 2市で開催することとなりま

した。

パネル展示、防災クイズ、防災診断、起鍵車 ・

消防車の試乗体験等の各種防災コーナーやアトラ

クション等により、だれもが楽しみながら防災に

関する知識や技術が身につけられる催しですので、

お近くの方は奮ってご来場 ・ご参加ください。

期日および会場は次のとおりです。

・札幌市 ：10月10日同～15日同

プランタンデパート新さっぽろおよび

周辺広場

・広島市 ：11月9日出、 10日（日）

フジショッピングスクェア広島店

・新作防災映画完成

当協会では、東京消防庁との共同企画で、掲記

映画「あなたと防災一身近な危険を考える」を製

作しておりましたが、このたび完成し、協会本部

および各地方委貝会に配備し、 一般に貸出しを行

うこととしております。



60年5月・ 6月・ 7月

災害メモ

＊火災

es・2 愛知県名古屋市守山区の

民家l階仏関付近から出火。 1棟約

150m＇全焼。 4名死亡。ロウソクの

火が何かに燃え移ったらしい。

es・4 広島県広島市安佐北区の

民家台所付近から出火。 1棟約70m'

全焼。 3名死亡、 l名負傷。

.6・13 新潟県長岡市中沢町の棟

割りアパートで出火。 1棟約lOOm'

全焼。 3名死亡。無理心中らしい。

.6・26 東京都調布市下石原の建

設中のマンション 1階床下部分から

出火。ウレタン樹脂吹き付け塗装中

の火災。 2名死亡。・7・5 東京都墨田区八広の民家

で出火。 l棟約35m＇全焼。 2名死亡0

.7・17 秋田県鹿角市八幡平湯瀬

の民家で火災。 2名死亡。

女爆発

es・16 沖縄県那覇市国場の喫茶

店ばんぷきんで、プロパンガス爆発。

同店33m＇全壊。半径約 50m以内の住

宅など計20棟も被害。 26名重軽傷。

es・20 東京都調布市国領町の飲

食店釜やで、フ．ロパンガス爆発。近

隣の 5棟全半壊、 2棟半焼。半径約

lOOm以内の住宅など計25棟も被害。

18名重軽傷。

.6・3 愛知県名古屋市昭和区の

マンション山崎）｜｜ハイム203号で爆

発。 1名死亡、 9名負傷。ガス自殺

らしい。・7・1 神奈川県横浜市戸塚区の

マンショングリーンメゾン 5号棟

102号でガス爆発。 6名重軽傷。

女陸上交通

es・2 静岡県裾野市の国道246

号で、乗用車と大型トラックが正面

衝突。 4名死亡、 1名重体。乗用車

がスピードを出しすぎてハンドル操

作を誤ったらしい。・5・5 静岡県榛原郡本川根町の

林道から、乗用車がlOOm下へ転港。

3名死亡。

es・6 東京都目黒区柿の木坂の

環状 7号野沢交差点で、タンクト

レーラーが横転。積み荷の油が流出

し爆発、炎上。 1棟約200m＇も全焼。

es・12 千葉県松戸市の国道6号

交差点で、ライトパンと乗用車が衝

突。両車は横滑りしオートパイとト

ラックにも衝突。 2名死亡、 4名重

軽傷。.6・10 東京都江戸川区中葛西の

環状 7号葛西駅東交差点で、タク

シーと乗用車が衝突。双方とも大破。

4名死亡、 6名重軽傷。乗用車が飲

酒運転の上、スピードを出し過ぎ、

さらに信号無視をしたらしい。.6・12 千葉県千葉市蘇我町、国

道16号の陸橋で、観光パスと大型ト

レーラーが正面衝突。 l名死亡、 55

名重軽傷。トレーラーが雨のためス

リップ、反対車線に入ったもの。・7・5 群馬県吾妻郡吾妻町の国

道406号カープで、定期路線パスが

約 5m下の雑草地に転落。 20名重軽

傷。酒気帯び運転。・7・11 石川県鳳至郡穴水町の国

鉄能登線で、下り急行能登 5号が脱

線。 7名死亡、 29名が重軽傷。集中

豪雨で線路の道床が崩れ、線路が宙

づり状態になっていたため。

甲骨海難.5・13 津軽海峡で、イカ釣漁船

第37八重丸（99t・9名乗組）が貨物

船ラボチャヤスメーナ号（5, 523t) 

と衝突、沈没。 2名重軽傷。.5・18 石川県加賀市加佐岬北西

15kmの日本海で、小型底引き漁船
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第 5白山丸（14.9t・6名乗組）と、

沖合底引き漁船関進丸（55t.7名

乗組）が衝突。白山丸は転覆。 4名

死亡、 l名行方不明。・7・4 北海道釧路市厚岸町大里

島沖で、エピケタ網漁船第8明神丸

(14. 9lt. 3名乗組）が消息を絶つ。

全員行方不明。

.7・5 静岡県下回市爪木崎沖東

南東約 9kmの海上で、貨物船協和丸

(670t. 6名乗組）とコンテナ船ア

メリカンアホ．ロ（19, 4001 • 41名乗

組）が衝突。協和丸は沈没。 l名行

方不明。

育航空

.5・6 鹿児島県種子島南南西約

40kmの海上に、米軍大型ヘリコプ

ターCH53型機 （17名乗組）が墜落、

水没。全員行方不明。・6・13 北海道紋別郡白滝村奥白

滝国有林に、北海道新聞社がチャー

ターしたヘリコプターベル206L3型

機が墜落、炎上。 4名死亡。濃霧の

ため低空飛行中、高圧送電線に接触

したらしい。

• 1 ・ 12 沖縄県国頭郡国頭村の米

軍北部訓練場内山林に、米海兵隊普

天間基地所属のCH53大型ヘリコプ

ター（ 4名乗組）が墜落、炎上。全

員死亡。

安自然.6・23 福岡県北九州市小倉北区

の住宅密集地で竜巻が発生。 30戸半

壕、 280世帯が被害。 3名重軽傷。

. 7・11 長野県上伊那郡飯島町の

発電所取水口工事現場で、鉄砲水が

発生。作業員 4名が流され、 3名死

亡。

• 1 ・ 20 埼玉県飯能市平戸の高麗

川の河原で、キャンプをしていた高

校生4名が鉄砲水により流され、 3

名行方不明。
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・7・26 長野県長野市上松の湯谷

団地で大規模な地滑り（グラピア

ページへ）。

女その他

es・1 北海道岩見沢市緑が丘の

大正池でポートが転覆。 4名死亡。

飲酒の上ポートを乗り出し、バラン

スをくずしたらしい。・5・6 山梨県南都留郡河口湖町

河口湖で、遊覧モーターボートいと

や3号とかもめ 8号が衝突、沈没。

3名死亡。

es・13 大分県佐伯市戸穴の日本

セメン卜佐伯工場で、大型原料粉砕

機の内部修理作業中、排ガスによる

酸欠状態。 3名死亡。.6・23 大阪府堺市築港新町の目

立造船大阪工場で、修理点検中の貨

物船ガローフアリアの機関室に、消

火装置の炭酸ガスが大量に噴出。酸

欠状態で作業員ら 6名死亡、 5人軽

症。定期検査で炭酸ガス噴出レバー

を引いたため。

• 1 ・ 14 石川県羽昨郡志賀町で、

長雨のためにできた砂採り場の水た

まりで水遊び中の小学生が、砂に足

をとられ転落。 3名死亡。

• 1 ・ 21 北海道留萌郡小平町の臼

谷海水浴場約lOOm沖合で、遊覧船

宮丸（4.9t. 12名乗組）が貸ポート

に衝突。 3名死亡、 l名重体。

• 1 ・ 26 千葉県旭市椎名浜の堤防

で、海に落ちた 1名を救助しようと

して学生11名が高波にさらわれ、 2

名死亡、 2名行方不明、 l名重体。

＊海外

es・2 エチオピア東部のオカ．デ

ン地方で、大雨による洪水が発生。

2万名り災。

es・11 英 ・ブラッドフォードの

ノTリーパレード競技場で、試合観戦

中に火災。 82名死亡・行方不明、
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200名以上重軽傷。・5・17 米・フロリダ州で山火事

が発生。約400knf以上焼失。 18日現

在 3名死亡、数十人が負傷。約100

棟焼失。

es・24 バングラデシュで大型の

サイクロンが襲来。 25,000名死亡、

30,000名以上行方不明。

es・26 スペイン ・アルヘシラス

湾ラリネア港で、ペトラゲン ・ワン

(19,070t・29名乗組）が、ナフサ陸

揚げ中に爆発、炎上。付近に停泊中

のカンポナピア（4,222t・30名乗組）

に引火、爆発。両船とも沈没。 34名

死亡・行方不明、 34名以上重軽傷。

es・29 ベルギー・プリュッセル

のへーゼルサッカ一場で、イタリア

とイギリスによる欧州チャンピオン

ズカップ決勝戦中に暴動が発生。 40

名死亡、約350名重軽傷。

es・31 アルゼンチン・プエノス

アイレスで、豪雨による洪水が発生。

17名死亡、 30名行方不明。 10万名家

を失う。

es・31 米・中東部とカナダの一

部で、竜巻が発生。 88名死亡、 500

名以上負傷、 1,000戸倒演。

• 1 ・ 10 米・カリフォルニアを中

心に西部海岸11州、カナダ西部で、

大規模な山火事が発生。約500か所

で推定6,OOOknf以上焼失。

• 1 ・ 13 中国広東省北部の梅田第

三鉱で、ガス突出事飲が発生。 53名

以上死亡。

• 1 ・ 19 イタリア・卜レンチーノ

地方カバレーゼ郊外の保養地スタパ

の人造湖で地滑りが起き、ダムが決

壊。濁流が岡村をのみ尽くし全滅。

22日現在193名死亡。

• 1 ・ 24 南米コロンピア領内のア

マゾン密林地帯に、コロンピア空軍

機Dc 6型車宙送機（乗員 ・乗客74名）

が墜落。全員死亡。エンジン火災ら

しし、。

編集委員

赤木昭夫 NH K解説委員

秋田一雄 災害問題評論家

安倍北夫 早稲田大学教授

生内玲子 評論家

岡本↑尊之 科学警察研究所交通部長

小山貞 東京消防庁予防部長

湯本孝一 日本大学講師

根本願吉 気象研究家

森島 j享 千代田火災海上保険昔前

森 宮 康 明治大学教授

山本勇 住友海上火災保険制

編集後記

．前号の「ヒューマンエラー、その

仕組み」（林喜男氏）と今号の「ヒュー

マンエラーと信頼性工学」（塩見弘

氏）ともに、エラーの多い我が行動

とダプラせながら興味深く読みまし

た。そして、ふっと思い出したのが、

行きつけの寿司屋の主人がワサピ抜

きの注文を受けたのに、うっかりワ

サピを入れてしまい、「しまった／」

というエラーです。こういう光景は

長いつき合いの中で何回か見ている

のに、面白いことには玉子や穴子に

ワサビを入れてしまうというエラー

は一度も見たことがないのです。な

ぜこういうエラーが起こるのか、し

きりに考えながら、両先生の記事を

読み直しました。 ．今号で、郵送読

者にアンケートのお願いをしまし

た。よりよい編集を目指しての読者

調査です。ご面倒でも、ご協力くだ

さいますよう、お願い申し上げます。

（山田）
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発行所

社団法人日本損害保険協会
編集人・発行人

防災事業室長山田裕士

101東京都千代田区神間淡路町2-9

霊堂（03) 255-1211 （大代表）

本文記事・写真は許可はく複製、配

布することを禁じます。

制作＝（掬阪本企画室



昭和60年 8月12日午後 6時12介、羽田空港を離陸した、大阪行き

日本航空123使ボーイング747s R型機（高浜雅己機長ら乗員 15名、

乗客509名）が、長野県境に近い群馬県多野郡上野村にある御巣鷹山

東南約 2kmの尾根に激突、墜落・ 炎上。この事故で 520名が死亡、

4名が重傷を負いながらも奇跡的に救助された。

運輸省航空事故調査委員会は、同月27日、原因調査の第一回中間

報告を公表。12日午後6時24介30秒、機体後部で異常な衝撃が発生。

ほぽ同時に方向舵が作動しなくなり 、間もなく油圧系統も機能停止。

操縦機能が失われ、迷走飛行の末、約32介後の 6時56分26秒に墜落

したもので、圧力隔壁破壊が第一原因との見方を強くうかがわせた。



地滑りの猛威、湯谷団地・松寿荘を直撃
昭和60年 7月26日午後 5時ごろ、長野県長野市上松の地

附山東南斜面で、大規模な地滑りが発生。 約 500 万m• の土

砂が湯谷団地（249戸）の54戸と約 300m離れた特別養護老

人ホーム「松寿荘」の 5棟を押しつぶした。

湯谷団地では、同日午後4時30分ごろ避難勧告が出され

たが、松寿荘への避難勧告が遅〈、山崩れが急だったこと

や、体が不自由で手間どり、逃げおくれた老人26名が死亡

した。

6月18日から 7月10固まで続いた長雨で、平年降雨量の

二倍近い 530ミリを記録。凝灰岩でできている地盤がこの

雨で緩んだために地滑円が発生したとみられている。



刊行物／映画ご案内
防災誌

予防時報（季干I])

奥さま防災ニュース（隔月干IJ)

防災図書

高層ホテル・旅館の防火指針

石油精製工業の防火・防爆指針

石油化学工業の防火・防爆指針

危険物施設等における火気使用工事の防火指針

コンビュータの防災指針

ビル内の可燃物と火災危険性（浜田稔著）

旅館・ホテルの防火（堀内三郎著）

そのとき 1あなたがリーダーだ（安倍北夫著）

事例が語るデパートの防火（塚本孝一著）

自のっけどころはここだ 1ー工場の防火対策一

人命安全一ビルや地下街の防災一

改訂工場防火の基礎知識（秋田一雄箸）

理想のビル防災ービルの防火管理を考えるー

大地震に備える一行動心理学からの知恵一（安倍北夫著）

とつぜん起こる大地震

暮らしの防災ハンドブック

防火管理必携

クイズ防災ゼミナール

倉庫の火災リスクを考える

業態別工場防火シリーズ

印刷および紙工工業の火災危険と対策

製材および木工業の火災危険と対策

織布、裁断・裁縫、帽子製造工業の火災危険と対策

プラスチック加工、ゴム・ゴム材加工工業の火災危険と対策

菓子製造、飲料製造および冷凍工業の火災危険と対策

電気機械器具工業の火災危険と対策

染色整理および漂白工業の火災危険と対策

皮革工業の火災危険と対策

パルプおよび製紙工業の火災危険と対策

製粉・精米・精麦およびでんぷん製造工業の火災危険と対策

酒類製造工業の火災危険と対策

化粧品製造工業の火災危険と対策

映画

あなたと防災～身近な危険を考える〔21分〕

おっと危いマイホーム〔23分〕

工場防火を考える〔25分〕

たとえ小さな火でも（火災を科学する）〔26分〕

わんわん火$だわん（18分〕

ある防火管理者の悩み〔34分〕

友情は燃えて〔35分〕

火事と子馬〔22分〕

火災のあとに残るもの〔28分〕

ふたりの私〔33分〕

ザ・ファイヤー・ Gメン〔21分〕

煙の恐ろしさ 〔28分〕

パニックをさけるために（あるビル火災に学ぶもの）〔21分〕

動物村の消防士〔18分〕

綱審保険のAB C 〔15分〕

映画は、防災講演会・座談会のおり、ぜひご利用ください。当協会ならびに当協会各地方委員会〔北海道＝（011)231-3815、

東北＝（0222)21-6466，新潟＝（0252)23-0039、償浜＝（045)681ー1966、飾岡＝（0542)52ー1843、金沢＝（0762)21ー1149、

名古屋＝（052)971ー1201、京都＝（075)221ー2670、大阪＝（06)202-8761、神戸＝（078)341-2771、広島＝（0822)47-4529、

四国＝（0878)51-3344、福岡＝( 092 )771-9766〕にて、無料貸し出ししております。

社団
法人 日本損害保険協会 密主主＇＂~ff想空母問ょ1~；！ 01
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火の用心／
ことしの呼びかけ千交は
岡田有希子さん
日本損害保険協会では、昭和27年から毎年秋の全国火災予防運

動にあわせて、防火ポスターを制作し、自治省消防庁に寄贈しており

ます。今年も全国各地でお目にかかります。

日本損害保険協会の防災事＊
設 日本損害保険協会

交通安全のために 火災予防のためi:－一一一 朝日火災大成火災東亜火災 日新火 災
．救急車の寄贈 ．消防自動車の寄贈 オールステート太陽火災東京海上日本火 災
・突通安全機器の寄贈 ．防火ポスターの寄贈 共栄火災第一火災東洋火災 日本地震
・突通遺児育英会への援助 ．防火標語の募集 輿 E 火災大東京火災 同和 火災富士火災
．究通安全展の開催 ・奥さま防災博士の表彰 住友 海上 大同 火災 日動 火災安田火災
・交通債の引受け ．消防債の引受け

大正海上千代田火災 日産 火災 （社員会社50音順）
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